
都道府県医師会
会長殿

「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準等の一部改正等について」

及び「平成25年度以降に実施される特定健康診査及び特定保健指導に関する

電磁的方法により作成された記録の取扱いについて」等の送付について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

今般、厚生労働省保険局長及び健康局長より、「特定健康診査及び特定保健指導

の実施に関する基準等の一部改正等について」、並びに「平成25年度以降に実施

される特定健康診査及び特定保健指導に関する電磁的方法により作成された記録

の取扱いについて」の通知につきまして、各都道府県知事宛てに発出されており、

本会宛てにも通知が参りましたので、お送りいたします。

本件につきましては、厚生労働省の「保険者による健診・保健指導等に関する検

討会」でとりまとめられた「第二期特定健康診査等実施計画期間に向けての特定健

診・保健指導の実施について」を踏まえ、「実務担当者による特定健診・保健指導

等に関するワーキンググループ」等で協議した内容について、今般、省令等の改正

がなされました。

また、併せて「保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する平成25年度以降

に実施した特定健康診査等に基づく特定保健指導の実施状況に関する結果につい

て」、及び「後期高齢者支援金の加算・減算制度の実施について」につきましても、

厚生労働省保険局長より各都道府県知事宛てに通知されておりますので、参考まで

にお送りいたします。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡

市区医師会等ヘの周知方、ご高配のほどよろしくぉ願い申し上げます。
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日本医師会長殿

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準等の一部改正等について

健発0329第24号

保発0329第15号

平成25年3月2 9日

標記について、別添のとおり、都道府県知事あて通知したので、よろしくぉ

取り言十らい願いたい。

厚生労働省保険局長

(公印省略)

厚生労働省健康局長

(公印省略)
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都道府県知事殿

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準等の一部改正等につぃて

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下Ⅳ却という。)

の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定健康診査及び特定保健指導の

実施に関する基準(平成19年厚生労働省告示第157号。以下「基準省令」という。)

及び関連告示を定めているところであるが、本日、特定健康診査の実施に関す

る基準の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第"号)並びに特定健康

診査及び特定保健指導の実施に関する基準第一条第一項第十号の規定に基づき

厚生労働大臣が定める項目及び基準の一部を改正する件(平成25年厚生労働省

告示第89号)、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第四条第一項

第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(平成25

年厚生労働省告示第90号)、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準

第七条第一項及び第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健

指導の実施方法の全部を改正する件・(平成25年厚生労働省告示第91号)、特定健

康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十六条第一項の規定に基づき厚

生労働大臣が定める者の全部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第92号)、

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十七条の規定に基づき厚

生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設、運営、

記録の保存等に関する基準の全部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第93

号)及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等

健発0329第22号

保発03 29第14号

平成25年3月29日

別添

厚生労働省健康局長

厚生労働省保険局長
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の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める事項の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第88号)(以下「改正省

令等」という。)が公布され、平成25年4月1日より施行されることとされたと

ころである。

改正省令等の内容は、下記のとおりであるので、御了知の上、貴都道府県内

の市町村及び関係団体等ヘの周知を図られるとともに、実施に遺漏なきを願い

たい。

第一改正の趣旨

法第18条第1項に基づく保険者による特定健康診査及び特定保健指導(以

下「特定健診等」という。)について、平成25年度より開始する第二期特定健

康診査等の実施計画期間における特定健診等の実施に関し、所要の規定の整備

を講ずるものである。

第二改正の内容

改正省令について

1 基準省令第七条第一項第三号の改正

行動計画の策定の日から六ケ月以上経過した日において、行動計画の実

績に関する評価を動機付け支援対象者と共に行う者として、動機付け支援

対象者の健康状態等に関する情報を行動計画策定時の面接指導を行った

者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(行動計画策定時に面接による

指導を行った者と同一の機関に勤務する者に限る。)を追加することとす

る。
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2 基準省令第八条第一項第三号及び第四号の改正

行動計画の進捗状況に関する評価及び行動計画の策定の日から六ケ月

以上経過した日における行動計画の実績に関する評価を積極的支援対象

者と共に行う者として、積極的支援対象者の健康状態等に関する情報を行

動計画策定時の面接による指導を行った者と共有する医師、保健師又は管

理栄養士(行動計画策定時に面接による指導を行った者と同一の機関に勤

務する者に限る。)」を追加することとする。
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3 基準省令附則第二条の改正

保健指導に関する一定の実務経験を有する看護師が、特定保健指導の面

接による指導を行うことができることとする経過措置の期間の終了日を、

平成30年3月31日まで延長することとする。

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第一条第一項第十号

の規定に基づき厚生労働大臣が定める項目及び基準の一部を改正する件(平

成25年厚生労働省告示第89号)について

ヘモグロビンAI0の標記変更に関して、医師が心電図検査及び眼底検査を

特定健康診査の検査項目として実施する必要があるか判断する際に用いる

血糖検査の結果に係る基準として、これまでルS値で「ヘモグロビンAI0が

5.2%以上」としていたものを、「ヘモグロビンAIC が 5.既(NGSP値)以上」に

変更することとする。

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第四条第一項第三号

の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(平成25年

厚生労働省告示第90号)について

ヘモグロビンAI0の標記変更に関して、特定保健指導の対象者を階層化す

る際に用いる血糖検査の結果に係る基準として、これまでJDS値で「ヘモグ

ロビンAIC力;5.2%以上」としていたものを、「ヘモグロビンAIC が 5.既(NGSP

値)以上」に変更することとする。

四特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第七条第一項及び第

八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法

の全部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第91号)にっいて

第2の2<9)において、特定保健指導の量を判断する際のポイントの最

低条件として、これまで、支援Bの方法で20 ポイント以上を必須としてき

たところを、支援Bの方法によるポイント数を最低条件から外じ「支援A

及び支援Bの方法の合計で、180ポイント以上の支援を行うこと(支援Aの

方法に係るポイントが、160ポイント以上である場合に限る。)」として、支

援Aの方法のみでの最低条件の充足を可能とすることとする。

基準省令附則第2条の改正に伴い、保健指導に関する一定の実務経験を有

する看護師が、特定保健指導の面接による指導を行うことができることとす

る経過措置の期間の終了日を、平成30年3月31日まで延長することとする。
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五特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十六条第一項の規

定に基づき厚生労働大臣が定める者の全部を改正する件(平成25年厚生労

働省告示第92号)及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準

第十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健

指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準の全部を改正する

件(平成25年厚生労働省告示第93号)について

基準省令附則第2条の改正に伴い、保健指導に関する一定の実務経験を有

する看護師が、特定保健指導の面接による指導を行うことができることとす

る経過措置の期間の終了日を、平成30年3月31日まで延長することとする。

六高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の

額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が

定める事項の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第認号)につい

て

保険者が、特定健診等の実施状況に関する結果として社会保険診療報酬支

払基金に報告する事項に、特定健診等の受診者及び利用者に係る資格区分

(強制加入被保険者若しくは強制加入被保険者の被扶養者、任意継続被保険

者若しくは任意継続被保険者の被扶養者、特例退職被保険者若しくは特例退

職被保険者の被扶養者又は国民健康保険の被保険者の別)を追加することと

する。

゛

第三施行期日

改正省令等は、平成25年4月1日から施行すること。

第四既存通知の改正

今般の省令及び告示の改正に伴い、一及び二の通知を次のように改正し、平

成25年4月1日から適用する。

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の施行について(平成

20年1月17日付け保発第0Ⅱ7001号厚生労働省保険局長通知)

1 第二の七の 1の(3)中、「七の1の(1)の面接による指導を行った

者」を「次のいずれかに掲げる者」に、「経過後」を「経過した日」に改

め、同(3)にア及びイとして、次の・ように加える。

ア(1)の面接による指導を行った者

イ動機付け支援対象者の健康状態等に関する情報をアに掲げる者,と共

有する医師、保健師又は管理栄養士(アに掲げる者が当該動機付け支援

4
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対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。)

2 第二の八の1の(3)中、「ハの1の(1)の面接による指導を行った

者」を「次のいずれかに掲げる者」に改め、同(3)にア及びイとして、

次のように加える。

ア(1)の面接による指導を行った者

イ積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をアに掲げる者と共有

する医師、保健師又は管理栄養士(アに掲げる者が当該積極的支援対象

者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。)

3 第二の八の1の(4)中、「ハの1の(Dの面接による指導を行った者」

を「次のいずれかに掲げる者」に、「経過後」を「経過した日」に改め、

同(4)にア及びイとして、次のように加える。

ア(1)の面接による指導を行った者

イ積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をアに掲げる者と共有

する医師、保健師又は管理栄養士(アに掲げる者が当該積極的支援対象

者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。)

4 第二の十八中、「平成25年3月31日」を「平成30年3月31日」に、「七の

1の(1)及び八の 1の(1)」を「七の 1の(1)及び(3)並びに八

の 1 の(1)、( 3 )及び(4)」に改める。

5

特定健康診査及び特定保健指導の実施にづいて(平成20年3月10日付け健

発第0310007号保発第0310001号厚生労働省健康局長及び保険局長通知)

1 第三の2の(1)のウ及びオ並びに(2)のウ及びオ中、「(実施基準施

行後5年に限る。)」を「(平成30年3月31日までに限る。)」に改める。

2 第三の4の(3)中、「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」

(平成19年4月厚生労働省健康局)」を「標準的な健診・保健指導プログ

ラム(改定版)」(平成25年4月厚生労働省健康局)」に改める。

3 卿絲氏1及び卿採氏5を別添1及び別添2のとおり改める。

二
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(備考)
この用紙は、日本工業規格A列4版とすること。
「性別」の欄は、該当しない文字を抹消すること。
基準値を外れている場合には、「*」を測定結果欄に記入すること。
「メタボリックシンドローム判定」の欄は、「基準該当/予備群該当/非該当」を記入すること。
「医師の判断」の欄は、
①特定健康診査の結果を踏まえた医師の所見
②貧血検査、心電図検査及ぴ眼底検査を実施した場合の理由
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この用紙は、日本工業規格A列4版とすること。
「性別」の欄は、該当しない文字を抹消すること。
基準値を外れている場合には、「*」を測定結果欄に記入すること。
「メタボリックシンドローム判定」の欄は、「基準該当/予備群該当/非該当」を記入すること。
「医師の判断」の欄は、
①特定健康診査の結果を踏まえた医師の所見
②貧血検査、心電図検査及び眼底検査を実施した場合の理由

を記入すること。
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令
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を
改
正
す
る

省
令
(
同
二
一
)

0
行
政
謁
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関

す
る
法
律
施
打
令
築
三
条
第
三
項
第
一

号
に
掲
げ
る
護
機
関
等
が
保
有
す
る
行

政
文
書
に
係
る
開
示
請
求
等
の
手
続
に
関

す
る
省
令
(
同
一
一
己

量

9
叢
譜
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
俊

に
関
す
る
法
律
施
行
令
筆
八
条
第
三
項

第
一
号
に
掲
げ
る
護
1
が
保
有
す

る
保
有
個
人
情
報
忙
係
る
開
示
粟
の
手

続
に
関
す
る
省
令
(
同
一
四
)

0
復
旧
の
目
的
と
し
な
い
家
屋
等
に
つ
い
て

支
払
う
べ
き
金
額
の
算
定
某
準
を
定
め
る

省
令
を
廃
止
す
る
省
令
尋
復
旧
の
目
的

と
し
な
い
こ
と
と
し
た
八
共
施
設
に
つ
い

て
支
払
う
べ
き
金
額
の
纂
基
準
を
定
め

る
省
令
を
廃
止
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
(
伺
一
吾

0
電
気
玉
壽
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
(
同
エ
ハ
)

0
電
気
事
業
者
に
ょ
る
再
生
可
能
.
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
梨
望

雄
語
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
同
一
七
)

一
扇

0
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

法
律
の
規
定
に
巷
く
建
築
物
に
係
る
届

出
等
に
関
す
る
省
令
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

巷
く
姦
建
篇
調
畜
関
等
に
関
す

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

曇

(
国
土
姦
一
一
己

(
以
下
次
の
ぺ
ー
ジ
へ
続
く
)

互西

一
八

=

玉

一
九

一
七

平成25年3月29日金曜日 (号外第67号)(3分冊の1)
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、
゛

0
爵
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
保
険
者
の
前
響
齢
者
交
付
金
等
の

額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
星
労
働
大
臣

が
定
め
る
事
項
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(
同
八
八
)

0
特
定
健
康
裟
及
ひ
特
定
径
指
導
の
実

施
に
関
す
る
基
準
第
一
条
第
一
項
筆
号

の
規
定
に
巷
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
項
目
及
ぴ
某
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(
同
八
九
)

0
特
定
健
康
釜
及
ひ
特
定
保
健
指
導
の
実

0
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
倭
者
の
詔
高
齢
者
交
付
金
等
の

額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
条
の

二
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
特
定

健
康
讐
等
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
事
項

に
つ
い
て
星
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

を
定
め
る
件
(
同
九
四

0
租
税
特
別
措
置
法
筆
二
条
の
二
第
一
項

各
号
及
び
第
四
十
五
条
の
二
第
一
冬
号

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
欝
馨
蓄

並
ぴ
に
器
具
及
ぴ
備
品
を
指
定
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
九
五
)

0
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
条
第
二
項

第
三
号
口
馨
累
企
業
退
職
金
共
済
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第
二
条
第
一
項

第
三
号
口
川
の
支
菓
を
定
め
る
件

(
同
九
六
)

0
麥
止
業
退
職
金
共
済
幣
二
十
八
条
第

一
項
の
臺
労
熨
臣
の
定
め
る
率
を
定

め
る
件
同
九
七
)

0
中
金
業
退
職
金
共
済
法
施
行
令
第
二
条

第
一
号
馨
第
二
号
の
星
為
大
臣
の

定
め
る
率
を
定
め
る
件
(
同
九
八
)

0
奏
止
業
退
職
金
共
纃
重
三
条
第
二

項
の
星
為
蚕
が
定
め
る
利
率
を
定

め
る
件
(
同
九
t

0
麥
止
業
退
職
金
共
済
法
第
Ξ
十
条
第
二

項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

利
率
を
定
め
る
件
(
同
一
8
)

施
に
関
す
る
基
準
第
四
条
第
一
項
第
三
号

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
1
が
定
め

る
亀
の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
九
0
)

0
特
定
健
康
髪
及
ひ
特
定
保
健
指
導
の
実

施
に
関
す
る
幕
準
第
七
条
第
一
項
及
び
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
某
づ
き
星
労
働

大
臣
が
定
め
る
特
定
健
康
讐
馨
特
定

極
揖
の
実
施
嚢
の
全
部
を
改
正
す

る
件
(
同
九
こ

0
特
定
健
瘻
署
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実

施
に
関
す
る
基
準
里
ハ
条
第
一
項
の
規

定
に
巷
き
厚
生
労
契
臣
が
定
め
る
者

の
全
部
を
改
正
す
る
件
(
同
九
二
)

二
=

0
特
定
健
康
弘
鬢
及
び
特
定
1
母
の
実

施
に
関
す
る
某
準
第
キ
条
の
規
定
に
某

づ
き
厚
生
為
大
臣
が
定
め
る
特
定
健
康

紗
香
及
び
特
定
極
指
導
の
実
施
に
係
る

穣
、
運
営
、
記
録
の
保
奪
に
関
す
る

亀
の
全
部
を
改
正
す
る
件
(
同
九
一
己
=
七

報

三

官

0
栗
蒋
企
業
霊
請
則
第
二
十
八
条

第
三
項
第
一
号
の
星
労
働
大
臣
が
定
め

る
利
率
を
定
め
る
件
(
同
一
0
一
)

0
特
定
倭
医
療
材
料
及
ひ
そ
の
材
料
価
格

f

(
材
料
価
格
薹
)
の
一
部
を
改
正
す
る

件
(
同
一
0
己

0
児
童
禦
法
に
巷
く
指
定
僻
支
援
の

璽
の
人
員
帯
及
ひ
運
営
に
関
す
る

基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に

伴
、
嵒
係
告
尓
の
整
備
等
に
関
ず
る
告
示

(
同
一
Ω
己

0
甕
居
宅
介
護
等
の
穫
に
当
た
る
者
と

し
て
厚
生
風
臣
が
定
め
る
も
の
の
一

部
を
改
正
す
る
件
(
同
一
0
四
)

0
星
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
一
部
を
改

正
す
る
件
(
同
一
0
毛

0
厚
生
街
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
件
(
同
一
0
六
)

0
プ
レ
ス
機
1
主
任
者
諸
講
習
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
一
0
七
)

0
為
安
全
衛
生
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
ょ
り
都
道
魔
労
働
長
が

製
造
時
嚢
査
の
業
務
の
全
部
を
自
ら
行

う
も
の
と
す
る
件
(
同
一
0
八
)

0
消
費
生
活
協
同
組
合
に
お
け
る
共
済
計
理

人
の
確
認
の
藷
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
(
同
一
0
九
)

0
東
日
本
大
奏
に
伴
う
璽
労
働
大
臣
の

定
め
る
評
価
療
養
馨
県
療
養
第
二
条

第
七
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
状
態
等
に
あ
る
者
の
符
を
定

め
る
件
(
同
二
0
)

一
呑

3

一
毛

0
消
裂
法
施
行
令
竿
四
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
巷
き
星
労
働
大
臣
が
甕

す
る
保
育
所
を
経
営
す
る
事
業
に
類
す
る

事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
の

一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
三
一
)

0
国
民
霊
の
爲
保
竪
を
納
付
す
る
場

合
に
納
付
す
べ
き
額
を
定
め
る
件

(
同
一
一
一
ご

0
中
国
脊
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す

る
保
賂
の
額
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改

正
す
る
件
(
同
一
一
一
己

0
国
民
冬
の
倭
料
を
追
納
す
る
場
合
に

納
付
す
べ
き
額
を
定
め
る
件
(
伺
二
四
)

0
消
裂
法
施
行
令
第
十
四
条
の
四
の
規
定

に
努
ぎ
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
身

体
障
害
者
用
物
品
及
び
そ
の
修
理
の
一
部

を
改
正
す
る
件
(
同
三
吾

0
平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
後
期
爵
者

医
療
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に

関
す
る
省
令
第
四
条
第
二
項
及
牙
四
項

並
ぴ
に
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
巷
き

星
為
大
臣
が
定
め
る
普
通
調
整
係
数

及
ぴ
補
正
倭
並
び
に
一
人
平
均
所
得
額

(
同
一
一
六
)

0
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
禽
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の

額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
基

づ
き
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
全
保

険
1
副
翅
局
齢
者
加
入
率
見
込
値
及

び
霞
二
十
Ξ
蛋
に
お
け
る
全
保
険
者

雪
削
響
齢
嘉
入
率
を
公
表
す
る
件

(
同
二
七
)

一
三

一
量

一
三

一
量

三
九

一
一
西

一
美

一
孟

(
以
下
次
の
ぺ
ー
ジ
へ
続
く
)

平成25年3月29日金曜日 (号外第67号)



平
成
七
年
度

平
成
八
蛋

霞
九
董

一

平
成
十
年
度

平
成
十
一
董

早
成
十
二
倭

0
・
玉
玉
七

平
成
十
三
径

C
.
四
七
六

平
成
十
四
年
度

0
・
三
九
九

平
成
十
五
孟

0

0
・
三
二
六

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
t
る
法
律
(
昭
和
五
十
七
年
法
璽
八
十
号
)
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
に

晶

基
d
き
、
特
定
健
廖
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
閼
す
る
基
塗
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
汰
の
よ
う
に
定
め

る
。

0
・
二
七
五

0
・
ニ
ニ
六

子

平
成
十
六
倭

霞
二
十
五
年
三
月
二
+
九
日

厚
生
風
臣
田
村
憲
久

特
定
健
康
診
査
及
ぴ
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
皐
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
【
霞
十
九
年
臺
労
働
省
令
第
百
五
十
七
量
の
一

部
を
炊
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
一
号
の
規
定
に
ょ
り
面
接
に
ょ
る
指
導
を
行
っ
た
者
」
を
一
欧
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
者
」
に
、
[
経
過
後
」
を
「
経
過
し
た
日
』
に
改
め
、
同
号
に
イ
及
び
口
と
し
て
炊
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
第
一
号
の
規
定
に
ょ
り
面
接
に
ょ
る
指
導
を
行
っ
た
者

口
動
機
付
け
支
援
対
象
者
の
健
康
釜
等
に
関
す
る
情
報
を
イ
に
掲
げ
る
者
と
共
有
す
る
医
師
、
保
健
師
又
は

管
理
栄
養
士
(
イ
に
掲
げ
る
者
が
当
該
動
機
付
け
支
援
対
象
者
に
対
す
る
面
接
の
際
に
勤
務
し
て
い
た
機
関
に

勤
務
す
る
者
に
限
る
J

第
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
一
号
の
規
定
に
ょ
り
面
接
に
ょ
る
指
導
を
行
っ
た
者
を
一
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

1

る
者
一
に
、
「
進
捗
』
を
一
進
芝
に
改
め
、
同
号
に
イ
及
ぴ
口
と
し
て
淡
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
第
一
号
の
規
定
に
ょ
り
面
接
に
ょ
る
指
導
を
行
っ
た
者

口
積
的
支
援
対
象
者
の
健
康
状
態
等
に
関
す
る
情
報
を
イ
に
掲
げ
る
者
と
共
有
す
る
医
師
保
健
師
又
ば
管

理
栄
養
士
(
イ
に
掲
げ
る
者
が
当
該
穆
的
支
援
対
象
者
に
対
す
る
面
接
の
際
に
勤
務
し
て
い
た
機
関
に
勤
務

す
る
者
に
賑
る
。
)

第
八
条
第
一
棗
四
号
中
「
第
一
号
の
規
定
に
ょ
り
票
に
ょ
る
指
導
を
行
0
た
者
」
を
「
欲
の
い
ず
れ
か
に
舷
当

す
る
き
に
、
「
経
過
後
」
を
一
経
過
し
た
日
」
に
改
め
、
同
号
に
イ
及
び
口
巴
し
て
歌
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
第
一
号
の
規
定
に
ょ
り
面
接
に
ょ
る
指
導
を
行
っ
た
者

口
穆
的
支
援
対
書
の
健
康
状
態
等
に
関
す
る
情
報
を
イ
に
掲
げ
る
者
と
共
有
す
る
医
師
、
保
健
師
又
は

理
栄
養
土
(
イ
に
浄
る
者
が
当
該
積
極
的
支
援
対
象
者
に
対
す
る
夏
の
際
に
勤
務
し
て
い
た
機
関
に
勤

す
る
者
に
限
る
J

剛
則
第
二
条
中
「
霊
二
十
玉
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
霊
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
第
八
条
第
一
項
第
一

号
」
を
「
第
三
号
並
ぴ
に
第
八
条
第
・
一
項
第
一
曼
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
害
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

報

C
・
一
七
九

平
成
十
七
倭

0
・
一
三
三

平
成
十
八
年
度

0
・
一
一
七

官

平
成
十
九
径

平
成
二
十
髪

霞
二
十
一
餐

0
.
-
 
0
-

平
成
二
十
二
年
度

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

0
・
0
ハ
ニ

0
・
 
0
六
四

0
・
0
四
八

0
・
0
三
三
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令
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前
期
高
齢
者
交
付
金
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び
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期
高
齡
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

皐
成
二
十
王
年
政
令
第
玉
+
七
邑
の
施
行
に
伴
い
、
並
ぴ
に
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
ぴ
後
期
高
齡
者
医
療
の
国
庫

負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
(
早
成
十
九
年
政
令
第
三
百
二
十
玉
号
)
第
二
十
玉
条
の
三
並
ぴ
に
国
民
健
康
貫

の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
(
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
'
号
)
第
一
条
第
一
項
、
第
四
条
第
二
項
及

び
第
玉
条
第
一
項
第
一
号
口
の
規
定
に
基
づ
ミ
高
齡
者
の
医
療
の
確
保
に
関
t
る
法
律
に
ょ
る
保
険
者
の
前
總
齢

者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
A
妥
款
の
よ
う
に
定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣
田
村
憲
久

平
成
二
十
王
年
三
月
二
十
九
日

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
ょ
る
倭
者
の
前
響
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

【
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
t
る
法
律
に
ょ
る
保
険
者
の
前
期
高
齡
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令

の
一
部
改
正
)

幣
一
条
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
ょ
る
倭
者
の
前
饗
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る

省
令
軍
率
九
年
厘
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
)
の
一
部
を
汰
の
よ
ラ
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
の
次
に
欧
の
王
条
を
加
え
る
。

茄
算
対
象
俊
者
の
基
婆

第
四
十
条
の
二
算
定
政
令
第
二
十
五
条
の
三
第
一
器
一
号
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
(
法
第
十
八
条
第
二

項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
を
い
う
。
以
下
同
1
二
J
の
実
施
状
況
が
著
し
く
季
分
な
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
前
蛋
に
お
け
る
特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
が
千
分
の
一
に
満
た
な
い
こ
と

又
は
同
年
度
に
お
け
る
特
定
保
健
指
導
の
実
旋
率
が
千
分
の
一
に
満
た
な
い
こ
と
と
す
る
。

2
 
前
項
の
特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
(
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
号
に
粘
い
て
単
に
「
特
定
健
康
診
査
の
実
施

率
」
と
い
う
J
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
健
康
鯵

套
と
い
う
J
の
当
該
各
徒
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
受
診
者
の
数
を
当
該
各
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険

者
に
係
る
特
定
健
康
診
査
の
対
象
者
の
数
で
除
し
て
将
た
数
と
す
る
。
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第
一
項
の
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
(
歌
条
第
二
号
に
お
い
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に
「
特
定
保
健
指
導
の
実
施
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い
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は
、
当
該
各
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粘
け
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当
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保
険
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係
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第
十
八
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一
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に
規
定
す
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定
保
健
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(
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下
こ
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条
に
粘
い
て
一
特
定
保
健
指
導
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と
い
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終
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し
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他
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れ
に
準
ず
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数
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当
該
各
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お

け
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当
該
保
険
者
に
係
る
特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
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数
で
除
し
て
褐
た
数
と
す
る
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算
定
政
令
第
二
十
五
条
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第
一
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第
一
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規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
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実
施
状
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著
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く
不
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あ
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こ
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に
つ
い
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や
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得
な
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事
由
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あ
る
も
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と
し
て
星
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
汰
に
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げ
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と
お
り
と
す
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一
災
害
そ
の
他
の
特
別
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事
情
が
生
じ
た
こ
と
に
ょ
り
、
前
年
度
に
当
該
保
険
者
に
お
い
て
、
特
定
健
康
診
査

又
は
特
定
保
健
指
導
を
実
施
で
き
な
か
0
た
二
と
。

二
特
定
健
康
診
査
等
の
前
孟
の
対
象
者
の
数
が
千
人
喬
の
保
険
者
で
あ
う
て
当
該
特
定
健
康
診
査
等
の
実

施
体
制
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
地
を
満
た
t
も
の
に
係
る
同
董
の
特
定
健
康

診
査
の
実
誰
率
が
、
同
年
度
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
保
険
者
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
下
禰
に

揚
げ
る
平
均
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基准第7条第1項及ぴ第8条第1項の規定に基
づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法

特定健康診査及ぴ特定保健指導の実施に閥tる基准(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施
基準」巴いう。)第7条第.1項の規定に基6き動機付け支援の実施にっいて厚生労働大臣が定める方法
(以下「動機付け支援の実施方法1 という。)は、第1に掲げるとおりとし、実施基踏第8条第1項の

規定に基づき積極的支援の実施にっいて厚生労働大臣が定める方法(以下「積極的支援の実施方法」
という。)は、第2に掲げるとおりとする。な船、平戒3'年3月31日までの間は、第1の2の{4}のウ並
びに第2の2の{5吸ひ如のウ中「保健師又は管理栄養士」とあるのは「保健師、管理栄養士又は保健
指導に関する一定の実務の経験を有する署護師」とする。

第1 動機付け支援の実施方法

1 支援甥問及ぴ頻度

原興11回の支援とすること。

2 支援内容及び支援形態 '

Ⅱ)動側寸け支援対象者(実施基準第7条第2項に規定する動機付け支援対象者をいう。以下同
じ。)が、自らの健康状態、生活習慣の改善tベき点等を自覚L、貞ら目標を設定し行動に移す
ことができる内容とすること。

②特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律【昭和57年法律第80号。以下「法」という。)
第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)の結果(労働安全衛生法(昭和47年
法律第57号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当tる健康診断の結果を含む。
以下同じ。)及び食習慣、運動習慣、喫煙習慣、休養習慣その他の生活習慣の状況に関する調査
の結果を踏まえ、面接による支援及び実蹟評価(行動計画の策定の日から6月以上経過した後
に行う評価をいう。以下同じ。)を行うこと。

(引面接による支援は、汰に掲げる事項に留意して行うこと。
ア生活習慣と特定健康診査の結果との関係を磁¥すること、生活習慣を振り返ること、メタ
ボリックシンドロームや生活習慣病に関する知識を習得する二と及ぴそれらが動機付け支援
対象者本人の生活に及ぼす影響の認識等から、生活習慣の改善の必要性に0いて説明するこ
と。

イ生活習慣を改善tる楊合の利点及び改善しない場合の不利益について説明すること。
ウ・食事、運動等、生活習慣の改善に必要な事項について実践的な指導をすること。
工動機付け支援対象者の行動目標や実績評価の時期の設定にっいて支援するとともに、生活

習慣を改善するために必要な社会資源を紹介し、有効に活用できるように支援すること。
オ体重及ぴ腹囲の計測方法について脱明tること。

力動機付け支援対象者に対tる面接による指導の下に、行動目標及ぴ行動計画を作成tるこ
と。

キ支援形態は、1入当たり20分以上の個別支援又は1グループ aグループは8人以下とす
る。)当たり80分以上のグループ支援とすること。

{引実績評価は、炊に掲げる事項に留意して行うこと。
ア実績評価は、個々の動機付け支援対象者に対tろ特定保健指導(法第18条第1項に規定す

る特定保健指導をいう。以下同じ。)の効果について評価tるものであること。

Ⅱ1
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イ設定した行動目標が達成されてぃるかどうか並ぴに身イ本状況及ぴ生活習慣に変化が見られ
たかどうかについての評価を行うこと。

ウ必要に応じて行動計画の策定の日から6月を経過する前に評価時期を設定して動機付け支
援対叡者が自ら評価するとともに、行動計画の策定の日から6月以上経過した後に医師、保
健師又は管理栄養士kよる評価を行い、評価結果について動機付け支援対魚者に提供するこ
と。

工実績評価は、面接又は通信(電話又は電子メール、 FAX、手紙等(以下「電子メール等」
という。)をいう。以下同じ。)により行い、評価結果について動機付け支援対猟者に提供する
こと。

第2 積極的支援の実施方法

1 支援期閻及ぴ頻度

初回に面接による支援を行うとどもに、以後、 3月以上の継続的な支援を行うこと。
2 支援内容及ぴ支援形熊

a1 積極的支援対線者(実施基準第8条第2項に規定する積極的支援対象者をいう。以下同じ。)
が、自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、生活習慣の改誓に向けた自主的な
取粗を継続して行うことができる内容とすること。

②特定健康診査の結果及ぴ食習慣、運動習偵、喫煙習慣、休養習慣その他の生活習慣の状況に
闘する調査の結果を踏まえ、積極的支援対魚者の生活習慣や行動の変化(以下「行動変容」と
いう。)の状況を把握し、.当該年度及ぴ過去の特定健康診杢の結果等を踏まえ、積極的支援対象
者が自らの身体状況の変化を理解できるよう促すこと。

{3】積極的支援対鼠者の健康に関する考え方を受け止め、積極的支援対急者が考える将来の生活
像を明確にした上で、行動変容の必要性を実惑できるような働きかけを行い、具体的に実践可
能な行動目標を積極的支援対隷者が選択できるよう支援すること。

④積極的支援対象者が具体的に実践可館な行動目標について、優先順位を付けながら、 積極的

支援対欽者と一緒に考え、積極的支援対急者自身力翹択でぎるよう支援すること。
15}医師、保健師又は管理栄養士は、積極的支援対線者が行動目標を達成するために必要な特定

保劉目捻導支援言櫃樹乍成し、積極的支援対鹸者の生活習慣新テ動の変化の状況の把握及びその
評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援Ξ極の変更等を行うこと。

(6)特定保健指導実施者(実施基準第8条第1項第2号の規定に基づき、積極的支援対象者に対
し、生活習慣の改善のための取組に資する働きかけに閲する支援を相当な期間継統して行う者
をいう。⑫の工において同じ。)は、積極的支援対隷者が行動を継続できるよラに定期的に支援
すること6

⑦積極的支援を終了ずる時には、積極的支援対急者が生活習慣の改善が図られた後の行動を継
統するよう意酬寸けを行う心要があること。

⑧初回の面接による支援は、第1の2の【3)に掲げる事項に留意して行うこと。この場合におい
て、第1の2の{31中「動機付け支援対象者」とあるのは、「積極的支援対象者」とする。

⑨ 3月以上の継続的な支援については、⑪及御.に規定する方法により算定するポイントの合
計で特定保健指導の量を判断することとし、支援Aの方法及び支援Bの方法の合計で、180ボ
イント以上の支援を行うこと伎援Aの方法に係るポイントが、160ポイント以上である場合
に限る。)を最低条件とすること。

⑩支援Aの方法は、玖に掲げるものとすること。

ア積極的支援対象者の過去の生活習慣及び行動計画の実施状況を踏まえ、積極的支援対象者
の感要性忙応じた支援をすること。

イ食事、運動等の生活習慣の改善に必要な事項につぃて実践的な指導をすること。

縦

、

ウ造捗状況に関する評価として、積極的支援刻魚者が実践している取組内容及びその結果に
ついての評価を行い、必襄があると認めるときは、行動目標及び行動計画の再設定を行うこ
と。

工行鯱f画の実施状況について記載したものの提出を受け、それらの記蔵に基づいて支援を
行うこと。

⑪支援Aの方式は、次に掲げるものとすること。
ア個牙1伎援A

イグループ支援A (1グループは8人以下とする。)
ウ電話支援A
工電子メール支援A

⑫支援Aの方法に係るポイントの算定及て漢件は、次に掲げるものとすること。
ア個号t1支援Aは、 5分間の支援を1単位とし、 1単位当たり20ポイントとすること。ただし、
支援1回当たり10分間以上の支援を行うこととし、支援1回当たりのポイント算定の上限は
120ポイントとすること。

イグノレ、Lプ支援Aは、10分間の支援を1単位とし、'1単位当たり10ポイントとすること。た
こし、支援1回当たり卯分間以上の支援を行うとととし、支援1回当たりのポイント算定の
上限は120ポイントとすること。

ウ電話支援Aは、 5分間の会話を1単位とし、 1単位当たり15ポイントとすること。ただし、
支援1回当たり5分間以上の会話を行うこととし、支援1回当たりのポイント算定の上限は
60ポイントとすること。

工電子メ「ル支援Aは、1往復(特定保健指導実施者と積極的支援対魚者の間で支援にι浸
な情報の共有を図ること忙より支援を完了したと当骸特定保健指導実施者が判断するまで、
電子メール等を通じて支援に必要な情報のやり取りを行うことをいう。以下同じ。)の支援を
1単位とし、 1単位当たり40ポイントとすること。

⑬支援Bの方法は、初回の面接の際に作成した行動計画の実施状況を硫認し、行動計画に掲げ
た取組を維持するために励ましゃ賞賛を行うものとすること。

⑭支援Bの方式は、次に掲げるものとすること。
ア個分岐援B

イ電話測爰B
ウ電子メール支援B

⑮支援Bの方法に係るポイントの算定及びその要件は、次に掲げるものとすること。
ア個呂1伎援Bは、 5分問の支援を1単位とし、 1単位当たり10ポイントとすること。ただし、
支援1回当たり5分間以上の支援を行うこととし、支援1回当たりのポイント算定の上限は
20ポイントとすること。

イ電話支援Bは、 5分間の会話を1単位とし、 1単位当たり10ポイントとするこど。ただし、
支援1回当たり5分間以上の会話を行ラこととし、支援1回当たりのポイント算定の上限は
20ポイントとすること。

ウ電子メール支援Bは、 1往復の支援を 1単位とし、・1単位当たり5ポイントとすること。
⑯支援Aの方法及び支援Bの方法のポイントの算定は、次に掲げる事項に留意して行ラこと。

ア同日に複数の支援を行った場合は、いずれか1つの支援のみをポイントの算定対隷とする
こと。また、同日に同一の支援を複数回行った場合であっても、ポイントの算定対象となる
のは1回の支援のみであること。

イ特定保健指導と直接関係のない情報(次回の支援の約束や雑談等、特定保健指導の実施と
直接関わりがない情報をいう。)のやり取りはボイントの算定対款としないこと。

ウ電姦支援又は電子メール支援を行うに当たり、行動計画のイ乍成及ぴ提出を依頼するための
電話又は電子メール等によるやり取りは、ボイントの算定対飲としないこと。

,

」

.

,

コ

寸
二

(
叩
八
Φ
澱
式
血
)

如
 
m
醒
側
皿
の
N
吹
m
崎
1
【
)
N
終
斗



働実績評価は、次に掲げる事項に留意して行うこと。

ア実績評価は、佃々の積極的支援刻象者に対する特定保健指導の効果にっいて評価するもの
であること

イ設定した行助目標が達成されているかどうか並びに身体状況及び生活習慣に変化が見られ
たかどうかにつぃての評価を行うこと。

ウ心要に応じて行動計画の策定の日から6月を経過する前に評価時期を設定して積極的支援
対叡者が自ら評価するとともに、行動ヨ個の策定の日から6月以上経過した後に医師、保健
師又は管理栄養士による評価を行い、評価結果にっいて積極的支援対象者に提供すること。
実績評価は、面接又は通信を利用し、積極的支援対欽者に提供すること。工

実績評価は、継続的な支援の最終回とともに実施しても揣わないこと0オ

印1氏鵬K+100
坤製型峯艶桝鱈轟恕債竃鎧恕緋R鍬製N駆、締繊語(島柊十K塒盤州類週釦舮避即桝十、コ脚)綏十

K嘩埒1贇Q惑製鱸糊や剖'地製型巡縊綱虐ぐ轟非製竃越照鴛9獣援配翻ヤ処糊濟狩1・・K黙澱1贇合黙
側N期て、都四壁"御睡K囲灸艘倉建抑拠IKQ兆、いN製金'叶毬11十陶塒団吹1也兵小墳安コ'坤製鎧悩
龜桝慶如坤製寧劃總舞g標捜N駆、建瑚卦鞍→→く秩澱1晋合寝側N梯や剖贄矧題遍K囲灸製金沌抑
(高櫨11十畍回矧熟建無ヨロ1柊鞍十1山)蝕哥餐11十叫批川吹川十lm畷今遂"、建゜

圏剖^1陣K囲田奪樋《肝窒11十陶珊川吹Π+冥m

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣
が定める者

特定健康診査及ぴ特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第1釘号。以下「実施
基準」という。)第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、特定健康診査(高齢者の医
療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する特定健康
診査をいう。以下同じ。)の実施を委託する場合にあっては、第1に掲げる基準を満たす者とし、特定
保健指導(同項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)の実施を委託する場合にあっては、第2
に掲げる基準を満たす者とする。なお、平】棚0年3月31日までの間は、第2の1の③及び④中「又は
管理栄養士」とあるのは「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を有する看裟師」と、
第2の1のf5}及て貞6冲「保健師、管理栄養士」とあるのは「保健師、管理栄養士、保健指導に関する
一定の実務の経験を有する看額師」とする。
第1 特定健康診査の外部委託に関する基準

1 人員忙関する基準
ω特定健康診査を適切に実施するために必要な医師、看護師等が質的及び量的に確保されてい

ること

②常勤の管理者(特定健康診査を実施する施設において、特定健康診査に係る業務に付随する
事務の管理を行う者をいう。以下この②において同じ。)が鼠かれていること。ただし、事務の
管理上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定健康診査を実施する施設の他の職務に従
事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等における職務に従事することができるもの
とする

2 施設、設備等に関する基準
ω特定健康診査を適切に実施するために必要な施設及ぴ設備等を有していること。
②検査や診察を行う際に、受診者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備等が確保さ

れていること

{別救急時における癒急処僚のための体制が整っていること。

K){4}.健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に規定する受動喫煙の防止措匿が講じられてい
ること(医療機関においては、患者の特性に配慮するとと。)。^
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3 精度管埋に関する基準

nj 特定健康診査の項目にっいて内部精度管理(特定健康診査を行う者が自ら行う精度管理.(特
定健康診査の精度を適正に保っことをいう。以下同じ。)をいう。)が定期的に行われ、検査値の
精度が保証されていること。

②外部精度管理(特定健康診査を行う者以舛の者が行う精度管理をいう。)を定期的に受け、検
査値の精度が保証されていること。

13)特定健康診査の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が論じられるよう必要な
体制が整備されていること。

④実施基凖第1条第1項各号化掲げる項冒のうち、検査の全部又は一部を外部に再委託する場
合には、再委託を受けた事業者においてωから{3}までの措賀が講じられるよう適切な管理を行
うこと。

4 特定健康診査の結果等の情報の取扱いに関する基準
(1)特定健康診査に関する記録を電磁的方法(電子的方式磁気的方式その{也人の知覚によって

は認識することができない方式をいう。以下同じ。)により作成し、保険者に対して当該記録を
安全かつ速やかに提出すること。

②特定健康診査の結果の受診者ヘの通知に関しては、当該受診者における特定健康診査の結果
の経年管理に資する形式により行われるようにすること。

(3)特定健康診査に関する記録の保存及ぴ管理が適切になされていること。

④法第30条に規定する秘密保持義務を遵守すること。
⑤個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第駅号)及ぴこれに基づくガイドライン等を遵

守すること。

⑥保険者の委託を受けて特定健皮診査の結果を保存.する場合には、医療情報の安全管理姻織
的、物理的、撲術的、人的な安全対策等)を徹底すること。

⑦特定健康診査の結果の分析等を行うため、保険者の委託を受けて特定健康診査の結果1乙係る
情報を外部忙提供する場合には、分析等に当たり必要とされる情報の範囲に限って提供すると
ともに、提供に当たっては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の付与等により、
当該個人情報を匿名イヒすること。

5 運営等に関する基準

ω特定健康診査の受診が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜問に特定健康診査を実施す
るなど、受診者の利便性に配慮し、特定健康診査の受診率を上げるよう取り組むこと0

②保険者の求めに応じ、保険者が特定健康診査の実施状況を確認する上で必要な資料の提出等
を速やかに行うこと。

(3)特定健康診査の実施者に必要な研修を定期的に行うこど等により、当該実誰者の資質の向上
に努めること。

M)特定健康診査を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること0
{5}保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、葆険者との委託契約に、再委託先と

の契約においてこの告示で定める基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。
{61 運営にっいての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の概要を、保

険者及ぴ特定健康診査の受診者が容易に確認できる方法(ホームページ上での掲載等)により、
幅広く周知すること。

ア事業の目的及ぴ運営の方針

イ従業者の職種、員数及び職務の内容

ウ特定健康診査の実施日及び実施時間
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工特定健康診査の内容及ぴ価格その他の費用の額
オ事業の実施地域

力緊急時における対応

キその他運営に関する重要事項

⑦特定健康診査の実施者に身分を証する書類を携行させ、特定健康診査の受診者等から求めら
れたときは、これを提示すること。

⑧特定健康診査の実施者の清潔の保持及ぴ健康状態につぃて心要な管理を行うとどもに、特定
健康診査を行う施設の設備及び縮品等につぃて衛生的な管理を行うこと。

⑨虚偽又は誇大な広告を行わないこと。

仙特定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ遺切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を股置する等の心要な措贋を講じるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情
の内容等を記録する・こと。

⑪従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。
第2 特定保健指導の外部委託に関する基準

1 人員に関する基準

a】特定保健指導の業務を統括する者(特定保健措導を実族する施設において、動概付け支援侠
施基準第7条第1項に規定する動矧寸け支援をいう。以下同じ。)及ぴ積極的支援(実施基準第
8条第1項に規定する積極的支援をいう。以下同じ。)の実施その他の特定保健指導に係る業務
全般を統括管理する者をいい、以下 r統括者」という。)が、常勤の医師、保健師又は管理栄養
土であること。

②常勤の管理者(特定保健指導を実施する施設において、特定保健指導に係る業務に付随する
事務の管理を行ラ老をいう。以下この②において同じ。)が貴かれていること。ただし、事務の
管理上支障がない場合は、当該常勤の管理者は,特定保健指導を行う施設の他の職鞠こ従事し、

又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等における職務に従事することがでぎるものとする。
(3)動機付け支援又は積極的支援において、初回の面接、特定保健指導の対象者の行動目標及び

行助計画の作成並びに当該行膨店価の実績評価(行動計画の策定の日から6月以上経過後に行
う評価をいう。)を行う者は、医師、保健師又は管理栄養士であること。

{引積極的支援において、積極的支援対象者(実座基準第8条第2項に規定する稜極的支援対象
者をいう。以下同じ。)ごとに、特定保健指導支援計画の実施(特定保健指導の対象者の特定保
健指導支援計画の作成、特定保側旨導の対魚者の生活習慣や行助の変化の状況の把握及びその

評価、当該評価忙基づいた特定保健指導支援計画の変更等を行うことをいう。>につぃて統括的
な責任を持コ医師、保健師又は管理栄養士が決められてぃること。

⑤動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対歎者(実施基準第7条第

2項に規定する動機付け支援対象者をいう。以下同じ。)又は穰極的支援対線者に対する食生活
に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又は特定健康診査及ぴ特定保健指導の実施
に関する基準第7条第1項第2号及ぴ第8条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定め
る食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者(平成
20年厚生労働省告示第W号。以下「実銭的指導実施者基準」という。)第1に規定する食生活の
改善指導に関する専門的知識及ぴ技術を有すると認められる者により提供されること。また、
食生活忙関する実賎的指導を官ら提供する場合には、管理栄養士その他の食生活の改善指導牝
関する専門的知識及ぴ技術を有すると認められる者を必要数確保してぃるととが望ましいこ
と。

聯

⑥動概付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対恐者又は積極的支援対鰍
者に対する運動に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又は実践的指導実施者基準
第2に規定する運動指導に関する専門的知蹴及び技術を有すると認められる者にょり提供され
ること。また、運動に関する実毅的指導を自ら提供する場合忙は、運鎧註豊導に関する専門的知
識及び技術を有すると認められる者を必要数確保していることが望ましいこと。

⑦動機付け支援又は積極的支援のプログラムの内容に応じて、事業の再委託先や他の健康増進
施設等と必要な連携を図ること。

⑧特定保健指導実施者.侠施基準第7条第1項第2号の規定に基づき、動機付け支援対象者に
対し、生活習慣の改善のための取組忙係る動機付け1て関する支援を行う者又は実施基半第8条
第1項第2号の規定に基づき、積極的支援対泳者に対し、生活習慣の改善のための取組に資す
る働きかけを相当な期間継続して行う者をいう。以下同じ。)は、国、地方公共団イ本医療保険
者、日本医師会、日本看護協会、日本栄養土会等が実施する一定の研修を修了してぃることが
望ましいこと。

⑨特定保健指導の対魚者が治療中の場合1こは、仏泥規定する統括的な責任を持っ者が必要に応
じて当該対録者の主治医と連携を図ること。

2 施設、殻備等に関する基準

ω特定保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有していること。
②個別支援を行う際に、対象者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備等が確保され

'ていること。

(3j 運動に関する実践的指導を行う場合には、救急時における応急処置のための体御」が整ってぃ
ること。

④健康増進法第25条に規定する受勘喫煙の防止措贋が講じられていることく医療機関において
は、患者の特性に蓑嫌すること。)。

3 特定保健指導の内容に関する基準

ω特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第7条第1項及ぴ第8条第1項の規定に
基づぎ厚生労働大臣が定める特定保剛昔導の実施方法(平成20年厚生労働省告示第9号)忙準
拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、特定保健指導の対象者の特性並びに地域及
ぴ職域の特性を者慮したものであること。

②具体的な動機付け支援又は積極的支援のプログラム伎援のための材料、学習教材等を含む。)
は、保険者に提示され、保険者の了解が得られたものであること。

③最新の知見及ぴ情報に基づし、た支援のための材料、学習教材等を用いるよう取り組むこと。
④個分1伎援を行う場合は、特定保健指導の対象者のプライバシーが十分に保護される場所で行

われること。

(5)委^繰約の期問中に、特定保健指導を行った対象者から当該特定保剛旨導の内容につぃて相
談があった場合は、相談忙応じること。

⑥特定保健指導の対款者のうち特定保健指導を受けなかった者又は特定保健指導を中断した者
に対しては、特定保健指導の削撫者本人の意思、に基づいた適切かつ積極的な対応を図ること。

4 特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準
{D 特定保健指導に関する記録を電磁的方法にょり作成し、保険者に対して当被記録を安全かっ

速やかに提出すること。

②保険者の委託を受けて、特定保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導
の内容、フォローの状"蒔を保存する場合には、これらを適切にイ呆存し、管理すること。

{3}法第30条に規定する秘密保持蔑務を遵守すること。
④個人惰報の保護に関する法律及ぴこれに基づくガイドライン等を遵守すること。
⑤保険者の委託を受けて特定保健指寡の結果を保存する場合には、医療情報の安全管理組織

的、物理的、技術的、人的な安全対策等)を徹底すること。

'
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(61 インターネットを利用した支援を行う場合には、医療情報の安全管理姻織的、物理的、技
術的、人的な安全対策割を徹底し、次に掲げる措置等を講じることにょり、外新夕＼の情報漏

不正アクセス、コンピュータ・ウィルスの侵入等を防止すること0、

ア秘匿性の確保のための適切な陪号化、通信の起点及び終点の識別のための認証並びにり
モートログイン制限機能により安全管理を行うこと。

イインターネット上で特定保健指導の対象者が入手でぎる情報の怪質に応じて、パスワード
を複数設けること(例えば、特定健康診査の結果(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を含む。この⑥において同
じ。)のデータを含まなし火ージにアケセスする場合には英数字のパスワードとし、特定健康
診査の結果のデータを含むぺージにアクセスする場合には本人にしか知り得ない質問形式の
パスワードとすること等)。

ウインターネット上で特定健康診査の結果のデータを入手できるサーピスを受けることにつ
いては、必ず本人の同意を得ること。

工本人の同意を得られない場会における特定健康診査の結果のデータほ、インターネツト上
で特定健康診査の結果のデータを入手できるサービスを受ける者の特定健康診杏の結果の
データとは別の場所に保存することとし、外部から物理的にアクセスできないようにするこ
と。

⑦特定保健措導の結果の分析等を行うため、保険者の委託を受けて特定保健指導の結果に係る
情報を外部に提供する場合には、分析等に当たり必要とされる情報の範囲に限って提供すると
ともに、提供に当たっては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の付与等により、
当該個人情報を電名1ヒずること。

5 運営等に関する基準

住)特定保健指導の利用が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜問に特定保健指導を実施す
るなど、利用者の利便性に配慮し、特定保健指導の実施率を上げるよう取り組むこと0

②保険者の求めに応じ、保険者が特定保健指導の実施状況を確認する上で必要な資料の提出等
を速やかに行うこと。

{3}特定保健指導を行う際に、商品等の勧誘、販売等を行わないこと。また、特定保健指導を行
う地位を利用した不当な描奨、販売(商品等を特定保健指導の対象者の誤解を招く方法で勧め
ること割等を行わないこと。

【4}特定保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者の資質の向上に
努めること。

⑤特定保健指導を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること。
(6)保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、保険者との委託契約に、再委託先と

の契約においてこの告示で定める基準に掲げる事項を遵守することを明記すること0
⑦運営にっいての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の概要を、保

険者及び特定保健指導の利用者が容易に嚇忍できる方法(ホームページ上での掲載等)により、
幅広く周知すること。

ア事業の目的及び運営の方針

イ統括者の氏名及ぴ職種

ウ従業者の職種、員数及び職務の内容
工特定保健指導の実施日及び実施時間
オ特定保健指導の内容及び価格その他の費用の額
力事業の実施地域

キ緊急時における対応
ウその他運営に関する重要事項

⑧特定保健指導実施者に身分を証する書類を携行させ、特定保健指導の利用者等から求められ
たときは、これを提示すること。

⑨特定保健指導実施者の清潔の保持及び健康状熊にっいて必要な管理を行うととも1こ、特定保
健指導を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うこと。

⑳虚偽又は誇大な広告を行わないこと。
⑪特定保健指導の利用者等からの苦情に翅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情
の内容等を記録すること。

⑫従業者及ぴ会計に関する諸記録を整備するこ.ど。
⑬保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、以下の事項を遵守すること。

ア委託を受けた業務の全部又は主たる部分を再委託してはならないこと。
イ保険者との委託契約に、再委託先との契約に粘いてこの告示で定める基準に掲げる事項を

遵守することを明記すること。

ウ保険者ヘの特定保健指導の結黙E告等に当たっては、再委託した分も含めて一括して行う
こと。

工再委託先及び再委託する業務の内容を⑦に規定する規程に明記するとともに、⑦に規定す
る規程の概要にも明記すること。

オ再委託先に対する必要かっ適切な監督を行うとともに、保険者に対し、再委託する業務の
責任を負うこと。

,
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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第17条の規定に基づき潭生労働大臣が定め
る特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成W年厚生労働省令第157号。以下「実施
基準」という。)第17条の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及ぴ特定保健指導の実施に
係る施設、運営、記録の保存等に関する基準は、特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭
和57年法律鄭0号。以下「法」という。)第1繰第1項に規定する特定健康診査をいう0 以下同じ0)の
実施にっいては、第Hて掲げる基凖とし、特定保健指導(同項化規定する特定保健指導をいう。以下
同じ。)の実施につぃては、第2に掲げる基準とする。なお、平脚0年3月31日までの間は、第2の1
の{3吸て又4冲「又は管理栄養士」とあるのは「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験
を有する看護師」と、第2の14×5j及て貞6冲「{呆健師、管理栄養士」どあるのは「保健師、管理栄養
士、イ呆健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とする。
第1 特定健康診査の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準

1 人員に関する基準

(1)特定健康診査を適切忙実施するために必要な医師、看護師等が質的及び量的に確保されてい
ること。
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{2}・常勤の管理者(特定健康診査を実施する施設において、特定健康診査に係る業務忙付随する

事務の管理を行う者をいう。以下こ4×21において同じ。)が置かれていること。ただし、事務の
、

管埋上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定健康診査を実施する施設の他の職務に従
事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等における職務に従事することができるもの
とする。

2 施股、設備等に関する基巡

n}特定健康診杢を適切に実施するために必要な施設及び般備等を有していること。
②検査や診察を行う際に、受診者のプライバシーが→汾・に保護される施設及び設備等が確保さ

れていること。

③救急時における応急処置のための体制が整っていること。
④健康増進法(平成14年法律第103号)第お条に規定する受動喫煙の防止措匿が講じられてい

ること。

3 精度管理に閲ずる基準

ω特定健康診査の項目につぃて内部精度管理(特定健康診査を行う者が自ら行う精度管理(特
定健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)をいう。)が定期的に行われ、検査値の
精度が保証されていること。

②外部精度管理(特定健康診査を行う岩以外の者が行う精度管理をいう。)を定期的に受け、検

査値の精度力て保証されているとと。

(3)特定健康診査の精度管理上の問胆点があった場合に、適切な対応策力工講じられるよう必要な

体制が整備されていること。

④実旋基準第1条第1項各号に掲げる項目のうち、検査の全部又は一部を外部に委託する場合

には、委託を受けた事業者において11}から(3jまでの措置が講じられるよう適切な管理を行うこ
と。

4 特定健康診査の結果等の情報の取扱いに関する基準

(11 特定健康診査に関する記録を電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
は認識することができない方式をいう。以下同じ。)により作成すること。

②特定健康診査の結果の受診者ヘの通知に関しては、当該受診者における特定健康診査の結果
の経年管理に資する形式により行われるようにすること。

{3】特定健康診査に関する記録の保存及び管理が適切になされているこど。

④法鄭條に規定する秘倒呆持毅務を遵守すること。
⑤個人情毅の保設に閲する法律(平成15年法律第57号)及びこれに基づくガイドライン等を遵

守すること。

⑥特定健康診査の結果を保存する場合には、医療憤報の安全管理(細織的、物理的、技術的、

人的な安全対策等)を敬底すること。
⑦特定健康診査の結果の分析等を行うため、特定健康診査の結果に係る情報を外部に提供する
場合には、分析等に当たり必要とされる情報の範囲に限って提供するとともに、提供に当たっ
ては、個人情報のマスキングや個人力雉寺定できない番号の付与等によb、当該個人憤報を暖名
イヒすること。

5 運営等に閲する基準

ω特定健康診査の受診が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜問に特定健康診査を実施す

るなど、受診者の利便性に配慮し、特定健康診査の受診率を上げるよう取り粗むこと。
②特定健康診査の実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により・、当骸実施者の資質の向上
,に努めること。'

③特定健康診査を適切かつ継統的に実施することができる財務基盤を有すること。
④業務の一部を委託する鳩合には、委託先との契約に、この告示で定める基準に掲げる事項を

遵守することを明記すること。

、

聯

(5)運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の概要を、特
定健康診査の受診者が容易に確認できる方法(ホームページ上での掲裁等)により、幅広く周
知するとと。
ノ事業の目的及び運営の方針

従業者の職種、員数及び職務の内容
ウ特定健康診査の実施日及ぴ実施時間
工特定健康診査の内容及び価格その他の費用の額
オ事業の実施地域
力緊急時忙おける対応
キその他運営に関する重要事項

⑥特定健康診査の実施者に身分を証する書類を携行させ、特定健康診査の受診者等かぢ求めら
れたときは、これを提示すること。

⑦特定健康診査の実施者の清潔の保持及ぴ健康状札毛化ついて必要な管理を行うとともに、特定
健康診査を行う施設の設備及ぴ備品等忙ついて衛生的な管理を行うこと。

⑧虚偽又は誇大な広告を行わないこど。
⑨特定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を酘姪する等の必要な措置を講じるととも化、苦情を受け付けた場合には、当該苦情
の内容等を^鵠すること。

⑩従業者及ぴ会計牝関する諸記録を整備するとと。
第2 特定保健指導の実施に係る肱設、運営、記録の保存等に関する基舉

1 人員に関する基準
,

(11 特定保健指導の業務を統括する者(特定保健詣導を実施する施股に狗いて、動機付け支援(実
施基準第7条第1項に規定する動機付け支援をいう。以下同じ。)及び積極的支援(実族基準第
8条第1項に規定する積極的支援をいう。以下同じ。)の実施その他の特定保健指導に係る業務
全般を統括管理する者をいい、以下「統括者」という。)が、常勤の医良而、保健師又は管理栄養
士であること。

②常勤の管理者(特定保健指導を実施する施設において、特定保健指導に係る業務に付随する
事務の管理を行う者をいう。以下この②において同じ。)が置かれていること。ただし、事務の
管理上支障がなし鴫合は、当該常勤の管理者は、特定保健指導を行う施設の他の職務に従事し、
又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等における職務に従事することができるものとする。

【3)動機付け支援又は積極的支援において、初回の面接、特定保健指導の対象者の行動目標及び
行釦店個4X乍成並びに当該行動計画の実績評価(行鯲f画の策定の日から6月以上経過後に行
う評価をいう。)を行う者は、医師、保健自而又は管理栄養士であること。

④.積極的支援において、積極的支援刻訣者(実施基準第8条第2項に規定する積極的支援対象
者をいう。以下同じ。)ごとに、特定保健指導支援計画の実旗(特定保健指導の対象者の特定保
健指導支援計画の作成特定保健指導の対象者の生活習慣や行動の変化の状況の把握及びその
評価、当骸評価に基づいた特定保健指導支援計画の変更等を行うことをいう。)について統括的
な責任を持つ医師、保健師又は管理栄養士が決められてぃること。

15)動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対線者(実施茎準第7条第
2頂に規定する動機付け支援対獺者をいう。以下同じ。)又は積極的支援刈款者に対する食生活
に関する実践謝旨導は、医師、保健師、管理栄養士又は特定健康診査及ぴ特定保健指導の実施
に関する基準第7条第1項第2号及び第8条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定め
る食生活の改善指導又は運釧讐導1こ関する専門的知識及ぴ技術を有するヒ認められる老(平成
20年厚生労働省告示第10号。以下「実践的指導実施者基準」という。)第11こ規定する食生活の
改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者により提供されること。また、
食生活に関する実践的指導を自ら提供する場合には、管理栄萎士その他の食生活の改善指導に
関する専門的知識及び技術を有すると認められる考を必要数確保していることが望ましいこ
と。
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(6j 勘機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、助機付け支援対象者又は積極的支援対設

者に対する運勘に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又は実践的指導実施者基準
第2に規定する運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者により提供され
ること。また、運削」に関する実践的指導を自ら提供する場合には、運動指導に関する専門的知

誠及び技術を有すると認められる者を必要数確保していることが望ましいこと。

⑦動機付け支援又は積極的支援のプログラムの内容に応じて、事業の委託先や他の健康増進施
設等と必要な連携を図ること。

⑧特定保健指導実施者^基準第7条第1項第2号の規定に基づき、勧機付け支援剣鰍者に

対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行う者又は実施基準第8条

第1項第2号の規定に基づき、獄極的支援対象岩に対し、生活習償の改善のための取組に資す
る働きかけを相当な期間継続して行う者をいう。以下同じ。)は、国、地方公共団体保険者、

日本医師会、日本看護協会、日本栄養士会等が実施する一定の研修を修了していることが望ま

しいこと。

⑨特定保健指導の対象者が治療中の場合には、④に規定する統括的な貴任を持つ者が必要に応

じて当該対象者の主治医と連携を図ること。
2 施設、設備等に関する基準・

ω特定保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有してぃること。

②個別支援を行う際に、対象者のプライバシーが'.＼に保護される施設及び設備等が確保され
ていること。

偲)運動に関する実践的指堪を行う場合には、救急時における応急処置のための体制が整ってい

ること。

④健康増進法第勿条に規定する受動喫煙の防止措贋が講じられていること。

3 特定保健指導の内容に関する基準
樹特定健康診査及び特定保健指導の実施に閲する基準第7条第1項及ぴ第8条第1項の規定に

基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法(平成20年厚生労働省告示第9号)に準
拠したものであり、科学的根拠忙基づくどとも1乙、特定保健指導の対象者の特性並びに地域及
び職域の特性を考慮したものであること。

②最新の知見及ぴ情報に基づいた支援のための材料学習教材等を用いるよう取り組むこと。
{3}佃別支援を行う場合は、特定保健指導の対象者のプライバシーが十分に保護される場所で行

われること。

④特定保健指導を実施する年度中に、特定保健指導を行った対象者から当該特定保健指導の内

容について相談があった場合は、相談に応じること。
⑤特定保健指導の対象者のうち特定保健指導を受けなかった者又は特定保健指導を中断した者

に対しては、特定保健指導の対訣者本人の意思に基づいた適切かつ積極的な対応を図ること。
4 特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準

a)特定保健指導に関する記録を電磁的方法にょり作成すること。
②特定保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導の内容、フォローの状況

等を保存する場合には、これらを適切忙保存し、管理すること。

{3}法第30条に規定する秘密保持義務を遵守すること。
④個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を遵守すること。
⑤特定イ呆健指導の結果を保存する場合には、医療偸Rの安全管理(組織的、物理的、技術的、
人的な安全対策等)を徹底するこど。

⑥インターネットを利用した支援を行う場合には、医療情報の安全管理^的、物理的、技

術的、人的な安全対策等)を徹底し、次に掲げる措匿等を講じることにより、外部ヘの情報漏

洩、不正アクセス、コンピュータ・ウイルスの侵入等を防止すること。
ア秘匿性の確保のための適切な暗号化、通信の起点及び終点の識牙Uのための認証並びにり
モートログイン制限機能により安全管理を行うこと。

イインターネット上で特定保健指導の対象者が入手できる情報の1生質に応じて、パスワード

を複数設けること(例えば、特定健康診査の結果(労働安全衛生法(昭和47年法律第釘号)
その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を含む。以下この⑥におい
て同じ。)のデータを含まなし火ージにアクセスする場合には英数字のバスワードとし、特定

健康診査の結果のデータを含むぺージにアクセスする場合に.は本人にし力知り得ない質問形
式のパスワードとすること等)。

ウインターネット上で特定健康診査の結果のデータを入手できるサービスを受けることにつ

いては、必すも本人の同意を得ること。

工本人の同意を得られない場合における特定健康診査の結果のデータは、インターネット上
で特定健康診査の結果のデータを入手できるサザビスを受ける者の特定健康診査の結果の
データどは別の場所に保存することとし、外部から物理的にアクセスできないようにするこ

と。

⑦特定保健指導の結果の分析等を行うため、特定保健指導の結果に係る情報を外部に提供する

場合には、分析等に当たり必要どされる情報の範囲に限って提供するとどもに、提供に当たっ
ては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の付与等により、当該個人情報を医名

化すること。

5 運営等に関する基準

ω特定保健指導の利用が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定保健指導を実施す
るなど、利用者の利便性に配慮し、特定保健指導の実施率を上げるよう取り組むこと。

②特定保健指導を行う際に、商品等の勧誘販売等を行わないこと。また、特定保健指導を行
う地位を利用した不当な推奨、販売債品等を特定保健指導の青腺者の誤解を招く方法で勧め
ること期等を行わないこと。

{3j 特定保健指導実施者に感要な研冬を定期的に行うこと等により、当該実施者の資質の向上に
努めること。

(4)特定保健指導を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること。

(5)業務の一部を委託する場合には、委託先との契約に、この告示で定める基準に掲げる事項を
遵守することを明記すること。

{6}運営についての重要事項どして次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の概要を、特
定保健指導の利用者が容易に確認できる方法(ホームページ上での掲載等)により、幅広く周
知すること。

ア事業の目的及び運営の方針

イ統括者の氏名及び職種

ウ従業者の職種、員数及び職務の内容

工特定保健指導の実施日及び実施時間

オ特定保健指導の内容及び価格その他の費用の額

力事業の実施地域

キ緊急時における対応

クその他運営に関する重要事項
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る
者
(
震
二
十
五
年
星
労
働
堂
口
示
美
十
二
号
)
を

満
た
す
他
の
医
渡
関
等
に
壽
し
て
い
る
こ
と
。

二
欝
(
前
号
口
に
謬
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
口
に
規
定
す
る
他
の
'
、
同
号
ハ
に
謬
る
場
合
に
あ
っ

て
は
同
号
ハ
紀
峯
す
る
医
峯
盟
を
含
む
J
が
特
蛋
康
讐
又
は
特
定
穩
煤
の
対
書
に
対
し
、
当
該

特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
鴛
導
を
受
診
又
は
剤
す
べ
き
旨
を
受
奪
又
は
利
犀
の
配
布
そ
の
他
そ
れ
に
類

す
秀
法
に
よ
り
、
適
切
に
通
知
し
て
い
る
こ
と
。

"

報

0
星
労
働
嘗
示
第
九
十
五
号

欝
劉
置
法
施
行
令
鼎
三
十
二
年
琴
第
四
十
三
号
)
第
ハ
条
の
四
第
二
項
第
一
号
馨
第
三
項
並
び
に

第
一
一
十
八
条
の
十
第
二
項
第
一
号
馨
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
租
尋
劉
債
法
竿
二
条
の
二
第
一
1
及

び
第
四
十
五
条
の
二
第
一
麥
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
機
械
及
ぴ
装
置
並
び
に
器
具
及
び
備
品
を
指
定
す
律

(
平
成
二
十
一
年
星
1
告
示
第
二
百
四
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
霞
二
十
五
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

星
為
大
臣
昇
憲
久

別
表
一
の
ー
の
項
中
第
一
号
馨
第
二
号
を
削
り
、
第
=
.
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
を

第
三
号
と
し
、
第
ハ
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
穿
と
し
、
第
八
号
か
ら
1
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
靜
 
i
,
、
第

二
十
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
筆
七
号
と
し
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
を
七

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
四
十
九
号
か
ら
第
六
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
第
ハ
十
三
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
篁
ハ
十
四
号

を
第
四
十
三
号
ど
し
、
篁
ハ
十
五
号
か
ら
篁
ハ
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
篁
ハ
十
九
号
を
第
單
四
号
と
し
、
第
七
十
号

か
ら
第
七
士
ハ
号
ま
で
を
二
十
五
号
ず
つ
繰
1
げ
、
第
七
十
七
冨
「
ピ
デ
ー
腹
笈
」
を
「
ビ
デ
ー

i腔
鏡
」
に
改
め
、
同
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第
七
十
八
号
か
ら
第
百
三
十
号
ま
で
を
二
十
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、叉

ノ

喜
か
ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

璽
置
用
遠
、
祭
ン
プ
駆
動
装
置

.

百
三
十
一
盟
鏡
用
ガ
ス
姦
装
麿

百
六
隆
鏡
男
ス
ー
贋

百
七
輩
、
心
循
柔
ア
フ
タ
ー
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
式
プ
ラ
キ
セ
ラ
ピ
ー
装
置

五
号
を
筆
ハ
号
と

別
表
一
の
3
の
項
中
篁
ハ
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
八
号
と
し
、

郁
る
。別

表
一
の
4
の
項
中
「
脳
血
管
疾
患
L
 
の
下
に
「
又
は
奪
疾
患
一
を
加
え
、

腰
解
璽
置

脳
波
解
析
装
置

査
オ
キ
シ
メ
ー
タ

別
表
一
の
5
の
項
第
四
号
中

項
第
吾
串
「
ネ
オ
ジ
メ
ウ
ム

.

笂
晃
筆
号
と
し
、
筆
号
を

同
串
八
長
時
間

八
長
時
閻

Tに
改
め
る
。

「
エ
ル
ビ
ウ
ム
.
ヤ
ー
グ
レ
ー
ザ
」
を
「
エ
ル
ビ
ウ
ム
・
ヤ
グ
レ
ー
ザ
」
に
改
め
、
同

ヤ
ー
グ
レ
ー
ザ
」
を
「
ネ
オ
ジ
ミ
ウ
ム
・
ヤ
グ
レ
]
ザ
」
に
改
め
る
。

改
め
る
。

別
表
一
の

平成25年3月29日金曜日

厶

官 (号外第67号) 120

ま
で分1
を
九
号の
,' 2

つの五繰項五
り中補

0

ιノ、』、

鷲
号度
ま
で
を
削
り

四

「「改

第

^^亘

子ア
テ
口

環1
用厶
ノく切
ル除

ンブ
ポレ

プシ
駆ヨ
動ン
装式

一の 百士百
四一十 十二二
十三

^

鯉を躍"疑きむ熊
理クロとシ
装ロト、置ミ
置卜1 用ユ

1厶第シレ
ム亘ン1

ー・クタ

「ナ

かザ
第
百

十
九
号

で
を
十
八

つ

繰

ー=一ι
にを'

か
ら
第

十

一「'「

百百
十十

に

百
八

線
形
加
速
器
シ
ス
プ

厶

成

覆覆
放放

熊
1"
ヲ桟
ス種
テソ

術・
用
力
プ

プ

ル

動

ノ、

」



日本医師会長殿

平成25年度以降に実施される特定健康診査及び特定保健指導に関する電磁的

方法により作成された記録の取扱いについて

健発0329第25号

保発0329第20号

平成25年3月29日

標記について、別添のとおり、都道府県知事あて通知したので、よろしくぉ

取り言十らい願いたい。

厚生労働省保険局長

(公印省略)

厚生労働省健康局長

(公印省略)



、

゛

都道府県知事殿

平成25年度以降に実施される特定健康診査及び特定保健指導に関する電磁的

方法により作成された記録の取扱いについて

健発0329第23号

保発0 329第19号

平成25年3月29日

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康

診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)について、平成25年度

以降に実施される特定健康診査等に係る電磁的方法により作成された記録の取

扱いについては、下記のとおりとするので、御了知の上、貴都道府県内の市町

村及び関係団体等ヘの周知を図られるとともに、実施に遺漏なきょう願いたい。

記

電磁的方法により作成する特定健康診査等に関する記録の取扱いについて

1 特定健康診査等の.実施を委託する場合において、電磁的方法により保険者

に対して提出すべき特定健康診査等に関する記録の内容は、別紙のとおりと

する。

2 特定健康診査等に関する電磁的記録は、原則として、 XMLで記述するも

のとする。

3 保険者が他の保険者に対し特定健康診査等に関する記録を送付する場合

における取扱いについては、 1及び2に準ずるものとする。

4 その他保険者が特定健康診査等の結果の写しを受領する場合においても、

1及び2に準ずるものとするよう協力を得ることが望ましい。

別添

厚生労働省健康局長

厚生労働省保険局長

1



1 特定健詮データ

特定健詮情報の
交換用基本情報

ププイル

特定健診
情報づプイル

(健診結果データ)

特定健診・特定保健指導データのファイル概念図

(実施機関から医療保険者ヘの送付用)

2 特定保健指導データ

''

、

決済情報ププイル
(特定健診分)

A

B

C

D

受診者情報で同一
受診者のづプイルを
紐付け

A

EI^

日

C

D

特定健診桜関等の
集計情報ププイル

特定保健指導情報の
交換用基本情報

ププイル

r-ーー

」.ーーーー.一幽一

r-ーーーーーーー

^^^^^^

、

^^

^^

^^^^^^^

1^^^^^^^^^

^^^^^^

きーーー

^^^^^^^

R

、

^^^^^^^^

,,

定保健指導
情報づプイル

(保健指導結果データ)

0

P

G

2

R

決済情報づサイル
(特定保健指導分)

特定保健指導機関等
の集計情報ププイル

O
 
P
 
Q



.

特定健診データの電子的管理のためのブアイル仕様

特定健診情報の交換用基本情報ファイルa送信あたり1ファイル。)

特定健診の交換用情報

2 特定健診1

種別

送付元機関

送付先機関

作成年月日

受診情報

実施区分

フイルa健診結あたり1フイル 1送信あたり

総ファイル数

特定健診機関情報

実施区分

実施年月日

数字

健診プログラムサービスコー
ド

数字

数字

特定健診機関番号

数字

名称

2

数字

10

郵便番号

10

所在地

数字

固定

受診者情報

電話番号

8

可変

整理用番号1

可変

結果送イ寸・返戻送付等の別を記録

固定

整理用番号2

特定健診機関番号、代行機関番号又は保険者番号

6

固定

特定健診機関番号、代行機関番号又は保険者番号

数字

保険者番号

可変

数字

ファイルの作成年月日(西暦)を記録

被保険者証等記号

特定

数字

1

被保険者証等番号

特定
八フ

フ

受診券情報

数字

口4

8

氏名

漢字

イル)

:「1」を,

固定

英数

3

生年月日

特定健診の健診結
果・問診結果情報
(詳細な健診項目
を含む)
(抜粋)
(注4)

搬ファ
レを皆巳

固定

漢字

男女区分

ノ

10

英数

特定健診:「1」を記録

固定

40

郵便番号

英数

特定健診の実施年月日(西暦)を記録

住所

8

固定

ルの数と決済

80

受診券整理番号

英数

健診実施時の区分を記録

可変

有効期限

15

固定

数

特定健診機関番号を記録

項目二ード

64

字

可変

特定健診機関名称を記録

可変

項目名

64

特定健診機関の郵便番号を記録

追加健診項目及ぴ
人間ドックの検診
項目
結果情報
(抜粋)
(注4)

固定

は
子・

特定健診機関の所在地を記録

8

全角力
タカナ

又

データ値

報ファイルの数を合せた

特定健診機関の電話番号を記録

固定

40

を記録

固定

を記録

40

単位

可変

40

英数

3 決済用情報ファイル
(1)決'イフイル(1健診結果あたり1フイル)

の問、保
よい

項目コード

可変

別表1参照

特定健診の受診者の被保険者証等記号を記録

8

別表2参照

項目名

数字

可変

診の受診者が加入している保険者の保険者番号を記録

別表2参照

特定健診の受診者の被保険者証等番号を記録

数字

8

固定

者内に限り任に番号を設正する場合等に使用

データ値

数字

80

特定健診の受診者氏名を記録

固定

別表3参照

受診情報

Ⅱ

固定

特定健診の受診者の生年月日(西暦)を記録

単位

8

可変

特定健診の受診者の性別を記録

数字

17

固定

受診券裏面に記入された受診者の郵便番号を記録

固定

40

受診券裏面に記入された受診者の住所を記録

漢字又
は英数

項目に
より可

可変

保険者が記載した受診券の整理番号を記録

別表3参照

可変

受診券の有効期限(年月日(西暦))を記録

、

項目に
より可

受診者情報

数字

(注D

実施区分

特定健診の項目早ード(JLACI0・17桁コード)を記録

可変

特定健診機関番号

別表16参照

特定健診の項目名を記録(省略可)

、

保険者番号

又

別表2参照

17

可変

数字

特定健診のデータ値を記録

被保険者証等記号

40

NNN-NNIN

漢字又
は英数

項目に
より可

被保険者証等番号

可変

特定健診のデータ値の単位を記録(省略可)

氏名

可変

、

追加健診項目及ぴ人間ドックの項目ゴード(丁LACI0・ 17桁二ー
ド)を記録

項目に
より可

生年月日

保険者から国に送付す
る時のみ使用

可変

男女区分

追力n健診項目及ぴ人問ドックの項目名を記録(省略可)

郵便番号

可変

追力U健診項目及ぴ人間ドックのデータ値を記録

数字

住所

受診券情報

レセ電算形式と同一

数字

受診券整理番号

レセ電算形式と同一

数字

有効期限

追力口健診項目及ぴ人問ドックのデータ値の単位を記録(省略可)

(注2)

窓口負担(基本釣な健診)

10

(注D

は
子・

8

固定

別表4参照

又

全角力
タカナ

固定

40

窓口負担信羊細な健診)

NNN-NINN

固定

特定健診:rU を記録

数字

40

別表5一①参照

特定健診機関番号を記録

可変

数字

窓口負担(i助U健診)

40

特定健診の受診者が加入している保険者の保険者番号を記録

英数

可変

特定健診の受診者の被保険者証等記号を記録

8

窓口負担(人間ドック)

可変

特定健診の受診者の被保険者証等番号を記録

固定

8

特定健診の受診者氏名を記録

80

固定

数字

Ⅱ

固定

特定健診の受診者の生年月日(西暦)を記録

数字

可変

8

特定健診の受診者の性別を記録

数字

固定

受診券裏面に記入された受診者の郵便番号を記録

健診結果・蹄占票1青報」

数字

固定

' 6

受診券裏面に記入された受診者の住所を記録

数字

保険者が記載した受診券の整理番号を記録

固定

受診券の有効期限(年月日

数字

固定

6

数字

本

固定

受診券に記載された負担額(率)又は保険者負担上限額をE曝

数字

固定

詳細な健診項目に係る窓口負担の種別(1:負_なし、 2:疋負
担 3:定率担 4:保険者一担上限)を記恐

6

固定

診項目に係る'
:

固定

6

券に記載された負担額(率)又は保険者負担上限額を記録

固定

健診に係る'口負
担 4:保険者

受診券に記載された負担額(率)又は保険者負担上限額を記録

固定

(西暦))を記録

別表3参照

人間ド
定・

受診券に記載された負担額(率)を記録

ツク{
_を

の種別 1:

こ係る,口負

3

_の種別(1:担なし、
亀上限を記長'

特定健影情報と決済
情報を紐付けするた
めの情報

を巷己
なし、 2

の種別(1:

額

ーよし、 2:疋負_、 3:

別表6参照
(人問ドックの揚合は記
録しない)

走

別表6参照
(人間ドックの場合は記
録しない)

^、 3: 別表6参照
(人間ドックの場合は記
録しない)

別表6参照

録

診

当

定特

゛
.

漢
は

決
済
情
報

字数

数

字漢

又子漢
は

漢
は

特
定
健
診
情
報

口

又
:

字漢

受

字数

、
定

字数
】
1
 
3



請求区分

委託料単価.(個別健診・集団健
診)区分

決済情報

単価(基本的な健診)

単価(詳細な健診)

数字

単価(追加健診又は人問ドッ
ク)

窓口負担金額(基本的な健診)

数字

窓口負担金額(詳細な健診)

6

固定

2

数字

代行機関の処理結
果

固定

数字

人間ドックに、る'
「4:_」ξ

1

単価(合計)

固定

窓口負担金額(合Ξ十)

受診券に記載された保険者負担上限額を記録

数字

固定

9

他の検診による負担金額

請求区分の種男1」を記録

(' n健診又は人

保険者の処理結果

請求金額

可変

数字

委託料単価の種別を記録

種別

9

固定

数字

記録年月日

(2)

基本的な健診項目の単価を記録

数字

口

返戻理由

可変

17

詳細な健紗項目の二ードを記録

特健診

数字

種別

_の種別が保険

9

詳細な健診項目の単価を記録

記録年月日

固定

数字

^

6

可変

過誤返戻理由

iコR健診項目の二ード JLACI0・17桁=ードを記録人間ドック
の厶は屯録しない

6

等の;{

固定

追力U健診又は人間ドックの単価を記録

集計情報

6

数字

固定

基本的な健診項目に係る窓口負担金額を記録

9

固定

_上限額の場合に

9

実施区分

詳細な健診項目に係る窓口負担金額を記録

注1、、西暦は数字"YYYYⅧDD"の形式で格納するが、入力時・出力時のみ被保険者証や受診券等の印字を鑑み和暦(数字"GYYMMDがの形式)で対応することも考えられ
る。

注2 氏名は全負カタカナの形式で格納するが、受診券、被保険者証及ぴそれらのQRコードでは半角カタカナとなるため、入力時・出力時のみ半角力、タカナで対応す
ることも考えられる。
特定健診以外の項目について、項目と単価がそれぞれ設定されている場合は、項目ごとに繰り返し記録する。注3
複数の項目をグループ化して車価が設定されてぃる場合(がん検診、事業主健診、人閻ドック等)はその単価のみ記録し請求が行われる。

各負担者ごとその請求金額にっいて、負担すべき者が複数含まれており、かつ保険者に一括で請求される取り決めをしている場合(特定健診実施機関において、
に分類し直接請求するべきであるが、そうしない場合。)は、請求を受けた保険者に船いて、各負担者分を分類し、それぞれに請求する。

注4 「特定健診の健診結果.問診結果倩報」欄や「i助a徐診墳目及ぴ人問ドックの検診項目括果情報」欄は、別添6 「健診結果・質問票情報」から一部抜粋した項
目を列挙しているに過ぎず、実際は「健診結果・質問票情報」がデータとして挿入される(そのため、「結果識別」「データ基準(下限値・上限値)」「データ値ニメ
ント」の項目は上記表では者略);冉

注5 各ファイルはXML標準形式とする。本表は必須項目の一部を示したものであり、XML標準形式に生成するために必要な情報等にっいては、本表にない詳細な技術
的規格を掲載しているht如://"冊、 mhlw.gd.jp/b゛oy./.hokoihosho/iry0山6ido01/i"fo02i.ht.1を参照すること。

可変

特定健診受診者の総数

9

ブ

追力口健診又は人間ドックに係る窓口負担金額を記録

可変

特定健診の単価の金額総計

9

イル(1送信あたり17

特疋健診の.口負担の金額総

単価の合計金額を記録

可変

2

特定健診の受診者が窓口で負担した合計金額を記録

8

可変

他の検診による負担金額の総
計

2

固定

200

別表6参照

固定

特定健診の請求金額総計

約に船いて、他の法
した Aのの

2

固定

データ種別を記録

メ受診者に係る保険者ヘの請求金額を記録

8

可変

記録年月日(西暦)を記録

別表7参照

2

固定

代行機関による返戻理由=ードを記録

別表15参照
(人問ドックの場合は記

しない

200

固定

代行機関による返戻理由等(詳細)を記録

〒

イル)

数字

固定

データ種別を記録

数字,

(人間ドックの場合は記
録しない)

可変

記録年月日(西暦)を記録

数字

保険者による過誤返戻理由コードを記録

別表8参照
項目ビとに繰り返し記

(人間ドックの場合は記
しない

数字

保険者による過誤返戻理由等(詳細)を記録

に基づく検診(生活機能評
を゛己/ 1,゛_

6

数字

固定

9

可変

項目ごとに繰り返し記

(注3)

9

数字

可変

特定健診:「1」を記録

特定健診受診者の総数を記録

9

可変

(人間ドックの場合は記
しない

特定健診に係る決済情報の単価(合計)の集計を記録

9

可変

人問ドックの場口は記
録しない)

、、

特定健診に係る決済情報の窓口負担金額(合計)の集計を記録

口系において、他の令に基づく検診(生活機能評価等を
共同実施した場合b、他の検診側で負担する金額(合計)の集計
を記録

可変

価

特定健診に係る決済情報の請求金額の集計を記録

を

別表1参照

別表9参照

別表

別表

9

別表10参照

別表10参照

、

別表3参照

4

'

゛
ー
゛

"

"

字数

字数

A
口
首

当

字

字

字数

字

字

字数

字漢

字数

一
ク

字数

口
ド

字数

字漠



'

特定保健指導データの電子的管理のためのファイル仕様

1 特定保健指導情報の交換用基本情報ファイルa送信あたり1ファイル。)

特定保健指導の交換用
情報

2

種別

^

、フこ

乍成年月日

特定保健指導利用
情報

実施区分

関

総ファイル数

ブ

特定保健指導機関
情報

ノレ 1

実施区分

実施年月日

数字

実施時点

数字

数字

称

2

郵便番号

あた

数字

10

所在地

利用者情報

数字

電話番号

機関番号

1フ

8

整理用番号1

整理用番号2

口

結果送付・返戻送付等の別を記録

6

特定保健指導機関番号、代行機関番号又は保険者番号を記録

ル

、

保険者番号

数字

、疋

1'

被保険者証等記号

可変

数字

ファイルの作成年月

特定保健指導:「2」

数字

あたり

被保険者証等番号

特定保健指導情報ファイルの数と決済情報ファイルの数を合わ
せた総ファイル数を記録

数

利用券情報

字

漢

氏名

博

8

字

英数

生年月日

漢字

10

男女区分

保健指導結果情報
(抜粋)
(注4)

フ

英数

J

40

郵便番号

固定

特定保健指導:「2」を記録

英数

8

固定

ノレ

特定保健指導の開始時・実績評価時等の年月日(西暦)を記録

3

80

利用券整理番号

英数

可変

特定保健指導の開始時・実績評価時等の別を記録

決済用情報ファイル
(1)決'イフイル(1保健指

15

固定

)を記録

数字

特定保健指導機関番号を記録

特定健診受診券整理番号

関番号

64

可変

特定保健指導機関名称を記録

可変

64

は
子

特定保健指導機関の郵便番号を記録

保健指導レベル

又

又

固定

支援形態

特定保健指導機関の所在地を記録

は保険者番号を記録

は
干

8

利用情報

固定

又

特定保健指導機関の電話番号

全角力
タカナ

1

40

ポイント

固定

(保
し、

数字

40

数字

可変

者

40

英数

可変

8

特定保健指導の利用者の被保険者証等記号を記録

別表1参照

に限り任意に番号を設定する場合等に使用してもよ

数字

実施区分

健導の利用者が加入している保

可変

利用者情報

別表2参照

特定保健指導の利用者の被保険者証等番号を記録

8

数字

別表2参照

固定

結果あたり1フイル)

数字

固定

特定保健指導の利用者氏名を記録

Ⅱ

数字

別表3参照

^

固定

特定保健指導の利用者の生年月日(西暦)を記録

保険者番号

レ^ノレ

数字

Ⅱ

ι、

特定保健指導の利用者の性別を記録

記録

固定

数字

被保険者証等記号

8

特定保健指導の利用者の郵便番号を記録

数字

利用券に記載されている整理番号を記録。利用券が無い場合に
船いてξ、保険者からの求めがあった場谷には、指楚された利
用理'号霜よぴ等を記録」

固定

被保険者証等番号

1

圖定

氏名

3

固定

保険者が

別表3参照

4

固定

利用券情報

生年月日

利用券の有効期限(年月日(西暦))を記録

(注D

可変

男女区分

動機づけ支援又は積極的支援の別等を記録

別表Ⅱ参照

可変

数字

郵便番号

支援形態の別を記録(記載する実施内容により名称は異なる。)

別表2参照

支援回数を記録(記載する実施内容により名称は異なる。)

の保

載した利用券の特定健診受診券整理番号を記凱

利用券整理番号

子・

支援ポイントを記録(記載する実施内容により名称は異なる。)

NNN-N1ひIN

于

数字

特定健診受診券整理番号

も

番号を記

は
子・

効期限

又

固定

8

特定保健指導:「2」を記録

全角力
タカナ

窓口負担

決済情報

動機づけ支援又は積極的支援の別等を記録

40

固定

特定保健指導の開始時・実績評価時等の別を記録

数字

40

単価

レセ電算形式と同一

数字

可変

特定保健指導の利用者が加入している保険者の保険者番号を記

支払割合

英数

40

レセ電算形式と同一

可変

実施済みポイント数

特定保健指導の利用者の被保険者証等記号を記録

8

数字

(注2)

可変

計画上のポイント数

代行機関の処理結
果

特定保健指導の利用者の被保険者証等番号を記録

(注1)

8

別表4参照

算定金額

特定保健指導の利用者氏名を記録

NNN-NIDIN

Ⅱ

数字

固定

特定保健指導の利用者の生年月日(西暦)を記録

窓口負担金額

別表5一②参照

特定保健指導の利用者の性別を記録

Ⅱ

固定

昌

8

特定保健指導の利用者の郵便番号を記録

請求金額

別表5一①参照

利用券に記
おいても、

理

種別

記録年月日

6

返戻理由

固定

別表12参照

別表13参照

保険

1

数字

利用券の有効期限(年月日(西暦))を記録

6

者が記載した利用券の特定健診受診券整理番号を記録

窓口負担の種別(1:負担なし、 2:定額負担、3:定率負担)を記

9

数字

されている整理番号を記録。利用券が無い場口に
険者からの求めがあった場谷には、指楚された詞
およびを暑己

3

利用券に記載された負担額(率)を風録

数宇

4

窓口負担の種別(4:保険者負担上限額)を記録

保健指導
情報

利用券に記載された保険者負担上限額を記録

4

可変

特定保健指違の単価を記録

別表3参照

子・

契約書に定められている請求時点の支払割合(%)を記録

別表12参照

9

可変

積極的支援の場合に実施済みのポイント数を記録

別表Ⅱ参照

可変

計画上の継続的な支援のポイント数(合計)を記録

9

9

単価に請求時点の支払割合を乗じた金額を記録

2

8

.口

2

特定保健指導の利用者が窓口で負担した金額を記録
当該利用者に係る保険者ヘの請求金額を記録

一徴収の状況を記録

データ種別を記録

特定保健指違情報
と決済情報を紐付
けするための情報

記録年月

代行機関による返戻理由=ードを記録
(西暦)を記録

5

別表6参照

別表6参照

実績評価時及ぴ途中終
了時の場合に記録
途中終了

保険者ヘの請求金と請求時点の利用者讐口
別表14参照

の場合に記

の厶4

別表1参照

別表9参照

、

西

録記

定固

変可

定固

定固

干

定固

定固

"
.

定固

定固

特
定
保
健
指
喜
報

字数

定固

定固

回

漢
は

定固

定固

定固

定固

定固

字数

変可

字数

変可

字数

字数

干

字

字

日

固

変可

変可

定固

定固

定固

干

字数

字数

字数

字数

決
済
情
報



保険者の処理結果

(2,特定保健

種別

記録年月日

過誤返戻理由

集計情報

等の計情

注1 西暦は数字"YWY捌DD"の形式で格納するが、入力時.出力時のみ被保険者証や利用券等の印字を鑑み和暦(数干"GWM即D"の形式)で対応することも考えられ
'

注2 k名は全角カタカナの形式で格納するが、利用券、被保険者証及ぴそれらのQR二ードでは半角カタカナとなるため、入力時'出力時のみ半角カタカナで対応す
ることも考えられる。'、ー

注4 「保健指導結果情1裂」欄は、別添の「保健指導情報」から一部抜粋した項目を列挙しているに過ぎず、実際は「保健指導情報」がデータとして挿入さやる0,
注5 各ファイルはX皿標準形式'する。本表は必須項目の一部を示したものであり、XⅥ.,標準形式に整形,す、ために必要な情報等にっいてはゞ本表にない詳細よ1支術

的規格を掲載しているhttp://WW."hlw.Ξ0.jp/bon卵ノSh.kaih0血0/ityou.eido01/info02i.htm1を参照すること0 、

実施区分

定保健指導利用者の総数
定保健指導の

、計

漢字

フ

数字

定保健指
_の金

イル

数字

特定保健指
計

数字

200

漢字

2

8

可変

利用者の.ロ

定金額の

2

固定

200

のΞ求金額総

固定

代行機関による返戻理由等(詳細)を記

数字

固定

データ種別を記録

数字

可変

記録年月日(西暦)を記録

数字

保険者による過誤返戻理由コードを記

保険者による過誤返戻理由等(詳細)を記録

数字

6

固定

9

可変

9

特定保健指導:「2」を記録

可変

特定保健指導利用者の総数を記録

9

可変

特定保健指導に係る決済情報の算定金額の集計を記録

可変

特定保健指導に係る決済情報の窓口負担金額の集計を記録

特定保健指導に係る決済情報の請求金額の集計を記録

別表9参照
牙1

,

゛、

別表3参照

、.

i

、

J

'力

6

]

,
.
゛

、
字数

豊、ノ
、



.

別表1 種別コード

コード名

種別コード

コード

2

3

特定健診機関又は特定保健指導機関から代行機関

4

別表2 特定健診機関等の番号

代行機関から特定健診機関又は特定保健指導機関

5

代行機関から保険者

6

保険者から代行機関(未決済データの場合)

7

保険者から代行機関(決済済データの場合)

8

コード名

特定健診機関等の番号

特定健診機関又は特定保健指導機関から保険者

9

保険者から特定健診機関又は特定保健指導機関

10

内容

保険者から保険者

別表3 実施区分コード

Ⅱ

その他

松

保険者から国(支払基金)

13

代行機関から保険者ヘ確認依頼

バイト数

予備

コード名

予備

実施区分コード

10

別表4 男女区分コード

8

8

未定

特定健診機関番号・特定保健指導機関番号
代行機関番号

コード名

保険者番号

男女区分コード

コード

別表5一①受診券整理番号設定ルール

年度番号「2桁」(西暦下2桁)十

その他

2

3

※発行に当たっては、整理番号は連番とし、欠番は設定しない。
※個人番号部分については、保険者の実情に応じて設定できる。

(発行場所が複数拠点の場合に、支所番号を先頭に付番する等。ただし、その場合でも連番での設定を遵守すること。)

別表5一②利用券整理番号設定ルール
年度番号「2桁」(西暦下2村テ).十種牙1」「1桁」十個人番号「8桁」

特定健診情報

備考

4

内容

種別番号

特定保健指導情報

請求

国(支払基金)への実施結果報告

コード

返戻

他の健診結果の受領分

1

請求

(単位:円)

返戻依頼

過誤請求

代行機関を介しない場合

2

内容

特定健康診査

発行に当たっては、整理番号は連番とし、欠番は設定しない。
年度番号については、特定保健指導の基になった特定健康診査の実施年度を記載する。
個人番号部分については、保険者の実情に応じて設定できる。

(国ヘの実績報告時においては、利用券を発券しない場合は、個人番号については固定値「00000000」を埋める。)

別表6 窓口負担コード

種別番号

関係機関からの要望にょり殷定
(検討中)

実施結果報告

種別「1桁」

2

確認依頼

3

番号の設定については、手引きを参照

内容

十

特定保健指導(積極的支援)

備考

特定保健指導(動機付け支援)

個人番号「8村テ」

コード名

種別

窓口負担コード

事業主健診の結果を受領した場合

備考

コード

種別

2

3

受診者・利用者は負担なし

4

受診者・利用者は定額負担

備考

受診者・利用者は定率負担
保険者の負担上限額

内容

備考

備考

7

備考

(単位:円)

(単位:%)

男

女

※
※
※



別表7 請求区分コード

コード名

請求区分コード

別表8 詳細な健診項目コード(医師の判断による追加健診項助

コード

詳細な健診項目コード

コード名

2

別表9 代行機関の処理結果

3

基本的な健診

4

基本的な健診十詳細な健診

5

基本的な健診+追加健診項目

コード名

基本的な健診+詳細な健診十追加健診項目

ド^^

人間ドック

2

返戻理由コード

内容

3

貧血検査

心電図検査

コード

眼底検査

別表10 過誤返戻理由コード

01

02

03

データの記録形式不備

04

内容

コード名

データの記録もれ

05

健診結果データ異常

06

契約対象外

07

過誤返戻理由コード

受診券・利用券の整理番号不備

08

4

有効期限外

09

窓口負担金額不備

内容

健診・指導機関からの取下げ依頼による

ド^^

その他

別表Ⅱ保健指導実施時点コード

備考

01

02

03

被保険者証の記号・番号の誤り

04

,

コード名

受診券・利用券の整理番号の誤り

05

イ呆健指導実施時点コード

受診者・利用者氏名の誤り

06

該当者なし

07

保険者番号と記号の不、一致

、

08

別表12 保健指導レベルコード

備考

資格喪失後の受診

09

重複請求

内容

健診・指導機関からの取下げ依頼による

ド=ユ^

保健指導レベノレコード

その他

コード名

別表13 支援形態コード

2

備考

?

3

開始時

実績評価時

4

コード名

途中終了時

具体的内容を返戻理由2に記録

ノ

ドこコ^

その他

支援形態コード

2

内容

積極的支援

ドとコ^

動機づけ支援

J

備考

資格
に司

2

3

複数回健診受診等を含む

個別支援 A

4

個別支援 B

日・証回収日を過誤返戻理由2

5

具体的内容を過誤返戻理由2に記録

グノレープ支援

内容

6

電話支援A

7

電話支援B
電子メール支援A

電子メール支援B

集合契約の場合の最終決済時に記録

内容

保r
落等
個別゛の口に記録月次'
告のみ等)1~3に該当しない

備考

による 1」用

備考

、報

8

備考

、

止

、
、



'

別表H 窓口負担徴収コード

窓口負担徴収コード

コード名

別表15 委託料単価(個別健診・集団健診)区分コード

委託料単価(個別健診・
集団健診)区分コード

コード名

別表16 健診種別(健診プログラムサービスコード)

ドコ^

2

ド名こコ^

初回指導時全額徴収した場合

コード

1以外の場合

健診プログラムサーヒ
スコード

2

個別健診

集団健診

コード

内容

000

010

020

030

不明

040

特定健康診査

内容

050

広域連合の保健事業

060

事業者健診(労働安全衛生法に基づく健診)

090

学校健診(学校保健法に基づく職員健診)

990

生活機能評価
がん検診
肝炎検診

内容

上記ではない健診(検診)

備考

備考

備考

9

一
h
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:試験管怯カラム凝集法

ニート

生活機能評価の結兜

:その他

9N卵6000000000049

ψ断

:献験管法カラム凝集怯

漢字

:その他

医師の氏鬼

59Ⅱ61300000011

方法問わず

9N5911614000000"

方怯問わず

の

9N596000000000049

方法問わず

医B

し

方法問わず

9N601161300000OH

^

方法問わ十

」定)

9N60Ⅱ61400000049

卜

方法問わず

断をした医師の

(生

9N606000000000049

医e

活機能評価)

がん

9N611161300000011

の断(

漢字

9N611161400000049

砂)

9N616000000000049

コート

し」

の診

名

: A、 2: B、 3: AB、 4:

9N621161300000011

: A、 2: B、 3: AB、 4:0

'ノ

9N62Ⅱ61400000049

がん検

:+、 2:ー

十、 2:ー

(乳がん

の

(づ

、

し

:陽性、
:陽性、

医

のψ

」医

9N63U61300000011

ド)

字

の

診

9N6311614000000四

:腸性、 2:陰性

漢字

'ん検

の

子

:陰性、 2:低力価、 3:中力価、 4:高力価

訟

二

9N636000000000049

コート

昌力

子

陽性、 2

の

:陽性、
:圧

ド

漢字

B のV断大腸力ん検診X

^

9N646000000000049

がん検

澳字

の

=ート

女

9N701167100000049

000000000011

01167000000049

コ

医

の

漢字

オ

尋

9N706000

メノ

市

子

9N706167

湊字

1:積極的

師

由

.

コ^

06167

ノレスに

00000011

ノレスこ

診

し

9N7Ⅱ167000000049

漢字

宅

00000049

^

のM

断

」医の畠

9N711167100000049

100000049

00

をし

漠字

9N716000000000011

援、 2

000000011

1 血圧)

力ん

峨薬理由)
剤

た

その

万

して、

^^

し

9N126000000000OH

医師の氏名

9N731000000000011

傑剤)

漠字

レ、

00000000011

2血

、よい可

9N736000000000OU

慨薬理

付け

1立力

漢字

傑剤)

J

3(脂

その

^^

峨

000000000011

、4

オ

N756000000000011

漢字

00

3:なし、 4:判疋木能

理

、,

N7610000000000Ⅱ

歴1

漢字

めて局い、2

9N766000000000OU

て

0000011

"゛て 2

歴2

貧

9N771000000000011

^^

歴3

でその他を記載したとき記

000011

彫、

血

心血管)

漢字

の

20

9N7810000000000Ⅱ

^

i下籍画^査必凄、2.

P上の運動習慣30

9N7860000000000Ⅱ

運動器の機能0
で2を'した

からの体重変化

漢字

全・

9N791000000000011

力
3t

行又は身活動

9N7960000000000Ⅱ

行速度

女

1年間の

9網01000000000OH

工

食ベ方1

^

1:精癌査"、要、 2

0、

9N806000000000011

食ベ 2

9N8Ⅱ000000000011

2:チ・よ理

重変化

食習慣

コ

の

9N8160000000000Ⅱ

飲酒

1ι撞蜜桧査必、要、2:精密

い等)

飲酒量

9棚21000000000011

ナし

コ

査不

改

生活習慣の改善

゛

9N831000000000011

,ι,

により

、

^^

4:口機"の恂

1:精密検畳ど、要、2:精密検査不要

座査木

9N8360000000000Ⅱ

1.ノ

^^

0000011

^^

9N841000000000OU

^^

の

の

力1

3.預貯金の出し入れをしてい
か

希望

^^

9栃51000000000011

^^

4.人の

1:精癌検査立、要、2:精窟検査不要

口の

^^

で1人で

5.永
か

9N8560000000000Ⅱ

^^

物をしています力、

6.
^

^^

9N8610000000000Ⅱ

二

フ.子に座0た状からtもっ

手すりや
0ていま

を勧ね

1:精癌検畳立、要、2:精密検査不要

^^

9N866000000000001

人の

=^

してり

8.15

コ^

て

9.

、

コ^

いますか

この1
か

にの0てい

^^

10.
か

^^

いていますか1て

11.6力月r で2~3kE以
,がありましたか

二^

^」

間にん」こ

^^

に

12'

=^

ら

、三厘遷女り

コ^

る木

^^

、

、

力

k BⅡ1=

1:服薬あり

コ^

^^

2

り、

の

C皿

^^

1:ιネい

1:はい

コ^

1:はい U 、、、

1:はい、 2:いいえ
レ、いえ2;

2:1゛、いえ
1:はい、

1:ιネい、

なし

2

^^

2:いいえ

薬なし

2:いいえ

ド

卜

コート

評価の

卜

コ^

=^

卜

^^

2:いいえ
2:いいえ

1:はい 2:いいえ

卜

:はい

:毎日、

レ、、、え

kV皿

レ、、、え

.、つう

ラk満、 3:2~3口未1:1合未満、 2:1~2

2:いいえ

:はい、 2

「^し
6

2:いいえ
2

3:遅り

1:はい、 2:いいえ

々

0:1ネい、 1:いいえ

、

、、し、え

0:ιネい、 1:いいえ

3:ほとんぞまなし

0:はい、 1:いいえ

月

12

.'

0:はい、 1:いいえ

J

0:ι才い、 1:いいえ

り 6か以
5

0:{含い、 1:いいえ

0:1才い、 1:いいえ

0:1 い、 1:いいぇ

、 3:. .、

6月P 上)

1:はい、 0:いいえ

4:3吾蚕ーエ

1:1才い、 0:いいえ^^

1:はい、 0:いいえ

身長と体重か.ら計算される別1を祝載すること.,」瞰点以下1桁

い

,
 
t
、

0

性陰

性陰
2
2

性陰
陰
・

2

フ

:
こ

3
き

、

瓣

予
の

瓣

卜二

卜コ

不

卜コ

瓣

鉾
コ

R

灘
鉾
字漢

卜二

そ
の
他
医
療
倭
者
等
が
黛
に
行
う
検
査

一
六

レ

定1

た

健る
氏

よ
の

一
一

医

健

見意

Σ

熟

一
六

Ω

生

2
 
2
 
2悪

医

'

の

厶

ξオ

の

一
一
一

の

医

医

湊

一
一
一

一
一

漢

ノ

医
師
の
乱

ノ

一
一

】

医

一
一
一
一
一
一

一
一
一

ノ医
一

ノ

一
一

一
六

9
棚

一
女

盧

一
六
一
女

、
嘉

一
女

民

L
上
上



゛

.

9N8710000000000Ⅱ

9N876000000000011

9N881000000000011

9N88600000ooooon

9N891000000000011

13.
ぺにく

9N896000000000011

14.二3 や

9N9010000000000Ⅱ

<女

15.口の

に比ペて固い
りましたか

主、

9陶06000000000011

16.に
か

9N9HO00000000011

7.
0て

物等でむせるこ

き

18.周りの人からいΦも伺じ
を閉く」なぞの物忘れがあると言

9N916000000000011

が

以

、

われ

にナ

比ペて

のが

19.
を力

9掬21000000000OU

、

20

9N926000000000OH

してい

、ι

、

(表の説明)
0一必須項目、ロ・・・医師の判断に基づき退択的に実施する項目、'・・・医療保険者に報告する必要はないが、受診者に対して健診結果を通知する項目、.・・いずれかの項目の実施で可、六一・情報をλ手した場合注D
に限り、医療保険者に報告する項目」

注2)医療保険者は、特定健診以外の項目について、健紗樵関等における対応の可否を踏まえ、本表に示,傾目以外の項目をも含め、任意に特定健診以外の項目の実施や、当該項目の入力方法の変更等を行うことが
できる.

が

が

で電
るこ

21

^

あ

9N9310000000000Ⅱ

の口

が何月何日かわかない

が
ここ2週"日のに
ナい

22.ここ2週間これでしんで
やれていたことが楽しめなくなう
た

巴
ぢ餌ベて、
していまか

力

いた

コート

こここ2
ことが今では粘っくう1こ感じ

=ート

25
よ'

ここ2週間
巴趣、えない

=ート

ニート

ここ2
よじが

コート

13

分が役に立つ人

=ート

る

ニート

よ

コート

=ート

=ート

コート

=ート

=ート

ウ

1:1才い、 0:いいえ

、

1:1ネい、 0:いいえ

1:1ネい 0:いいえ

0:はい、 1:いいえ

1:はい、 0:いいえ

1:1ネい、 0:いいえ

O t1才い、 1:いいえ

1:はい、 0:いいえ

1:はい、 0:いいえ

1:はい、 0:いいえ

1:はい、 0:いいえ

1:はい、 0:いいえ

1:1ネい、 0:いいえ

、

三
、力

1
ノ

.
だ

42



郁

1001

千メ

テ司

1002

1003

¥

、

1004

1005

、、ノ

゛西:し

1

1006

1007

¥

1008

1009

1010

0

分

△

1020000001

1020000002

1020000003

1011

1012

1013

1014

1015

支援レベル

行動変客ステャジ

保健指導二ース名"'
1022000OH

1022000012

1022000013

1022000015

1016

^^^^^^^^^^^^.^^^^

1017

↓. J

1018

1019

1020

゛

1021000020

1021001031

1021001032

1021001033

九ノ

..

i辺回面の.戸、.....

翅回面捷互:実施時間:_..._: 1
回面'の実施者"""

ニード

保健指導情報

1021

会

1022

i

才

1021001034

1021001050

1021001051

1021001052

六

1023

1024

1025

1026

1027

継続的支援予定翅閲._

.烹鼎_旦.
ニード

数字

_.懲烹_
コード

.旦極.腹園.._.._
'旦極:体重'.:ニ.:._::
目収縮期血圧..

1032000011

..

1

冒一

・ー・謬一ーー・ー・ー^・
:一日の運動によ盃目標'ネルギふ量1
一日の事による目エネルギー量'

"^.一Ξ

"此イ

1032000012

1032000014

1032000015

^0

劉

1028

一鄭
,_つ』^

1029

1030

1031

1032

中間.評価の実施日付.
中問評価の支援形態

IP簡評価の実施爵間':"'
中間評価の宗施ポイント..
中間評価の実施着"'

六

1032001031
1032001032

1032001033

1032001034

1032001042

1032001041

1032001043

.

六

,ナ

自動計算

1:医師、 2:保健師、 3

'

管理栄養士、 4:その他

^.

^'π

六

ニード

'、蓮季一'

註

1033

中間評価時の囲ム.._

^^^^^

六

',、5

コード

「緊.;

中問評価時の体重......
^^^^^^^^^^^^^.^

^....ー..
中問評価時の生浩習慣φ改善マ寡斥浩動)1

.焦県.旦_
コード

"'薮,="'
コード

1034

1:積極的、2:動機づけ(健診'。果に基き階層

1耳讐鳥弓区ごIL27憲恙あ司"てr亘以'町:了:憲弄弼"ず匪
いう毛)、 41取組薪み(6ケ月未満)、'取組禽み(6ケ月
.墜.上L......ー.

^

10321000Ⅱ

1032100012

1032100013

1032100014

1032100015

1035

六

'

中間評価時の生活習慣の改善(喫煙)

1036

YYYYMMDD .......
1:.個舸支援、2:ケル÷プ生援、..

1:' e ゴ:某健B 3:'理丹養士 4:そ0づ'

ゴ

六

紫

支援A①の実施日付._,
支援A①の支援形態
^^^^^^^^^^^^^^^^

支援A①の実施時問.、._.
支援゛①の実施ポイント...
支援A①の実施者

援A1の対
応する=ー
.ドと同一t
美援気盲而秀
応するコー

応するコー
ドと同一

支援原fゐ対
応するコー

応するコー
ドと伺一

1037

週

灸

H

1038

^^^^^^^^^^^^^^.^^^^

食

心

年月日

コード

_..懲生._.
...懲烹...
コード

ドと伺・で
受援蔵ザお牙

爰覆是勗秀

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

4

1039

^^^^^^^^^^^^^^^^

支援A②の実施日付

支援A②の支援形態

支援A②の実施時問

支援A②の実施ポイント

支援A②の実施者六

分

^^^^^^^^.^^^^^^^^^.^^^^^.^

'

^ー^.^^.^ー^ー

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

YYW洲DD _.._._...
亘二廻Ξ1支援B、1Ξ二盃話B、に二電字ーメール支援B I '

自動計..__......_
1:'医師、ゴ:葆健1市:'エ:管理条纂生、 4:々・b他

1040

^^^^^^^^^^^^^^^^^

食

'厶

YYYYMMDD ._
1:個ヨ'玉喪A、'3:グループ玉援、 4:電話A、 6.電子メ
一化ぎ媛△_..._ー.ー.ー^、ー.

イ一

コ,一ι:

1041

六

.^^^^^^^^^^^^^

援A1の対
応する二ー

応する凱一
ドと同一

受喪薫かゐ好
応する凱一

応するコー
ドと同一

玉喪厭fゐ対
応する二ー
ドと同一

1042

^^^^^^^^^^^^^^^

自馳赴算...、...^^.^
1:'医師、 2:葆健師、 i:管理'養玉、、:毛の他'

六

年月日

コード

コード

コード

コード

ドと同・で
支覆蔵ザお牙

.ドと伺「
支覆蔵かみ秀

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

YYW棚DD ..;

1043

六

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^.^^^^.^^^^^^^^.^

1044

支援A③の実施日付

支援A③の支援形態

支援A③の実施時間

支援A③の実施ポイント

支援A③の実施者

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

会

、 2:悪化0:変化なし、 1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^.^.ー.ー:ー.^、^.^^.^.^.^ー^.

1045

数字
数字
コード

六

^^^^^^^^^^.^^

し

1046

YYWMMDD ......_.
1.、個別支援A、る、「'グルーナ王援、、:電話、、 6:電子ヌ
一ι!瘻援L ....ー'.
^^^^^^^^^^^^^

自動f十算.......
1:医師、 2:保健師、 3:管理栄養士、、:毫の他'

六

分

年月日

^^^^^^^^^^^^^^

A1の対

応する=ー

応する=ー
1、と同・ゼ
支援A①の対
応するコー

応するコー
ドと同・で

支援廼丁お牙
応する二ー
ドと同一

1047

六

^

ドと同・で
叟援薫fゐ対

ドと同一
支援派f万牙

ニード

^^^^^^^^^^^^^^^^

六

数字

数字

YYYYⅥιDD

1:個別支援A、 3
ーノレ支援A

支援A④の実施日付

支援A④の支援形態

支援A④の実施時間

支援A④の実施ポイント

支援A④の実施者六

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^

105

105

分

コード

^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^

年月日

ノ

自動計算

1:医師、 2

10322000Ⅱ

1032200012

10322000玲

^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^

食

グノレープ支援、 4:電話A、 6:電子メ

コード

当

1032200014

1032200015

¥迦口

数字

数字

YYW棚DD

1:個別支援A、 3:グループ支援、 4:電話A、 6:電子メ
ーノレ支援A

立援呈Φ.四害.施日.付._..,
}支援B①φ支援形態'::'
}支援B①φ実施時問 1:,.
立援区LU2害.施竺!イZJ...._.
1支援B①の実称者""'

支援ゆの対
応するコー
.ドと回_て
支援胸の、

保健師、 3:管理栄養士、 4:その他

YYYYMMDD

Ξ'フ'個別支援B、'ξT電話B、ラーr電子y-フジ支援B "

分

コード

支援B②の実施日付

生援B②ゐ支援形態""

年月白

自動計算

1:医師、 2:保健師、 3:管理栄養士、 4:その他

^.^.^ー^^^.^^ー^.^^.

コード

数字

数字

YYYYMゆD

1:個別支援A、 3:グノレープ支援、 4:電話A、 6:電子メ
ーノレ支援A

゛
、

ι
、
 
1
 
J

六

一
、
如

蓬

宝
ミ
器

,
コ
一
"

主
宗
字
學
軍
^
革
学

数
阪
懲
欺
懲
数
璽

宮

'

ー
ー
ー

六

工

】
゛
一
,

伽
烹

字
季
璽
王

数
璽
数
薮 g

、
L
.

旦
ド

月
一
一

無
二

8
9
0
1
2

里
器
亘
.

0
0

0
0
.

一
六

号
一
号
.
^
一
太
口
.
口
鶚
妥
一
女

六

会

会

六

会

'

'

六

六

六

、
一

六

食

当

0
 
一
△



'

^.^^^^.^^^^^^^^^^

1055

1056

1057

六

1058

琢ヲ・る巨一

応する=ー
ドと同一

爰覆節、の対
応する二ー
ドと同一

玉援蘓テゐ好
応するコー
ドと同一

六

.ドと同一:
叟喪而'方牙

1059

六

1060

.^.^.^.^.^.^.^.^.^^、

会

1061

支援B②の実施時問

支援B②の実施ポイント

支援B②の実施者

六

1062

1の対
応するコー
ドと同・」

支援氏Dの対
応する二ー
ドと同一

支援意f一ゐ牙
応する二ー
ドと同一

玉援節、ゐ対
応する二ー
ドと同一

支援顧fの対
応する二ー
ドと盲一

六

1063

会

1064

支援B③の実施日付

支援B③の支援形態

支援B③の実施時間

支援B③の実施ポイント

支援B③の実施者食

1065

六

1066

六

1067

支援B(Dの対
応するコー

応する二ー

応するコー
ドと同一
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六
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支援B④の実施ポイント

六

^^.^.^^^^^^^^^.^
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0
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1の対
応する二ー
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3
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支援B④の実施者

△
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△

6ケ月後の評価の実施日付

6ケ月後の評価の支援形態又は確認方法

1078

0

2:個別支援B、 5:電話B、フ:電子メール支援B

1079

△
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6ケ月後の評価の実施者

6ケ月後の評価ができない場合の確認回
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回
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0

^^^^^^^
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1:医師、 2:保健師、 3:管理栄養士、 4:その他

0

1082
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6ケ月後の評価時の拡張期血圧

6ケ月後の評価時の保健指導による生活
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6ケ月後の評価時の保健指導による生活
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△
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^^^^^^^^
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1095

1096

1097

.

1098

.

1099

.

1100

1042800117

1042101117

'

1101

'

1102

1042101113

実施上の継続的な支援の実施回数
実施上の継続的な支援の実施回数(個別

支援A)

実施上の継続的な支援の合計実施時間

(個別支援A)

実施上の継続的な支援の実施回数(個別

支援B)

実施上の継続的な支援の合計実施時間
(個別支援B)

実施上の継続的な支援の実施回数(グル

ープ支援)

実施上の継続的な支援の合計実施時間

(グループ支援)

実施上の継続的な支援の実施回数(電話A
による支援)

実施上の継続的な支援の合計実施時間
(電話Aによる支援)

実施上の継続的な支援の実施回数(e「Ⅱa
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実施上の継続的な支援の実施回数(電話B

による支援)
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.
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1:個別支援、 2:グループ支援、 3

ル支援

.

1116

自動計算

電話、 4:電子メー

^^^^.^^^^.^^^^^^^^^^^

1117

会 1042000081

1042000082

1042000085

1118

コード

^^^.^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^

継続的な支援によるポイント(合ヨ十)

禁煙指導の実施回数

実施上の継続的な支援の終了日

1119

六

委託先保健

指導機関番

号(Dと同じ

委託先保健

指導機関名

(D と同じ

主対応内容

(1)と同じ

委託先保健指導機関番号①

委託先保健指導機関名①

主対応内容①

1120

^^^^.^^^^^^^^.^^^^^^^^^^.^^

電話、 4:電子メー

1121

委託先保健指導機関番号②

H22

'

委託先保健

指導機関番

号①と同じ

委託先保健

指導機関名

(1)と同じ

主対応内容

(D と伺じ

委託先保健指導機関名②

『、

H23

主対応内容(2)

1124

.

委託先保健指導機関番号③

注11回目の請求時=初回面接終了後、2回目の請求時=6ケ月後の実績評価終了後。
条件:0,・必須入力項目、六・・・少なくとも保険者が委託により実施した場合は必須入力項目、△一・情報を入手した場合に入力、ロー信f画において目標値を定めた

場合についてのみ入力。
.,・必須入力項目(積極的支援の場合のみ)、会一・少なくとも保険者が委託により実施した場合は必須入力項目(積極的支援の場合のみ)、'・・・情報を入手し
た場合に入力(積極的支援の場合のみ)とするが、動機付け支援の場合において、保険者との契約により継続的な支援の実施及ぴその報告が求められている
場合についてのみ入力する(積極的支援に準じた継続的支援を実施する場合のみ)。

注2 必須でなくとも全項目電子化し係管することも可。また電子化しない場合でも紙での記録(対象者一人ひとりの「特定保健指導支援計画及ぴ実施報告書」)は委
託・直営に関わらず必須

注3 2回目以降の報告は、それまでのデータに道U(上書き)しやり取りするものとする。
注4 0介は代行機関等でチェックすべき項目を示したものであり、各回の送付ファイルに入れるべき項目を示したものではない。
注5 項目Ⅱ玲~1124にっいては、当該保健指導を実施している保険者(又は保健指導機関)が継続的支援の一部を委託伐は再委託)している場合に入力する。
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6

都道府県知事殿

保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する平成25年度以降に実施した特定健康診査等に

基づく特定保健指導の実施状況に関する結果について

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下 R却という。)第142条の

規定において、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、保険者に対し、毎

年度、特定健康診査等(法第18条第1項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健

指導をいう。以下同じ。)の実施状況に関する報告を求めることとされており、高齢者の医療の

確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成19年厚

生労働省令第140号)第"条第2項の規定に基づき、保険者は、基金に対し、毎年度、当該年

度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、

報告するとされているところである。

この特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項については、

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省

令第"条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項(平成20年厚生労働省告示第380

号。以下「事項告示」という。)に定めているが、詳細な内容は、下記のとおりとするので、御

了知の上、貴都道府県内の市町村及び関係団体等ヘの周知を図られるとともに、実施に遺漏な

きょう願いたい。なお、当該通知は、平成25年度以降に実施した特定健康診査等ついて報告を

求める際に適用されるものとし、それ以前に実施された特定健康診査等の結果報告については、

なお従前の例とする。

保発0329第17号

平成25年3月29日

厚生労働省保険局長

第1 基本的事項

提出方法及び提出様式

1 提出方法

保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施

状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項(事項告示において規定する事項)

を、電子情報処瑠且織(保険者が使用する電子計算機(入力装置を含む。以下同じ。)と

記



支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)

を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出する方

法により、当該年度の翌年度のⅡ月1日までに報告すること。

2 提出に用いる様式

a)事項告示において規定する事項の内容の詳細については、月1絲氏のとおりとする。な

お、別紙における別表6「特定健診等の実施及びその成果の集計情報ファイル(以下

「集計情報ファイノレ」という。)」の作成に当たっては、第2 を参考とすること。

(2)保険者が1の様式を支払基金に提出するに当たっての電磁的記録については、XⅦ

で記述するものとする。

報告対象

1 報告対象となるのは、報告対象年度における、特定健康診査及び特定保健指導の実施

に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第1条第

1項の規定に基づく特定健康診査の対象者(特定健康診査の実施年度中に卯歳以上74

歳以下に達する、実施年度の4月1日時点での加入者)及び実施基準第4条第1項の規

定に基づく特定保健指導の対象者のうち、次の①及び②に掲げる者を除いた者の実施

状況に関する結果である。

①特定健康診査等の実施年度途中における加入及び脱退等の異動者(但し、年度末の

3月31日付けで脱退した者は除外しない(報告対象に含める)ものとする。また、

第2の二の1の②のみ異動者も含めた集計を行うものとする)

②特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚

生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する各項のいずれ

かに該当する者と保険者が確認できた(確認できたことを証するものを保険者にて保

管しておくこと)もの

2 提出対象となる特定健診・特定保健指導情報ファイル

①特定健康診査の実施状況に関する結果偶1絲氏における特定健診情報ファイノレ)

報告対象年度に実施した特定健康診査の結果(特定健康診査に相当する他の健康診

断(実施基準第2条に規定する健康診断。以下「他の健康診断」という。)を受診し

た者の当該健康診断に関する記録の写しを保険者において保管している場合は、こ

れも含む→のうち、必要な全ての項目を実施した結果のみならず、欠損している項

目があっても、実施した項目により積極的支援の対象者や動機付け支援の対象者、

あるいは特定保健指導の非対象者であることを確定できる結果も提出するものとす

る(第2の二の 1の(6)の「評価対象者数」に算入できた者の結果が提出対象となる)。

②特定保健指導の実施状況に関する結果偶1絲氏における特定保健指導情報ファイル)

報告文ホ象年度の特定健康診査の結果を用いて実施した特定保健指導のうち、報告期

2

二



限までに完了(ここで言う完了とは、全ての指導が完了した場合のみではなく、途

中で脱落したことにより終了が確定した場合も含む)した結果を提出するものとす

る(報告対象年度末までに完了した結果のみではないことに注意)。

なお、報告期限までに完了できなかったものの、その後完了した特定保健指導の実

施状況に関する結果については、報告対象年度の翌年度の報告に含めることとし、

報告対象年度の集計情報ファイルにおける特定保健指導の終了者数の集計からは除

外する。その場合、報告対象年度の翌年度の報告において、報告対象年度における

特定保健指導の終了者が、報告対象年度の翌年度の特定保健指導も利用し終了して

いたとしても、併せて報告することはできない(同一年度における報告において複

数の報告は認められないので、報告対象年度の終了結果、又は翌年度の終了結果の

いずれかを選択し報告する)ことに注意し、特定保健指導の実施スケジュールにお

いて、できる限り実施年度を大幅に超えない(あるいは報告期限を超えない)よう

工夫されたい。詳細は第2の三の2を参照のこと。

第2 特定健康診査等の実施及びその成果の集計に関する事項

集計清報ファイルの作成について

1 集計情報ファイルの構成

第1の二の1に示した報告対象となる者を次の①から(17)までに区分し、その区分毎

にそれぞれ二に掲げる事項について集計したファイルを作成するものとする。

なお、 a)から(14)のいずれかにおいて、報告すべき者がいない性・年齢階層がある場

当該陛・年齢階層のファイルについては各事項に0を記録する(し功、なる場合であ心、
口、

つても必ず17のファイルを作成し提出する)。

① 40歳から"歳までの男陛

(2) 40歳から44歳までの女性

(3) 45歳から四歳までの男性

④ 45歳から49歳までの女性

(5) 50歳から54歳までの男性

(6)'50歳から 54歳までの女性

(フ)弱歳から59歳までの男性

⑧弱歳から59歳までの女性

⑨釦歳から64歳までの男陛

(1の60歳から64歳までの女性

(Ⅱ)65歳から69歳までの男性

(12)筋歳から69歳までの女陛

a3)70歳から74歳までの男性

a4)70歳から74歳までの女性

a5)全年齢層(40歳から74歳まで)の男性

(16)全年齢層(40歳から 74歳まで)の女性

(17)全年齢層((Dから a4)までの合ヨ十)
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2 集計情報ファイルの作成に当たっての留意事項

集計情報ファイルの作成に当たっては、次の①及び(2)に留意すること。

①「H乍年度」欄においては特定健康診査等の実施年度の前年度の集計結果をそのまま

記録し、旺曽減」欄においては特定健康診査等の実施年度の集計結果(「今年度」欄)

と特定健康診査等の実施年度の前年度の集計結果(「昨年度」欄)との差異(「昨年度」

欄の数値から「今年度」欄の数値を減じた数(単位が%の項目についてもそのまま減

算した結果を記録)。なお、「今年度」欄や「昨年度」欄に小数点以下の数値が発生す

る場合は、それぞれの欄において(2)に示す方法で端数処理を行った後に差異の計算

を行う)を記録する。

(2)二に掲げる集計事項のうち、健診受診率や内臓脂肪症候群該当者の割合等小数点以

下の数値が生じうる事項にっいては、小数点以下第2位で四捨五入を行い、小数点以

下第1位までの値で記録することとする。なお、小数点以下の数値が生じない場合は

小数点以下第1位については0を記録する。

集計事項について

1 全体的事項

①特定健康診査対象者数

「特定健康診査対象者数」にっいては、第1の二の1に示した報告対象となる者の

数とする。

②特定健康診査の対象となる被扶養者の数

「特定健康診査の対象となる被扶養者の数」については、報告対象年度中に40歳

以上74歳以下に達する、報告対象年度の4月1日時点での被扶養者の数とする。(こ

こでいう「被扶養者」とは、法第7条第3項第6号及び同項第7号に規定するもの

をいう。)

この項目のみ第1の二の1に示した報告対象となる者とは異なり、①の「特定健

康診査対象者数」のうちの被扶養者の数ではないことに注意されたい。

なお、この項目については、被用者保険の保険者のみ記録することとする。

③②のうち、特定健康診査受診券を配布した者の数

「②のうち、特定健康診査受診券を配布した者の数」については、②の「特定健

康診査の対象となる被扶養者の数」に含まれる者のうち、保険者が特定健康診査の

受診券を配布した者の数とする(発券枚数ではなく配布した者の数であることに注

意。例えば1人に再発行等行った場合でも集計時の数は1である)。

なお、被扶養者に対する特定健康診査の実施に当たり受診券を使用しない場合(被

保険者証のみで受診可とする場合等)であっても、特定健康診査の対象となる被扶

養者に対し、個別に受診方法等の案内を配布し、その案内に従って受診先の予約等

必要な手続を行えば受診できるようになっている場合は、その案内を配布した者の

数も集計に含めることとする。
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この項目については、被用者保険の保険者のみ記録することとする。

④特定健康診査受診者数

「特定健康診査受診者数」については、①の「特定健康診査対象者数」のうち、

実施基準第1条第1項各号に定める項目の全てを、「特定健康診査及び特定保健指導

の実施について(平成20年3月10日'健発第0310007 号、イ呆発第0310001号。以

下「実施通知」という。)」第一に掲げる事項を踏まえ特定健康診査を実施した者の

数とする。

他の健康診断を受診した者の当該健康診断に関する記録の写しを保険者において

保管している場合は、当該健康診断を受診した者については、特定健康診査受診者

数にも含むものとする q旦し、他の健康診断が特定健康診査の項目の一部しか実施

していない場合は、不足する項目について保険者等においてi助U実施することによ

り特定健康診査の項目の全てが実施された特定健康診査に関する結果のみを特定健

康診査受診者数に含めること)。

なお、次のアからウまでに該当する場合に限り、特定健康診査の項目を省略(ある

いは代替)しても特定健康診査を実施したとみなすことができることから、特定健

康診査受診者数に含めるとととする。

ア特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第2項の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める基準(平成20年厚生労働省告示第5号。以下「省略基準

告示」という。)に規定する基準に基づき、医師が必要ないと認めるときは、腹囲

の検査を省略することができる。

イ実施基準第1条第3項の規定に基づく内臓脂肪の面積の測定を行った場合は、

実施基準第1条第1項第3号の腹囲の検査を行ったものとみなす。

ウ生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している者ヘ

の尿検査は省略することができる(その場合、月1絲氏の特定健診情報ファイル中「健

診結果・質問票情報」'における「医師の診断(判定)」欄に上記のようなやむを得ず

実施できなかった理由が示されている等、測定が不可能であったことが判別できる

必要がある)。

⑤健診受診率

「健診受診率」については、④の「特定健康診査受診者数」を①の「特定健康診

査対象者数」で除し、100を乗じ算出した値とする。

⑥評価対象者数

曙平価対象者数」については、実施基準第1条第1項各号に掲げる特定健康診査の

項目の一部が実施できなかったために④の「特定健康診査受診者数」には算入でき

ないものの、実施した特定健康診査の項目から実施基準第7条第2項及び第8条第2

項の規定に基づき特定保健指導の対象者あるいは非対象者と確定できる者を、④の

「特定健康診査受診者数」に加えた数(つまり、欠損している項目があっても、実

施した項目により積極的支援の対象者、動機付け支援の対象者、あるいは特定保健
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指導の非対象者(第3の二の5の(6)に示すように、別紙の特定健診情報ファイル中

「健診結果・質問票情報」の鴨Ⅵ」欄に 20 未満の値が記録されており、かつ「腹

囲」の欄に結果が記録されていない場合に、「保健指導レベノレ」の欄に「3:なし」

ではなく「4:判定不能」と記録されている場合も含む。)であることを確定できる場

合には、評価対象者に含む)。

なお、実施基準第4条の規定により、BⅥが25以上であっても腹囲が欠損してい

る場合は、特定保健指導の対象者と確定されないことに注意されたい。

2 内臓脂肪症候群に関する事項

①内臓脂肪症候群該当者数

「内臓脂肪症候群該当者数」については、1 の(6)の信平価対象者数」に含まれる

者のうち、内臓脂肪の蓄積(次のアに該当)に加え、次のイから工までの 2 つ以上

に該当する者の数(別紙の特定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」の「メ

タボリックシンドローム判定」欄において「1:基準該当」と記録された者の数を集

計)とする。

ア内臓脂肪蓄積:腹囲が男性で85CⅢ以上、女性で90cm以上(CTスキャン等での

測定により内臓脂肪面積が10ocm'以上の場合は、これに代える。なお、腹囲と内

臓脂肪面積の両方を測定している場合は、内1棚旨肪面積の結果を優先し判定に用い

る。)

イ血中脂質:中陛脂肪150mg/d1以上かつ/または即L コレステロール40mg/dl

未満(空腹時採血でない場合も当該基準を用いて判定する)かつ/または高ト

リグリセライド血症に対する薬剤治療あるいは低即L コレステロール血症に対す

る薬剤治療姻旨質異常症に対する薬剤治療を受けているが、高トリグリセライド血

症に対する薬剤治療あるいは低1ΦL コレステロール血症に対する薬剤治療か否か

が明らかでない場合については、血中脂質に関する項目に該当すると判断する。)

ウ血圧:収縮期血圧130ml{g以上かつ/または拡張期血圧851脚Hg以上かつ/

または高血圧に対する薬剤治療

工血糖:空腹時血糖Ⅱomg/d1以上かつ/またはへモグロビンAIC6.0%以上か

つ/または糖尿病に対する薬剤治療(なお、空腹時血糖とへモグロビンAICの両

方を測定している場合は、空腹時血糖の結果を優先し判定に用いる。)

②内臓脂肪症候群該当者割合

「内朧旨肪症候群該当者割合」については、①の「内臓脂肪症候群該当者」を、1

の(6)の信平価対象者数」で除し、100 を乗じて算出した値とする。

③内脚旨肪症候群予備群者数

「内臓脂肪症候群予備群者数」については、1 の(6)の信平価対象者数」に含まれ

る者のうち、内臓脂肪の蓄積((Dのアに該当)に加え、①のイから工までの1つ

に該当司、る者の数偶1俳氏の特定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」の「メ

タボリックシンドローム判定」欄で「2:予備群該当」と記録された者の数を集Ξ十)
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とする。

④内臓脂肪症候群予備群者割合

「内臓脂肪症候群予備群割合」については、③の「内1棚副方症候群予備群」を、1

の(6)の信平価対象者数」で除し、 100 を乗じて算出した値と,、る。

3 服薬中の者に関する事項

①高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数

「高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数」については、男1絲氏の特定健診

情報ファイル中「健診結果・質問票情報」の明艮薬1(血圧)」の欄に「1:服薬あり」

と記録される者の数と「保険者再晦忍服薬1(血圧)」の欄に、「1:医師が本人との

面談等にて確認」・「2:保健師が本人との面談等にて確認」・「3:管理栄養士が本人と

の面談等にて確認」又は「4:看護師が本人との面談等にて確認」が記録されている

者の数とを合算して得た数とする。

②高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合

「高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合」については、(1)の「高血

圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数」を、1 の(6)の疇平価対象者数」で除

し、 100 を乗じて算出した値とする。

③脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数

明旨質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数」については、別紙の特定健

診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」の明艮薬 3 (脂質)」の欄に、「1:服薬

あり」と記録される者の数と「保険者再確認服薬3 餌旨質)」の欄に、「1:医師が本

人との面談等にて確認」・「2:保健師が本人との面談等にて確認」・「3:管理栄養士が

本人との面談等にて確認」又は「4:看護師が本人との面談等にて確認」が記録され

ている者の数とを合算して得た数とする。

④脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合

明旨質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合」については、③の明旨

質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数」を、1 の(6)の疇平価対象者数」

で除し、100を乗じて算出した値とする。

⑤糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数

「糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数」については、牙1絲氏の特定健診情

報ファイル「健診結果・質問票情報」の明侵薬 2 (血糖)」の欄に、「1:服薬あり」

と記録される者の数と「保険者再階轟服薬2(血糖)」の欄に、「1:医師が本人との

面談等にて確認」・「2:保健師が本人との面談等にて確認」・「3:管理栄養士が本人と

の面談等にて確認」又は「4:看護師が本人との面談等にて確認」が記録されている

者の数とを合算して得た数とする。なお、インスリン療法を行っている者を含む。
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⑥糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合

「糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合」については、(5)の「糖尿病

の治療に係る薬剤を服用している者の数」を、1 の(6)の曙平価対象者数」で除し、

100 を乗じて算出した値とする。

4 内臓脂肪症候群該当者の減少率に関する事項

①昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数

珀乍年度の内臓脂肪症候群該当者の数」については、報告対象年度の前年度の報告

において2の①の「内臓脂肪症候群該当者数」に含まれた者のうち、報告対象年度

の時点で、報告する保険者を脱退した者を除いた数とする。

なお、報告対象年度の前年度の報告においては、他の保険者に加入していたために

2 の①の「内臓脂肪症候群該当者数」に含まれていなかったものの、報告対象年度

の時点で他の保険者から新たに加入し報告対象年度の特定健康診査等を受けた者で

あって保険者がその者の前年度の特定健康診査等の実施状況に関する結果を入手し

ており、その結果において2の(1)の「内臓脂肪症候群該当者数」に該当する者がい

る場合は、保険者の判断でその者の結果をこの数に含めてもよい。

②①のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数

「(1)のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数」については、①の数に含めた

者のうち、報告対象年度の実施結果においては内臓脂肪症候群の予備群となった者

の数(報告対象年度の前年度の特定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」

における「メタボリックシンドローム判定」欄で「1:基準該当」と記録された者の

うち、報告対象年度の特定健診情報ファイルの同欄で「2:予備群該当」と記録され

た者の数を集計)となる。

③①のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合

「(Dのうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合」については、②の「(Dの

うち、今年度の内1棚副方症候群予備群の数」を①の「昨年度の内臓1旨肪症候群該当

者の数」で除し、100 を乗じて算出した値とする。

④①のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数

「(1)のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数」に

つぃては、報告対象年度の前年度の実施結果において内臓脂肪症候群の該当者であ

つた者のうち、報告対象年度の実施結果においては内臓脂肪症候群の該当者あるい

は予備群でなくなった者の数(報告対象年度の前年度の特定健診情報ファイル中「健

診結果・質問票情報」における「メタボリックシンドローム判定」欄で「1:基準該

当」と記録された者のうち、報告対象年度の特定健診情報ファイルの同欄で「3:非

該当」と記録された者の数を集言十)となる。
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⑤①のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合

「(Dのうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合」

にっいては、④の「(Dのうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなく

なった者の数」を①の殉乍年度の内臓脂肪症候群該当者の数」で除し、100 を乗じ

て算出した値とする。

⑥内臓脂肪症候群該当者の減少率

「内臓脂肪症候群該当者の減少率」については、(2)の「(Dのうち、今年度の内臓

脂肪症候群予備群の数」と④の「(Dのうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予

備群ではなくなった者の数」の合計を①の「昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数」

で除し、100を乗じて算出した値とする。

5 内臓脂肪症候群予備群の減少率に関する事項

①昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数

「昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数」については、報告対象年度の前年度の報告

において2の③の「内臓脂肪症候群予備群者数」に含まれた者のうち、報告対象年

度の時点で、報告する保険者を脱退した者を除いた数とする。

なお、報告対象年度の前年度の報告においては、他の保険者に加入していたために

2 の(3)の「内臓脂肪症候群予備群者数」に含まれていなかったものの、報告対象年

度の時点で他の保険者から新たに加入し報告対象年度の特定健康診査等を受けた者

であって、保険者がその者の前年度の特定健康診査等の実施状況に関する結果を入

手しておりその結果において2の①の「内臓脂肪症候群予備群者数」に該当する者

がいる場合は、保険者の判断でその者の結果をとの数に含めてもよい。

(2)①のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数

「(Dのうち、今年度の内朧旨肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数」に

ついては、(1)の数に含めた者のうち、報告対象年度の実施結果においては内臓脂肪

症候群の該当者あるいは予備群ではなくなった者の数(報告対象年度の前年度の特

定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」における「メタボリックシンドロ

ーム判定」欄で「2:予備群該当」と記録された者のうち、報告対象年度の特定健診

情報ファイルの同欄で「3:非該当」と記録された者の数を集計)となる。

③①のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合

「(Dのうち、今年度の内朧旨肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合」

については、(2)の「(Dのうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなく

なった者の数」を①の「昨年度の内朧旨肪症候群予備群の数」で除し、100 を乗じ

て算出した値とする。

6 保健指導対象者の減少率に関する事項

①昨年度の特定保健指導の対象者数
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珀乍年度の特定保健指導の対象者数」については、報告対象年度の前年度の報告に

おいて7の(15)の「特定保倒旨導の対象者数(小計)」に含まれた者のうち、報告対

象年度の時点で、報告する保険者を脱退した者を除いた数とする。

なお、報告対象年度の前年度の報告においては、他の保険者に加入していたために

7 の(15)の「特定保健指導の対象者数ω、計)」に含まれていなかったものの、報告

対象年度の時点で他の保険者から新たに加入し報告対象年度の特定健康診査等を受

けた者であって、保険者がその者の前年度の特定健康診査等の実施状況に関する結

果を入手しておりその結果において 7 の(15)の「特定保剛旨導の対象者数ω信十)」

に該当する者がいる場合は、保険者の判断でその者の結果をこの数に含めてもよい。

10

②①のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数

「(Dのうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数」については、

①の数に含めた者のうち、報告対象年度の実施結果においては特定保健指導の対象

ではなくなった者の数倖&告対象年度の前年度の特定健診清報ファイル「健診結果・

質問票情報」における「保健指導レベノレ」欄で「1:積極的支援」もしくは「2:動

機付け支援」と記録された者のうち、報告対象年度の特定健診情報ファイルの同欄

で「3:なし」と記録された者仂Uえて、第 3 の二の 5 の(6)に示すように、月1絲氏の

特定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」の「BM動欄に 20 未満の値が記

録されており、かっ「腹囲」の欄に結果が記録されていない場合に、「保健指導レベ

ノレ」の欄に「3:なし」ではなく「4:判定不能」と記録されている場合も含む)の数

を集言十)となる。

但し、今年度も特定保健指導の対象者となったものの、薬物治療を開始したことに

より、結果として特定保健指導の文寸象から除かれた者は含めないとととする。

③特定保健指導対象者の減少率

「特定保健指導対象者の減少率」については、②の「(Dのうち、今年度は特定保

健指導の対象ではなくなった者の数」を①の印乍年度の特定保健指導の対象者数」

で除し、100を乗じて算出した値とする。

④昨年度の特定保健指導の利用者数

珀乍年度の特定保健指導の利用者数」については、報告対象年度の前年度の報告に

おいて7の④の「特定保健指導(積極的支援)の利用者数」及び7の(1Dの「特定

保健指導(動機付け支援)の利用者数」に含まれた者のうち、報告対象年度の時点

で、報告する保険者を脱退した者を除いた数とする。

⑤④のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数

「④のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数」については、

④の数に含めた者のうち、報告対象年度の実施結果においては特定保健指導の対象

ではなくなった者の数(報告対象年度の前年度の特定健診情報ファイル「健診結果・

質問票情報」における「保健指導レベノレ」欄で「1:積極的支援」もしくは「2:動



機付け支援」と記録され、かつ報告対象年度の前年度の特定保健指導情報ファイル

に記録がある者のうち、報告対象年度の特定健診情報ファイルの同欄で「3:なし」

と記録された者仂Πえて、第3の二の5の(6)に示すように、卿絲氏の特定健診情報フ

アイル中「健診結果・質問票情報」の「BMU 欄に 20 未満の値が記録されており、

かつ明夏囲」の欄に結果が記録されていない場合に、「保健指導レベノレ」の欄に「3

なし」ではなく「4:判定不能」と記録されている場合も含む)の数を集言十)とする。

但し、今年度も特定保健指導の対象者となったものの、薬物治療を開始したことに

より、結果として特定保健指導の対象から除かれた者は含めないこととする。

⑥特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率

「特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率」については、⑤の「④のう

ち、今年度は特定保倒旨導の対象でなかった者の数」を④の珀乍年度の特定保健指

導の利用者数」で除し、100 を乗じて算出した値とする。

7 特定保健指導に関する事項

①特定保健指導(積極的支援)の対象者数

「特定保健キ旨導(積極的支援)の対象者数」については、1 の(6)の曙平価対象者

数」のうち、実施基準第8条第2項の規定に該当する積極的支援対象者の数(特定

健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」における「保劉旨導レベノレ」欄に、「1

積極的支援」と記録される者の数を集計した数から、「保険者再確認服薬1(血圧)」

欄・「保険者再確認服薬2 (血糖)」欄・「保険者再確認服薬3 餌旨質)」欄の少な

くとも 1つに、「1:医師が本人との面談等にて晦忍」・「2:保健師が本人との面談等に

て確認」・「3:管理栄養士が本人との面談等にて確認」又は「4:看護師が本人との面

談等にて確認」と記載された者の数を減じて得た数)とする。

なお、空腹時血糖とへモグロビンAICの両方を測定している場合は空腹時血糖の結

果を、腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定している場合は内臓脂肪面積の結果を、そ

れぞれ優先的に用いて対象者か否かを判定する。

また、実施基準第4条の規定において、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療に

係る薬剤を服用している者を除くこととされているが、特定保健指導開始後に薬物

治療を開始した者(治療開始により特定保健指導を途中終了する場合も、あるいは

終了せず継続する場合も)は含まれることに注意されたい。

②特定保健指導(積極的支援)の対象者の割合

「特定保健指導(積極的支援)の対象者の割合」については、①の「特定保健指

導(積極的支援)の対象者数」を 1の(6)の疇平価対象者数」で除し、100 を乗じて

算出した値とする。

③ 服薬中のため特定保健指導(積極的支援)の対象者から除外した者の数

明艮薬中のため特定保健指導(積極的支援)の対象者から除外した者の数」 1こつし、
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ては、1の(6)の信平価対象者数」に含まれる者のうち、実施基準第8条第2項各号

の規定に該当する者あって、実施基準第4条第1項の規定における高血圧症、脂質

異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用しているものを含む者の数とする。

別紙の特定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」を用いて、別途、上記要

件に合致する者で、かつ、明艮薬 1(血圧)」欄・明艮薬2(血糖)」欄・明艮薬3(脂質)」

欄の少なくとも 1 つに、「1:服薬あり」と記録された者の数と「保険者再確認服

薬1(血圧)」欄・「保険者再確認服薬2 (血糖)」欄・「保険者再確認服薬3 (脂

質)」欄の少なくとも 1つに「1:医師が本人との面談等にて確認」・「2:保健師が本人

との面談等にて確認」・「3:管理栄養士が本人との面談等にて確認」又は「4:看護師

が本人との面談等にて確認」と記載された者の数を合算して得た数)とする。

④特定保健指導(積極的支援)の利用者数

「特定保健指導(積極的支援)の利用者数」については、①の「特定保健指導(積

極的支援)の対象者数」のうち、少なくとも初回時の面接は実施したものの、脱落

認定(実施予定日に利用がなく、代替日の設定が無い、あるいは代替日も欠席する

等の状態で、最終利用日から未利用のまま 2 ケ月を経過した時点で、委託により実

施してぃる場合は保健指導下幾関から保険者及ひ利用者(対象者)ヘ、保険者自身で

実施してぃる場合は保険者から利用者(積極的支援対象者)ヘ、それぞれ脱落者と

して認定する旨を通知すること)が確定され途中で特定保健指導を終了した者を、

⑥の「特定保健指導(積極的支援)の終了者数」に加えた数とする。

⑤特定保健指導(積極的支援)の利用者の割合

「特定保健指導(積極的支援)の利用者の割合」については、④の「特定保健指

導(積極的支援)の利用者数」を①の「特定保健指導(積極的支援)の対象者数」

で除し、100を乗じて算出した値とする。

⑥特定保健殆巳導(積極的支援)の終了者数

「特定保健指導(積極的支援)の終了者数」については、①の「特定保健指導(積

極的支援)の対象者数」のうち、実施基準第8条第1項及び「特定健康診査及び特

定保劉旨導の実施に関する基準第7条第1項及び第8条第1項の規定に基づき厚生

労働大臣が定める特定保健指導の実施方法(平成25年厚生労働省告示第91号。以

下「特定保健指導の実施方法告示」という。)」第 2 に規定された内容及び方法等に

より積極的支援を実施し終えた(6力月後の実績評価まで完了した)者の数とする。

なお、特定保健指導の完了時に行われる、実施基準第8条第1項第4号に規定する

実績評価が、初回時において面接による指導を行った者により様々な手法(電話、

手紙等様々な手法が考えられる)で為される度重なる呼びかけ等(以下「確認作業」

という。)にもかかわらず、利用者(積極的支援対象者)からの返答がないために実

施できず、確認作業の回数のみを記録して打ち切った場合についても、完了したも

のとして当該特定保健指導(積極的支援)の終了者数に含める'(集計情報ファイル

と併せて提出する特定保健指導情報ファイルの「保健指導情報」においては、「6 力
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月後の評価ができない場合の確認回数」欄に回数が記録されており、「6 力月後の評

価時の体重」欄等評価結果を記録する欄には値等がないものの、6力月後の評価以外

の必要項目は全て記録されている必要がある。詳細は第3の三の5の(2)を参照のこ

と)。

⑦特定保倒旨導(積極的支援)の終了者の割合

「特定保健指導(積極的支援)の終了者の割合」については、(6)の「特定保健指

導(積極的支援)の終了者数」を①の「特定保健指導(積極的支援)の対象者数」

で除し、 100 を乗じて算出した値とする。

⑧特定保健指導(動機付け支援)の対象者数

「特定保健指導(動機付け支援)の対象者数」については、1 の(6)の「評価対象

者数」のうち、実施基準第7条第2項の規定に該当する者の動機付け支援対象者数

(特定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」における「保健指導レベノレ」

欄に、「2:動機付け支援」と記録される者の数を集計した数から、「保険者再確認服

薬1(血圧)」欄・「保険者再確認服薬2 (血糖)」欄・「保険者再確認服薬3 餌旨

質)」欄の少なくとも 1 つに、「1:医師が確認」・「2:保健師が確認」・「3:管理栄養士

が確認」・「4:看護師が確認」と記載された者の数を減じて得られた数とする。

なお、空腹時血糖とへモグロビンAICの両方を測定している場合は空腹時血糖の結

果を、腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定している場合は内臓脂肪面積の結果を、そ

れぞれ優先的に用いて対象者か否かを判定する。

また、実施基準第4条の規定において、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療に

係る薬剤を服用している者を除くこととされているが、特定保健指導開始後に薬物

治療を開始した者 q台療開始により特定保健指導を途中終了する場合も、あるいは

終了せず継続する場合も)は含まれることに注意されたい。

⑨特定保嵩旨導(動機付け支援)の対象者の割合

「特定保健指導(動機付け支援)の対象者の割合」については、(8)の「特定保健

指導(動機付け支援)の対象者数」を 1の⑥の曙平価対象者数」で除し、100 を乗

じて算出した値とする。

(1の服薬中のため特定保健指導(動機付け支援)の対象者から除外した者の数

明艮薬中のため特定保健指導(動機付け支援)の対象者から除外した者の数」につ

いては、1の(6)の「評価対象者数」に含まれる者のうち、実施基準第7条第2項の

規定に該当する者であって、実施基準第 4 条第1項の規定において高血圧症、脂質

異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用しているものを含む者の数とする。

別紙の特定健診情報ファイル中「健診結果・質問票情報」を用いて、別途、上記要

件に合致する者で、かつ鴨艮薬 1(血圧)」欄・畷及薬2(血糖)」欄・明艮薬3(脂質)」

欄の少なくとも 1つに「1:服薬あり」と記録された者の数と「保険者再確認、服薬

1(血圧)」欄、「保険者再確認服薬2(血糖)」欄、「保険者再確認服薬3(脂質)」
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欄の少なくとも 1 つに「1:医師が本人との面談等にて確認」・「2:保健師が本人との

面談等にて確認」・「3:管理栄養士が本人との面談等にて確認」又は「4:看護師が本

人との面談等にて確認」と記載された者の数とを合算して得られた数とする必要が

ある。

aD 特定保健指導(動機付け支援)の利用者数

「特定保健指導(動機付け支援)の利用者数」については、(8)の「特定保健指導

(動機付け支援)の対象者数」のうち、少なくとも初回時の面接は実施した者の数

とする。

(12)特定保健指導(動機付け支援)の利用者の割合

「特定保健指導(動機付け支援)の利用者の割合」については、(1Dの「特定保健

指導(動機付け支援)の利用者数」を⑧の「特定保健指導(動機付け支援)の対象

者数」で除し、100を乗じて算出した値とする。

a3)特定保健指導(動機付け支援)の終了者数

「特定保健指導(動機付け支援)の終了者数」については、⑧の「特定保健指導

(動機付け支援)の対象者数」のうち、実施基準第7条第1項及び特定保健指導の

実施方法告示第 1 に規定された内容及び方法等により動機付け支援を実施し終えた

(6力月後の実績評価まで完了した)者の数とする。

なお、特定保健指導の完了時に行われる、実施基準第7条第1項第3号に規定する

実績評価が、初回時において面接による指導を行った者による度重なる確認作業に

もかかわらず、利用者(動機付け支援対象者)からの返答がないために実施できず、

確認作業の回数のみを記録して打ち切った場合についても、完了したものとして終

了者に含める(集計情報ファイルと併せて提出する特定保健指導情報ファイルの「保

健指導情報」においては、「6 力月後の評価ができない場合の確認回数」欄に回数が

記録されており、「6力月後の評価時の体重」欄等評価結果を記録する欄には値等が

ないものの、6力月後の評価以外の必要項目は全て記録されている必要がある。詳細

は第3 の三の5 の(2)を参照のこと)。

(14)特定保健指導(動機付け支援)の終了者の割合

「特定保健指導(動機付け支援)の対象者数」については、(13)の「特定保健指導

(動機付け支援)の終了者数」を⑧の「特定保健指導(動機付け支援)の対象者数」

で除し、100を乗じて算出した値とする。

(15)特定保倒旨導の対象者数ω信十)

「特定保健指導の文寸象者数(小計)」については、①の「特定保健指導(積極的支

援)の対象者数」に⑧の「特定保健指導(動機付け支援)の対象者数」を加えて算

出した値とする。
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(16)特定保健指導の終了者数(d信十)

「特定保健指導の終了者数(小計)」については、⑥の「特定保健指導(積極的支

援)の終了者数J にa3)の「特定保健指導(動機付け支援)の終了者数」を加えて

算出した値とする。

(17)特定保謝旨導の終了者(d信十)の割合

「特定保健指導の終了者ω信十)の割合」については、(16)の「特定保健指導の

終了者数ω信十)」を(15)の「特定保健指導の対象者数(d信十)」で除し、100 を乗じ

て算出した値とする。

その他

1.年度を超えて実施された特定保健指導の結果の取扱い

報告対象年度の報告期限までに特定保健指導が完了しなかったものの、その後完了し

たことにより翌年度の報告に含める場合、報告対象年度の翌年度の報告において、報告

対象年度における特定保健指導の終了者が、報告対象年度の翌年度の特定保健指導も利

用し終了していたとしても、併せて報告することはできない(同一年度における報告に

おいて複数の報告は認められないので、報告対象年度の終了結果か、翌年度の終了結果

のいずれかを選択し報告する)ことに注意されたい。そのため、特定保健指導の実施ス

ケジュールにおいて、できる限り実施年度を大幅に超えない(あるいは報告期限を超え

ない)よう工夫されることが望ましい。

以上を踏まえた上で、報告対象年度の特定保健指導の結果を翌年度の報告に含める場

合は、二の7の各項は以下のように取扱うこととする。

①報告文寸象年度の報告においては、翌年度の報告となる場合であっても二の7の各項

の集計対象とする(対象者・利用者には含まれるものの、終了者としては報告時点で

は未完了であり翌年度報告となるので含まれない)。

② a)により報告対象年度における二の1の(田の曙平価対象者数」や二の7の①の

「特定保健指導(積極的支援)の対象者数」等に算入する(含める)ことから、報告

対象年度の翌年度の報告においては、次のアから工までに示す4項目のみに算入し、

これら以外は集計対象外とする(除く)。

アニの7の⑥の「特定保健指導(積極的支援)の終了者数」

イニの7の⑦の「特定保健指導(積極的支援)の終了者の割合」

ウニの7の(13)の「特定保健指導(動機付け支援)の終了者数」

エニの7の(14)の「特定保健指導(動機付け支援)の終了者の割合」

第3 特定健康診査等の実施及びその成果に関する事項

特定健診・特定保健指導情報の交換用基本情報ファイル

1 送付先機関

送付先は支払基金であることから、この欄には支払基金が代行機関として保有する番
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号「9娼99010」を記入する。

2 提出するアーカイブの分割

特定健康診査等の実施者数が多数となるために、提出するファイルが多数となり、フ

アイルを作成する機器の能力等から提出様式の作成において1つのアーカイブにまとめ

ることが困難な場合、複数のアーカイブに分けて提出する。

この場合を想定し、総ファイル数や総アーカイブ数等の項目を設けており、特にアー

カイブが複数となる場合は、これらの項目に必要な数値を記録することとする。

なお、アーカイブが複数となる場合、交換用基本情報ファイルはアーカイブの数だけ

必要となるが、集計情報ファイルは主として報告する全ての特定健診情報ファイル・特

定保健指導情報ファイルから集計するものであることから、アーカイブごとに作成する

のではなく、複数に分割し作成した最後のアーカイブに含めるものとする。

特定健診情報ファイル

1 特定健診受診情報

①実施区分

特定健診情報の交換用基本情報ファイルにおける実施区分においては3(国(支払

基金)への実施結果報告)を記録するが、ここでは原則として1(特定健診)を記録

する。

なお、他の健康診断に関する記録の写しを受領しこれを提出する場合は、1ではな

く4 q也の健診結果の受領分)を記録する(対象者一人ひとり1か4を判断)。他の

健康診断に関する記録の写しでは特定健康診査の項目の全部を行ったものとはなら

ず不足する項目を保険者等により別途追加実施し補った場合においても4とする。

②実施年月日

原則は1日で実施するべきであることから、その実施日が記録されることとなるが、

他の健康診断に関する記録の写しを受領し不足する項目を追加実施せざるを得ない

等複数回に分けて実施せざるを得なかった場合は、必要な項目が全て揃った日(複

数回の最終回の日)を記録する。

また、実施年度に複数回受診した場合(労働安全衛生法による特定業務従事者等)

は、階層化の結果により特定保健指導を実施すると判断した回の健診結果を報告対

象とし、その実施年月日を記録する。

2 特定健診機関情報

(D 健診プログラムサービスコード

特定健康診査がどの実施形態(労働安全衛生法に基づく健診等)によるものかを明

らかにするため、健診プログラムサービスコードを記録する。

保険者が委託により特定健診健診を実施している場合は、保険者が委託契約時に

指定したコードを特定健診実施機関において設定することも可。(保険者が実施機関

からの報告を確認し、誤っていた場合には適切な値に更新することも可。)
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②特定健診機関番号

保険者が委託により特定健康診査を実施している場合は、その委託先から保険者が

その結果を受領する際に各機関が支払基金から付番されている機関番号が記録され

ているので、そのまま提出することとなる。

また、保険者自身で特定健康診査を実施した場合は、それを示す番号「552H11111」

を記録する。

なお、他の健康診断に関する記録の写しや、償還払いにより加入者から受領する他

の健康診断に関する記録の写しは、以下のように記録する。

ア実施した機関が特定健康診査等の受託機関として機関番号を保有している場合

はその番号を記録

イ実施した機関が機関番号を保有していない場合は、実施機関が保険医療機関で

あれば保険医療機関番号を記録し、保険医療機関でなければ(あるいは保険医療機

関か否かが不明ならぱ)他の健康診断の実施機関としての共通番号「66311ⅡH6」

を記録

③名称

保険者が委託により特定健康診査を実施している場合は、その委託先から保険者が

その結果を受領する際に各機関が支払基金に届け出ている機関名が記録されている

ので、そのまま提出するとととなる。

また、保険者自身で特定健康診査を実施した場合は、当該保険者名を記録する。

なお、他の健康診断に関する記録の写しや、償還払いにより加入者から受領する特

定健康診査に関する記録は、次のア及びイのように記録する。

ア実施した機関が特定健康診査等の受託機関として機関番号を保有している場合

は、当該機関が支払基金に届け出ている機関名を記録する。

イ実施した機関が機関番号を保有していない場合は、受領した記録にある機関名

を記録する。

3 受診者情報

①整理用番号

個人情報の保護と、特定健康診査に関する記録の効果的な活用とを両立するため、

氏名や被保険者の記号・番号等個人が特定される情報を削除し、代わりに整理用番

号をイ、ナ番tる。

当該整理用番号は、氏名や被保険者の記号・番号、生年月日等から作成される予定

であり、加入tる保険者を異動した場合も考慮し、一度に 2 種類の番号が作成され

る予定となっている。

との付番ルール等については、整理用番号から個人が特定されないよう非公開とす

るため、各保険者は、原則として、国が作成する付番用のソフトウェアを用いて整

理用番号を記録する。
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②資格区分

対象者の強制加入被保険者若しくは強制加入被保険者の被扶養者、任意継続被保険

者若しくは任意継続被保険者の被扶養者、特例退職被保険者若しくは特例退職被保険

者の被扶養者又は国民健康保険の被保険者の別を明らかにするため、特定健康診査を

受診した時点における資格区分を記録する。なお、市町村国保の場合は、提出を必須

とはしないこととする。

③郵便番号

対象者の住所地(原則は、特定健康診査を受診した時点での住所地となる)の郵便

番号を記録する。

保険者が委託により特定健康診査を実施している場合は、その委託先機関から保険

者がその結果を受領する際に、各機関において受診者の住所や郵便番号が記録され

ているので、そのまま提出することとなる。

保険者自身で特定健康診査を実施した場合や、償還払いにより加入者から特定健康

診査に関する記録の写しを受領する場合、あるいは他の健康診断に関する記録の写

しを受領する場合は、保険者において管理している加入者の住所情報(毎年の提出

時までに住所管理を終えること)を用いるか、あるいは受診者本人から収集し記録

する。

4 受診券情報

特定健診情報ファイルと特定保健指導情報ファイルを受診者(利用者)で紐付けする

ために受診券整理番号の欄を設けている。

保険者が委託により特定健康診査を実施し、集合契約等により受診券を発券している

場合は、その委託先から保険者がその結果を受領する際に各機関にてその番号を記録さ

れてぃることから、そのまま提出することとなる。

受診券が発券されていない場合(保険者自身で特定健康診査を実施した場合や、償還

払いにより加入者から特定健康診査に関する記録の写しを受領する場合、あるいは他の

健康診断に関する記録の写しを受領する場合等)は、新たに付番(受診券番号の発番ル

ールに基づき空き番号を付番)して記録するか、付番せず空欄とする。空欄とする場合

は、受診券整理番号に変わる紐付け用の番号が必要となるため、整理用番号にて紐付け

をイテう。

5 健診結果・質問票情報

①腹囲

測定を医師が省略する場合、あるいは自ら測定し申告する場合は、省略基準告示の

規定に従うこと。

ア BⅦが20未満で医師が必要ないと認めた場合は、腹囲の測定結果は入っていな

くともよい(「則動欄に20未満の値が記録されている場合に限り、腹囲の欄に結

果が記録されていない場合があってもよい)。
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イ BⅢが22未満の受診者が、事前に測定してきた値を腹囲測定の担当者に申告す

る場合は、明夏囲噛己申告)」欄にその値が記録されていること(「腹囲値己申

告)」欄に値が記録されているのは、「BⅥ」欄に22未満の値が記録されている場合

に限る)。

ウ実施基準第1条第3項の規定に基づく内臓脂肪の面積の測定を行った場合は腹

囲の検査を行ったものとみなすが、同時に腹囲も測定している場合は、それぞれの

結果がそれぞれの欄に記録されていて差し支えない。

②採血時間(食後)

情報を入手した場合のみ記録する欄であるが、この欄に記録がある場合において、

空腹時血糖の結果が記録されている場合は、この欄には原則として「2:食後 10時

間以上」と記録されている必要があることに注意されたい。

③尿検査

第2の二の1の④のウに示したように、生理中の女陛や、腎疾患等の基礎疾患が

あるため排尿障害を有している者に限り、検査実施を断念した場合の、XⅦによる記

述方法としては、以下のいずれかとなる。

ア尿検査の欄は測定不可能という記述を行う。

イ尿検査の欄自体が出現せず、かつ「医師の診断(判定)」欄に省略せざるを得な

かった理由が記録されている。

④貧血検査・心電図・眼底検査

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項第10号の規定に

基づき厚生労働大臣が定める項目及び基準(平成20年厚生労働省告示第4号)の規

定に従って、医師が必要と判断した場合のみ実施されることから、上記の規定に基

づき実施された場合は、必ず実施理由欄ヘ記録がなけれぱならないことに注意され

たい。

なお、他の健康診断に関する記録の写しを受領しこれを提出する場合、貧血検査・

心電図等は理由の必要なく実施される場合があることから、この場合(特定健診情

報ファイルの「実施区分」欄に「4:他の健診結果の受領分」と記録されている場合)

については実施理由欄に記録がなくても差し支えない。

(5)メタボリックシンドローム判定

保険者が委託により特定健康診査を実施している場合は、その委託先から保険者が

その結果を受領する際に各機関にて記録されていることから、そのまま提出するこ

ととなる(万がー、委託により実施しているにもかかわらず委託先の各機関におい

て記録されない場合や記録されていても誤っている場合は、委託先に補正させるこ

ととなるが、報告期限に間に合わない等特段の事情がある場合は、保険者にて追記

することも考えられる)。また、保険者自身で特定健康診査を実施している場合は、

保険者にて記録し提出することとなる。
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具体的には、第2の二の2の①及び(3)に示した定義により「1:基準該当」「2

予備群該当」等が記録されることとなる。なお、省略基準告示の規定に従い、腹囲

の測定を医師が省略したために結果が記録されていない場合(「則1」欄に20未満の

値が記録されており、かっ腹囲の欄に結果が記録されていない場合)は、「4:判定不

能」と記録されることとなる。

⑥保健指導レベル

保険者が委託により特定健康診査を実施している場合は、その委託先から保険者が

その結果を受領する際に各機関にて記録されていることから、そのまま提出するこ

ととなる(万がー、委託により実施しているにもかかわらず委託先の各機関におい

て記録されない場合や記録されていても誤っている場合は、委託先に補正させるこ

ととなるが、報告期限に間に合わない等特段の事情がある場合は、保険者にて追記

することも考えられる)。また、保険者自身で特定健康診査を実施している場合は、

保険者にて記録し提出することとなる。

具体的には、第2の二の7の(1)及び(8)に示した定義により「1:積極的支援」「2

動機付け支援」等が記録されることとなる。なお、省略基準告示の規定に従い、腹

囲の測定を医師が省略したために結果が記録されていない場合(「BⅧ」欄に20未満

の値が記録されており、かっ腹囲の欄に結果が記録されていない場合)は、「3:な

し」もしくは「4:判定不能」と記録されることとなる。

⑦検査方法

同じ検査項目であっても検査方法により結果を記録する欄が異なるが、他の健康診

断に関する記録の写しを受領した場合は、検査方法が不明な場合もありうる。この

時、保険者にて検査方法の確認し記録の補正等行う必要が生じるが、それが困難な

場合に限り、「その他」の欄に記録する。

特定保健指導情報ファイル

1 特定保健指導禾1」用情報

①実施区分

特定健診情報の交換用基本情報ファイルにおける実施区分においては3(国(支払

基金)への実施結果報告)を記録するが、ここでは原則として2(特定保健指導)を

記録する。

なお、特定健診情報ファイルとは異なり、4(他の健診結果の受領分)を記録する

場合はない(事業者が保険者の代わりに保健指導を実施した場合であっても、それ

は保険者から事業者ヘの委託と整理される)。

②実施年月日

特定保健指導は約6ケ月の間に、複数回にわたって実施されることから、終了日(必

要な指導が完了した日、もしくは途中で終了が確定した田を記録する。
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③実施時点

必要な保健指導が全て完了した場合は「2:実績評価時」を、途中で終了が確定し

た場合は「3:途中終了時」を、それぞれ記録する。

2 特定保健指導機関情報

①特定保健指導機関番号

保険者が委託により特定保健指導を実施している場合は、その委託先から保険者が

その結果を受領する際に各機関が支払基金から付番されている機関番号が記録され

ているので、そのまま提出することとなる。

また、保険者自身で特定保健指導を実施した場合は、それを示す番号「5521111111」

を記録する。

なお、償還払いにより加入者から受領する特定保健指導に関する記録であっても、

実施基準や実施通知等に沿った実施が求められるため、通常は特定保健指導の実施

機関として機関番号を保有しているはずであることから、原則としてそれを記録す

る。但し、極めて例外的に機関番号を保有していない場合は、実施機関が保険医療

機関であれば保険医療機関番号を記録し、保険医療機関でなければ(あるいは保険

医療機関か否かが不明ならぱ)他の健診の実施機関としての共通番号「66311HH6」

を記録する。

(2) 名称

二の2の(2)と同様の記載とする。

3 利用者情報

①整理用番号

二の3の(1)と同様の記載とする。

②資格区分

対象者の強制加入被保険者若しくは強制加入被保険者の被扶養者、任意継続被保険

者若しくは任意継続被保険者の被扶養者、特例退職被保険者若しくは特例退職被保険

者の被扶養者又は国民健康保険の被保険者の別を明らかにするため、特定保健指導の

初回面接を実施した時点における資格区分を記録する。

なお、市町村国保の場合は、提出を必須とはしないこととする。また、平成25年

度以降に実施された特定健康診査の結果に基づく特定保健指導について提出を求め

るものとし、それ以前に実施された特定健康診査に基づく特定保健指導については提

出を求めない。

21

③郵便番号

以下のいずれかの方法により、対象者の住所地の郵便番号を記録する。なお、ほぽ

一度で完了する特定健康診査と異なり、特定保健指導は実施期間が約 6ケ月に及ぶ

ことから、その間に利用者が転居しても利用を継続した場合は、転居後の郵便番号



が管理されている場合はそれを記録し、管理されていない場合は指導開始時(転居

前)の郵便番号でも可とする。

ア保険者が委託により特定保健指導を実施しており、かつ委託先の保健指導機関

が利用者とのやり取りの都合上、住所等を管理している場合は、当該機関から保険

者がその結果を受領する際に、各機関において受診者の住所や郵便番号が記録され

ているので、そのまま提出することとなる。

イ委託先機関が利用者の住所等を管理していない場合や、保険者自身で特定保健

指導を実施した場合は、次のいずれかの方法で記録する。

①特定健康診査の結果に記録されている郵便番号を使用

②保険者において管理している加入者の住所情報(毎年の提出時までに住所管理

を終えるこどを用いるか、あるいは受診者本人から収集し記録

4 利用券情報

①利用券整理番号

保険者が委託により特定保健指導を実施し、集合契約等により利用券を発券してい

る場合は、その委託先から保険者がその結果を受領する際に各機関にてその番号を

記録されているので、そのまま提出することとなる。

利用券が発券されていない場合(保険者自身で特定保健指導を実施した場合や、償

還払いにより加入者から特定保健指導に関する記録を受領する場合等)において、

平成25年度以降の特定健康診査に基づいた特定保健指導を行った場合は、利用券の

発番ルールに基づき、年度番号「2 桁」(特定保健指導の基になった特定健康診査の

実施年度を記載する。)及び種男リ「1 桁」を付番し、個人番号「8 桁」については、

固定値「00000000」を埋めることとする。

②特定健診受診券整理番号

特定健診情報ファイルと特定保健指導情報ファイルを受診者(利用者)で紐付けt

るためにこの欄を設けている。

二の4に示したように、空欄となる場合は、受診券整理番号に変わる紐付け用の番

号が必要となるため、整理用番号にて紐付けを行う。

5 保健指導情報

①ネ佳続的な支援に関する項目

積極的支援の利用者のみ該当する項目に記録し、動機付け支援の利用者は記録する

必要はない。

② 6力月後の評価に関する項目

通常は実績評価まで完了するので、必要な項目については全て記録可能であること

から、その場合の「6力月後の評価ができない場合の確認回数」欄は、確認、作業の必

要なく実績評価が行えた場合は0を記録するか、この欄を作成しない(XⅦによる記

述方法としては要素を出現させない)こととする。
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初回時において面接による指導を行った者による度重なる確認作業にもかかわら

ず、利用者からの返答がないために実績評価が実施できずに打ち切った者の記録を

終了者扱いとして提出するためには、以下に示すように記録されている必要がある。

ア「6力月後の評価時の体重」等実績評価の結果に関する欄には記録できないもの

の、6力月後の評価に係る項目偶嚇氏の特定保健指導情報ファイル中「保健指導情

報」の番号1068から1078までの項助以外の必要項目(月嚇氏の特定保健指導情報

ファイル中「保健指導情報」を参照のこどは全て記録されていること。

イ「6ケ月後の評価の実施日付」「6ケ月後の評価の支援形態又は確認方法」「6ケ

月後の評価の実施者」「6 ケ月後の評価ができない場合の確認回数」の各欄には必

ず記録されていること。

①「6ケ月後の評価の実施日付」欄には、階劉乍業を開始した日付、もしくは打

ち切り前の最終の晦副乍業を行った日付が記録されていること。但し、いずれの

日付の場合も「初回面接の実施日付」欄に記録されている日付から6ケ月以降の

日付となっている必要があることに注意されたい。

②「6ケ月後の評価の実施者」欄には、実績評価を実施するべく度重なる晦忍を

行った者が選択されていること(通常は、初回時において面接による指導を行っ

た者となる)。

③「6力月後の評価ができない場合の確認回数」欄には、打ち切りまでの確認作

業を実施した回数が記録されていること。

6 その他

提出する特定保健指導情報ファイルは、特定保健指導の利用者の記録とする(第2の

二の7の(6)及びa3)に示す終了者の記録のみではなく、第2の二の7の(4)及び(1Dに

示す利用者の記録とする)。

以上
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保険者から社会保険診療報酬支払基金ヘの実績報告のためのファイルイメージ

1も定健弓
情報プアイル

(健診結果データ)

特定健診・特定保健チ穿尊惰報の
交換用基本惰報フプイル

A

様E保健指導
'聨&ファイル

(保健指導結果データ)

B

C

^^^^^

D

^^^^^^

^^^^^^
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特定健診・特定保健チ冨尊
の集計惰報プアイル
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^^^^^^^

受診者惰報等を
削除し匿名化し
たフプイル(受診
券整理番号等に
より同一受診者
のファイルを紐
付け)

A'

.,

.,

^^^^^

D'

キ怠括表

^^^^^

゛

^^^^^

鼻

^

^^^^^^

49

^

女

男

54

^

舶

^ 0~ 5~ 0~
64 6 7

ー
ー
,
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
'
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー



特定健診.特定保健指導情根の交換用基本情恨フγイル(1送信あた川ファイル.,)

フフイルの記録内容

竹定健診・竹定保健指

違の交換用情帳

種別

保険者から社会保険診療帆酬支払基金ヘの実績級告のためのファイル仕様

フィールド名称

送付π機閑

送付先機関

作成年月日

実施信分

2 特定健診情帆ファイルQ健診結果あたり1ファイル。1送信あたり複数プアイル。)

総フ丁イル数

ファイルの記緑内容

このアーカイプのファイル致

総アーカイブ数

モード

フーカイプ番号

特定健診受診情根

数字

数字

数字

特定健診椴関情根

デーク

形式

数子

2

数字

実施区分

10

フィールド名称

被字

10

固定

実施年月H

受診者情慢

8

鯉診プログラムサービスコード

可変

数字

保険者小ら国(支払基金)への実施結果帆告

記録

"定健診機朋番号

可変

数字

名称

固定

6

提出する保険者の番号を記録

受診券情岨

数字

整哩用番号1

固定

社会保険診療帳酬支払基金

整埋用番号2

6

特定健診の健診結

果・問診結果倩机

(詳細な健診項目

を含む)

(抜枠)
(注2)

フγイルの作成年月日(西暦)を記録

可変

生年月臼

国ヘの実施結果郁告

2

男女区分

特定健診・特定保健指導情帳プン・イルを作成した総

フγイル数を記録

可変

2

記録内容

モード

資格区分

郵便番号

可変

アーカイブしたファイル内にある特定健診・特定保健

指導情惚ファイル数を記録

受診券雫哩番号

可変

数字

3 1寺定保健指騨情恨ファイル(1保健指導結果品たり1ファイル" 1送信あたり複数ファイル,)

項目二ード

アーカイプした総ファイル数を記録

数字

項目名

このアーカイプファイルの番号を記録

数宇

ファイルの記録内容

データ

形式

数牢

13」を記録

データ値

「94899010」を記録

漢宇

8

英数

固定

単位

3

英数

特定保健指導利用

情根

「10」を

10

散宇

固定

特定健診:「1」、他の健診結果の受領分「4」、他の

健診の不足項円を実施「4」

40

数宇

固定

特定保健指導機関

佶轍

64

数宇

固定

特定健診の実施年月白(西暦)を記録

64

英数

別表1参照

可変

健診実施時の区分を記録

8

数宇

備考

固定

特定健診機関番号を記録

実施区分

数宇

圖定

特定健診機関名称を記操

漢字又

は英数

実施年月日

利用者佶根

固定

フィールド名称

国の作成するソフトウェアにより付番

8

実施時点

固定

解説

国の作成すろソフトゥエアにより付番

別表2参照

Ⅱ

帖定保健指導機関番号

固定

赦〒

特定健診の受診者の生年月日(西暦)を記録

17

名称

固定

特定健診の受診者の性別を記録

漢宇又

は英数

整哩用番号1

40

固定

特定健診の受診者の質恪区分を記録

利用券情帆

項目に

より可変

整哩用番号2

可変

受診券真面に記入された受診者の郵便番号を記録

生年月日

保健指導結果情般

(抜14)

(注5)

項自に

より句変

委託先もしくは保険者が付番した躰埋番号を記録

可変

男女区分

特定健診の項目コードULACI0・17桁コード)を記録

資格区分

可変

モード

特定健診の項目名を記録(岩略可)

郵便番号

4

利用券整哩番号

特定健診等の実施及びその成果の集計情祝フフイル

別表6参照

(アーカイプが複数となる場合、アーカイプごとに作成、上るのではなく、複数に分割し作成した最後のアーカイプに含めろ)

可変

数字

特定健診のデータ値を記録

最大

バイト

帖定健診受診券整埋番号

数字

数字

支援レベル

特定健診のデータ値の単位を記録(省略可)

注1 他の健診結果を受領し、不足した項目を別途実施等で複数回に分けて実施した場合は、ι.要な項目がすべて備りた年月日を記録する"

「"定健診の健診結果・問診結果倩帆」欄は、別添の「健診結果・質問票情慢」から一部抜枠した項目を列挙していろに過ぎ十、実際け「健診結果・質問栗情注2

郁」がデータとして挿入される(そのため、「結果識牙11」「データ基唯(下限値・上限値)」「データ値コメント」の項目は上記表でけ省略)。
注3 保健指導が完了した日、もしくは途中で終了が儘定した年月日を記録する,

利用者の郵便番号け保健指導機閉において指導に関するやり取り上管哩していれぱそれを記録、管哩していない場合け保険者にて他診結果データから追記。
「保健指導結果情岨」柳は、別添の「保健指導情枢」から一部抜枠した項目を列挙しているに渦ぎず、実際け「保健指導情根」がデータとして挿入される。

各ファイルはXⅦ標準形式とする,本表け必須項目の一部を示したものであり、X肌標堆形式に生成すろために必要な情憾等については、木表にない群細な技術
的規恪を椙載しているh1如://W艸.1r'11W. go. jp/buDyB/sh且kヨihosho/iryouseido01/info02i. htm1を参照すろこと,

数字

別表2参照

行動変客ステージ

データ

形式

渙宇

備考

初回而接の実施日付

8

(注D

英数

別表7参照

英敬

固定

10

数子

固定

40

数チ

固定

64

"定保健指導

数字

固定

64

特定保健指導の実績評佃時等の年月日(西暦)を記録

英敬

可変

全て完了

8

数字

固定

特定保健指導機関番号を記録

別表3参賄

固定

数字

特定保健指導機関名称を記録

別表8参照

固定

国の作成するソフトウェアにより付番

8

NNN-NNNN

数字

「2」を記録

固定

国ω作成するソフトウ=アにより付番

H

「2」もしくは途中終了確定

別表4一①参照

数子

固定

特定保健指導の利用省の生年月日(西暦)を記録

解説

数字

H

固定

特定保健指導の利用者の性別を記録

固定

特定保健指導の利用者の資恪区分を記録

特定保健指導の利用者の郵便番号を記録

固定

雅無勢.課・寄鵬鯖痢

委託先もしくけ保険者が付番した整埋番号を記録

8

固定

委託先もしくは保険者が付番した特定健診受診券整哩潘

号を記録

固定

固定

動機ノJけ支援又は積極的支援の別等を記録

「3」を記録

別表2参照

(注3)

備考

牙11爽5参照

別表3参照

別表8参照

N八N-NNNN(注4)

別表4・②書照

別表4一①参照

Π呆健指導情郁」
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別表1 種別二ード

コード名

種別二ード

2

特定健診機関又は特定保健指導機朋から代行機関

3

代h機関から特定健診機関又は特定保健指導機閼

4

代行機関から保険者

5

別表2 実施区分コード

保険者から代行機関(未決済データの場合)

6

保険者から代行機関(決済済データω場合)

7

特定健診機関又は特定保健指導機関から保険者

8

保険者から特定健診機関又は帖定保健指違機関

9

=ード名

内容

保険者から保険者

】0

その他

Ⅱ

実施区分コード

保険者から国(支払基金)

12

別表3 男女区分コード

代行機関から保険者八確認依頼

13

予備

予備

コード

=ード名

男女区分コード

別表4

①受診券整埋番号設定ルール

年疫番号「2栴」(西暦下2噺n

2

特定健診情恨

3

特定保健指導情帳

4

国(支払基金)への実施結果根告

発行に当たっては、芋哩番号け連番とし、欠番は設定しない,
佃人番号部分については、保険者の実情に応じて設定できろ、

(発行場所が複数拠点.の場合に、戈所番号を先頭に付番tる等。ただし、その場合でも連番でω設定を遵守tるこ上,)

②利用芬整埋番号設定ルール
年度番号「2怖」(西暦下2桁)+種別「1桁」+佃人番号「8怖」

他の健診結果の受領分

極別番号

=ート

備考

2

靖求

内容

男

一

返戻

女

請求

特定健康診査

種別番号

返戻依頼

+

過誤諸求

発行に当たりては、整埋番号を連番とし、欠番け設定しない。
年度番号にりいてけ、特定保健指導の基になった特定健康診査の実施年度を記載する。
佃人番号部分については、保険者の実情に応じて設定できる。
(利用券を発券しない場合け、佃人番号については固定値「00000000」を埋める。)

種別「1村1」

2

代行機関を介しない場合

3

'

別表5 保健指尊実施哨点コード

+

帖定保健指導(積極的支援)

内容

関係機関からの要望により設定

q金討中)

実施結果帽告

特定保健指導価力機付け支援)

個人番号「8栴」

極別

確認依頼

コード名

保健指導実施時点コード

事業主健診の結果を受領した場合

別表7

種別

備考

コード

ニード名

2

健診プログラム
サービスコード

開始貼

3

実績評価時

4

備考

途巾終了時

コード

備考

000

その他

010

020

030

不明

特定健康診査

040

050

広域連合の保健事業

内容

事業者健診(労働安全衛生,上に基づく健診)

備考

060

090

学校健診(学校保健法に基・づく職員健診)

990

生活機能評価

がん検診

肝炎検診

内容

上記ではない健診(検診)

集合契約の場合の最終決済岫に記録

被保険者資恪喪失による利用停止・悦落等

個別契約の場合に記録明次決済貼、憾告のみ等)

1~3に該当しない場合

佛考

備考

26

コード

※
※
※

※
※



別表8 資格区分=ート

コ」ド名

資恪区分二一1

=ード

2

強制被保険者

3

強制被扶養者

4

任意継続被保険者

5

任意継続被扶養者

6

特例退職被保険者

7

特例退職被扶養者

国保被保険者

内容

健診は健診実施日、保健指導け初回面接実施日の

蛮挌を記録

※国保け提出を必須化しない。

備考

27



別表6 特定健診等の実施及びその成果の集計情帳ファイル

0~0歳

男性※畉別、色~年代(40;74,で5 メ1,'_見,」式ナ屯用。
N0

4
全体的事項

5

特定健康診査刻叡者数※1

特定健康診杏の捌象となる被扶養者の数

6

2のうち、特企健康診食受診券を配布した者の数

特定健康診査受診者数

健診受診率

内臘脂肪症
候群に閼す
る事項

集計事項

10

評価対数者数

第2ーニーフー(13)

内臓脂坊症候詐該当者数

内臓脂肪症候群該当者割合

服薬中の者
に閃tる事
項

内臓脂肪症候詐予備緋者数

内朧脂肪症候祚予備駄者割合

高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数

第2ーニーフ-a4)

高血圧症の治療に係ろ薬剤を肌用している者の割合

脂質異常症の治療に係る薬剤を服用していろ者の赦

脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合

内瞭脂肪症
候鮓該当者
の減少率に
関する事項

桔尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数

20

「0~0歳」の部分を「総恬表」とす'る。

楠尿病の治療に係る薬剤を肌用している者の割合

21

昨年度の内臓脂肪症候緋該当者の数

17のウち、今年度の内臓垢肪症候詐予備詐の数

22

(人)

17のう土ハ今年度の内臓脂肪症候詐予備排の割合

23

今年度

(人)

17のウち、今年度の内臓脂肪症候鮮該当者・予備群ではな1
くなった者の数:

24

(人)

内臘脂紡症
候詐予備詐
の減少率に

関tる事項

17のうち、今年度の内臓脂肪症候鮓該当者・子偏詐でけな1。
くな0た者の割合 1゜

:(人)

昨年度

25

:(%)

内瞰脂肪症候詐該当岩の減少率

26

昨年度の内臓脂妨症候祚予備緋の数

1 (人)

27

23のうち、今年度ω内臓脂肪症候群該当者・予備群ではな1
くなりた者の数 1

噌減

..

第2ーニーフ-Q5)

保健指導対
象者の減少
率に関する
事項

(人)

23のうち、今年度の内朧脂】坊症候杭該当者・予備緋でけな:。。
くなった者の割合 1

(%)

当該年齢層に郭ける刻象者数

(人)

30

昨年度の特定保健指導の対象者数

被用者保険の保険者ωみ記録

四陶

26ωうキ」、
の数※2

被用者保険の保険者のみ記録

31

(人)

1のう土ハ定められた健診項Rを全て受
診した者の数

('%)

32

特定保健指導刻象者の減少率

(人)

昨年度の特定保健指導の利用者数

33

=4/'1* 100

備考

(%)

今年度は特定保健指導の剣象ではなくなった者129のう*コ、
の数※2

今年度は特定保健指導ω対象ではなくなクた者:

4の健診完了者に加え、全ての健診は受
診できなかウたものの、階層化が可能な
対象者も含んだ散

(人)

34

(%)

特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率

(保険者→支払基金)

28

(人)

特定保健指導(磧極的支援)の対象者数

゛

(人)

=フ/6* 100

特定保健指導(磧極的支援)の捌象者υ.1割合

四幼

37

服薬中のため特定保健指導(磧極的支援)の捌象者から除外1
した者の数:

=9/'6* 100

38

特定保健指導(磧極酌支援)0

通知の参照番号

=11/'6 * 100

第2ーニー1-U)

39

特定保健指導(磧極的支援)0

→

姑定保健指
導に関する
事項

第2ーニー1-(2)

(%)

40

=13/'6* 100

特定保健指導(積極的支援)の終了者数

第2ーニー1-(3)

(人)

41

第2ーニー1-(4)

=15/"6*100

特定保健指導q劃亟的支援)の終了者山割合

弟2ーニーフー(16)

第2ーニー1-(5)

特定保健指導(動機付け支援)ω対象者数

=18ノノ17*100

:(人)

特定保健指導(動機付け支援)の剣象者の割合

第2ーニー1-(6)

44

服薬中のため特定保健指導(動機付け支援)ω対象者から除:
外した者の数 1

第2ーニー2-(D

利用者被

,

第2ーニーフ-U7)

1(%)

特定保健指導(動機付"支援)の利用者数

利用者の割合

第2ーニー2-(2)

=20ノノ17* 100

:(人)

特定保健指導(動機付け支援)の利用者の割合

第2ーニー2-(3)

=(18+2の/17* 100

第2ーニー2-(4)

特定保健指導(動機付け支暖)の終了者数

第2ーニー3-(D

第2ーニーフ-OD

健診刈象者数は当該年度で毎年4月1日を基準とし、その年度中に異動した者及び除外基唯を満たす者を除く。※1
検査結果の改善に上り、特定保健指導の対象から外れたのみをカウントする朝艮薬中の者となることによ"、特定保健指導の対象から外れたものを除く),※2

※3 特定健康診査及び特定保健指導の実施に閑する基準(平成19年厚生労働省令第157号)
*「昨年度」柳には実施年度の前年度の集計結果をそのまま記録し、「噌誠」榔にけ「昨年度」柳の数値から「今年度」欄の数値を械じた散を記録する(¥位が%

の項目にっいてもそのまま減算した結果を記録)。なお、「今年度」欄や「咋年度」舶に小数点以下ω数値が発生寸ろ場合は、それぞれの梱において端数処哩
(小敬点以下第2位で四捨玉入)を行りた後に差異の計算を行う。'

※健診妾診率や内臓脂肪症候扉舷当者の割合等小敬点以下の数袖が生じうる東項にっいては、小数点以下第2位で四捨玉入を行い、小数点以下第1位までの値で記
録tることとす'る。な部、小数点以下の数値が生じない鳴合は小数点以下第H立にりいては0を記録す'る。
本帳告け、主として健診結果.質問票情机及び保健指導情根のチータから集計を行う,なお、備考欄に算出式のあるものにっいてけ.、 健診結果・質問票等から・:・

集計しなくとも算出式を用いろことで集計値ω作成が可能,

:(%)

第2ーニー3-(2)

特定保健指導価州畿付け支援)の終了者の割合

第2ーニー3-(3)

1(人)

特定保健指導の対象者数ω、ヨD

第2ーニー3-(4)

=24/23* 100

:(%)

特定保健指導ω終T者数(小ヨD

第2ーニー3-(5)

特定保健指導の終了者し」、計)の割合

第2ーニー3-(6)
第2ーニー4-(D

第2ーニー4-(2)

(人)

第2-ーーフー(12)

=27/26* 100

第2ーニー4-(3)

(%)
.

.

1(人)

第2ーニー4-(4)

=30,/29* 100

第2ーニー4-(5)

:(%)

6のうち、実施基準(※3)第8条第2項の規
定に該当すろ者

第2ーニー4-(6)

1(人)

第2ーニー5-(D

=32ノノ、6* 100

:(%)

第2-_-5-(2)

37に加えて、途中で終了した者ぴ)数

第2ーニー5-(3)

1(人)

=35/、'32* 100

1(%)

第2-_】+ー(D

6力月後評価主で完了した者(6ケ月後の
評価において、度重なる連絡にも応答が
なく未実施の場合も完了と見弘炉"

第2ーニー6-(2)

1(人)

第2ーニー→一(3)

=37/32* 100

第2ーニー^(4)

(%)

6のう.人実応基堆(※3)第7条第2」頁の規
定に該当する者

(人)

第2ーニ^ー(5)

(人)

=39/'6* 100

:(%)

第2ーニ^ー(6)

第2-_ーフー(D

44に加えて、途中で終了した者の敬

第2ーニーフー(2)

=42/39* 100

6力月後評価まで完了した者(6ケ月後の
評価において、度重なる連絡にも応答が
なく未実施の場合も尤7と見做t)

第2ーニーフー(3)

第2ーニーフー(4)

第2ーニーフー(5)

=44/'39* 100
=32+39

第2-ーーフー(6)

=37+44

=47/46* 100

第2ーニーフー(フ)

第2ーニーフー(8)

第2ーニーフー(9)

第2ーニーフ-aの

1
 
2
 
3

7
 
8
 
9

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6

フ
 
1
8
 
N

8
9
8
9

5
6

3
3

4
2
 
4

5
6
7
8

4
4
4
4



N二二一N ,二だ

置Vリ排脳櫃、、UくK違"纏

秤一寸,.置νり一望、橿令田乏一負.擦鼎倒↓即一",陀鎧νり一卸

諮櫃令勾イ昔還型蛙一N '楚νり一単4侑9田く昔遍幽二

冬憾="N,暑諺=.,一

峯一γご坤縦櫨令Nく甚美唾禁喫

一,.讐νり一讐楓令マミ一蝋沓↓地",駿一νり一繁

旧令Nイ美一還誼咲一一N,詑巡νリ一迷離阻ミ.く蔓美垢幽二

.点窒"N,三趣=一一

峯一ト、"一袋楓令町くミ垢鑾

、皿一一,詑追し.寸一鄭脳旧令山イ美美一桜襲副↓地",詑迦し.¥坤

器侶(二くぎ遍型峠一"N,塁避し、リ一坤寵逼R田く昔県幽二

(急比0

劉誤

・で、惜譜

畠(遍煕、9お幕し黒剖急冨ぜ一余昏劉)架簀、姻眠

誰似一t ,ρ尋一.、裂一一量通一N,袋璽一.一

鎧抜昇"寸,鄭獣築一",抑讐準』"N,罰嵐響、』一

」、1旦 1、、.K△Π!冒

(支婁雫武袈堺、副遍響雷忌二ν霜鷺欝墾

田リ゛.冒剖如令Ⅷ H-V宝打一

口三ミ征影留一ξν二冊、州遷ヒ易,゛希.町"゛,雷.

誤塔一一乏,"一ν二ヘ、門雷予寸'二霜1斗品旋ヨ否印

,(εン一如,(伺) の

ン一、,之一伯,(ε白一Φ、(醐)凹一寸,=一;(ε一"N ,(伺)一一【

N
N

盲長

,
「
!,.

一 1丸
亀

一 1Π
捻

一1晶

.

ム、1b ートK△Π谷一

0一ヨ・ミヲこ虫如一聖丑

0

コ叫匙堂"N,P《・一迷一一一

暖塑畩臣距・咲捉命避

と"伯臼一、0 '=一一

(支鍵敵(桑黛契旬ヨ)襲容露゛二ν月鷺ν"昧論急

鬻"語で安A隈

怯ミ叩
N ,
゛ヘ゛叫侍ミ一一

禽

(志分途趣逮尖望旦)懸秘雪゛二し.月窟髞。輯全

令塑

0

昌

"、入Kn

'1Π位皿一

.'ー.ー

.゛、導促ゞ器型.、コ皇峠N豐萎セK肝山製.哥

婁↑メ季が÷

。゛、導船ハミ金諺Nコ是獣N空萎憾畍山裂n

婁兵尋無÷

。゛、端訟゛呉企諺Nコ皇航り再表ゼ畍呉傑肝

皇一↑バ↓歳÷

。゛、端瑞,器諺Nコ遍峠り一聖卦豐獣昼n

墜一卜釜撚÷

避住芹セ導鼎念,R企諺七コ呈保リ誰葺瞥獣昼肝

墜一卜K尿餌÷

.避はNゼ導謡力゛,希諺七0型峠リ誰弐瞥獣讐斗

墜一1LK忌溺÷

埋は芹だ導瑞H-,希剖門、J週黙り蔦妄瞥肝鴇置斗

墜一1'一系献÷

翌は降ゼ導瑶だ,R亀.、0週峠り一き営講墨肝

蝶一片貳尋緩÷

一 1れ

も

+十+.山++一廿

十十十一ι0 ++一一

+++・Ⅲ+十一一

十十十一Uコ,十+一一

命回ご1卓

命目1隼

ヨX、キ)岩0婁一

(血回こ1巨

命回N)1巨

、X)"

執遍)置亘

ー.ー

妄↑K忌癌÷

牢E忌捕÷

貳閏

逗叫瑚

十゛

一 1n

暴与爵=龜優抑イ金

命旦悪一製害=1一琴

一 1n
亀

即一

一 1Π

10
へミ鬪え県〒コへ弗

ヨ.金言0一削ゼ一N」だ如き゛二し.二わ欝リ室1Π9 「氣逓)

、嘉=陌烹易鷺誕好五皿ス、U'二行痢亀刑握

望

婁迴罍雫龜倦抑餐

、ーー

亀
亀

ー.ー

一1村

倉倒塾5

ム癖)

暴己盤一

EU

.1岱一N一長

劇樋1霊

1秀葛霊

鼠波管「忌

0

婁皿)1

(冨、、竣灸逗璽

霜黙皿)川1ぱ

合嵯堰匝)越璽

01一岳Ξ琴

の1岳=一琴

胃1=考

゛゛一
な

、一一

4.

{豈一麟雫龜旺謬一

冨冒5
.像)

冒遵睡

週卦

ー{さにot、翫

一 1れ

1n

一1"

ー.ー
隻

一 1れ

1冨Kヘよ゛)1頓・一

=1一工翫

凄令迄S罵剖1

@一邑嘉(這甜

のー=中一響琴

01竺響長

【一1琴

迅一県1ーー(、)望.N

冨尋豐
0驫

号泳窒

判一令印一ぜ

辿一昇41旦、,一ハ入ヘ永=ミ叉

.1岳君琴
イ

、＼R

宅、.
ゞ

縫讐一.

.1一諮=0琴

.1岳=0長

一一1巨誘

1畢"貝演建)量

1冨きへよ小)悟:ー

愈1谷妥9一卜当1

七Π゛、、,ぎ1十北ト"く)總業製劇薫

霜墜姻瓢9一卜遍叢嘩.譽

霜名讐璽心;一卜).1加一一

.一
禁

業
曾

冨暴)塑棲=

鼠悔S判苓Ψ)塑棲

」?△霊率雁

靈゛長)塑櫨一

(の一竃H.、, H色塑選一

昏一一塗H¥μ入)塑惨一

冥〕+、、bK」イ)塑選一

一呉. の

の1一一挨
.
各

=

一吊各 =

゛十蚤峯゛運゛嘆曼衾萎「皿回N」,「血回一」,卸県「哥

イ

ヨX、ギ)嵐曾

ー「、

ー.ー

一 1Π

一 1Π

判大、田一寸

゛、・.驫、製専靈゛聾令迴ヘ焦貳一「皿回N」,「皿回ど,排援一nト

一1一伯長

一1皮冨

一1長

一1一嶋罵

一1壁冨

一1長

ゞ

蝿梓亀一"

昂1石一呂畠.

ー、、

、々、ーー

点巨言黒逓"N,梗露書暴』起一一

ゞ

N

(志弓忌幕呈券冬譽】一

.1一8掛小

全倒曼巡理Q

兪廼;鼎Q

(獣探驫」①県゛

ゞ

0

一一1-8畠小

一一言刷一8一制

一一Ξ一途一8【別

=1一8一冨

岳一0=蕊

.1亘舌

=1巨宕=奇

寡智露讓票呈ーミ一一

ゞ

諸"石安昼金U仙ν、粛年

尉リ点,Y」、、鑾・N '、t一ヘ丸N"制てL,船拝

鷺り語ミ倉一島U扣・Y、甜坪

コ黒町"釦リ、L、.鑾一N ,安Q町"AUV.、鑾

鷺り語スミ島"劇1Y.需坪

々町リゆて、促螺一N 工t "島リ゛UY.、吊ι押

冒ハLn、出、]忠劇目

@劃這熹〕塑目紅

C

全凶露嘉庸マー景讐一
0

家

口

((1巴議邑1套ミ

(1蛋取画革1轡臂

Ξn晦

騨田智一

兪途

蕎法位

旦、騒運畔)

ゞ

回Σへミ;ぐ

0

1桶

(遵ミj旦・ミ.班製誓1案号

璽』△.、1旦・ミ・田里冒1.弼は

さ

剖

倉嘉巴誕邑1寮苛N

(品聖巴髞廼美1=臂一一

の工属一8石5翹瓢

-0一属一1容瓢

5一属一1零:S

容一呆一ξ芯瓢

包倒n善

埋
轡q

焦
讐

業
熊

業

Ξ昂一1互一

=冨0-1一呈

=一窪一1容三

一一長一1冕一

C

一1器一Φ一冬

一1N吊一Φ亘血

一1-8一伯互血

一1一發小

一1一一号

【1各

一1-8翫

富

0
イ

岬皿照

NΞ一1"

生一↑式尋黙÷

婁↑蕎歳÷

↑=【ト.入忌然÷

皇一卜K↓心献÷

響妄煮÷

墜一卜式尋無÷

墜一Fメ忌繕÷

象
1

h十烈
柱

蚊
欝

熟
業

欝
象

業
欝

曾
熊

弛

症ル男 U一重
の

=1蕎 m1一一坦.

=1一婁血

.1一男翫

=ー.

NO=割一ξ一爲

0

釜

容3創一1蒼"

0

皿回一

皿回N

割X、印

皿回一

伽回N

ヨX、田

N祭一ξ蒼0

ミ一1蒼m

回邑 U一舌一

容一斎一Ξ蒼0

.

容蒼虫Ξ蒼'

発塀一1蒼"

一冨一ξ一爲

-6{ミ血一Ξ一爲

【0-1一爲

5爵.一Ξ一呂" 岩駕雨

(や3↑Υト

!"

細笹田佃一典

型壽田皿一N

一版・【

.

熊
曾

熊
熊

弛
熊

0

(蜘冊田皿)盟一

@一雷迎曼

倉獣)盟一

重奥貫
雷

J
噂武

1一

"毛

ミー肌

一属
-oi=N1'

一罵1冨0

-ON窮ミ蒼"

一属C、コー絡"

-0鷲1冨0

一系1:=罵

3N、N1仁属

==N"冒仁罵

一属1↑罵

喬窮1、属

-0一斎ート罵

一罵"ミ臣"

爲袋1一罵

3にN1-0烏

、
ノ

欝

製
熊
淑
獣
灘
撚
焦

゛
誕

0つ
:C゛

:ー
ー

16コ
:C゛

:^

省
老

ぎ
昔

冒
;1;;

^
^
^
^
^

→:1゛!1→!1+

^

0
0
0

・
1・

・
・
・
1・

0コ
10コ

10コ
!0コ

古
K
古
属

・
1-1・

^
^
甲

"

^

,
-
 
C
口

0
0
0
0
0
0

"戸
焚
1 、

;1 二,;・、

1 1
1
 
1

目
田
坪

無
滋
滋
惑
滋
滋
惑

^
:
C
゛
:
^
:
C
゛

州
畢
科
望
桝 !
0

目
饗
巡
桝

騰
全

桝

01ロ
ロ
ロ

目
型
選
廻
剛

ロ
ロ

ロ
ロ

ロ
ロ

ロ

劃
最
墾
繼
郡

口
0
0幽
暑
ミ
写
支

0
0
 
七

七
0 七

"τ越
巨
酢

0
 
七

七
七
!
イ
1

}!,!

e
冒



1卜
1 コ

・ 
1コ

:11
に1

、1
卦、

1力
、1

斗:
コ・

1卦
・に

1・
1コ

11ト
:斗

!C1
卦、

1斗
!コ

雲 1 一 ]

如 1 =

巻 一 1 =

炉 1 =
~ r - ' . 自 ! 惑 . ー . ー , ー .

父 卓 引 1 D . 言

サ ー エ ,  Q ミ ー

斧 二 還 i 副 罰

" S ミ R

甘 ( 扣 袿 金

き 九 1

獣 ( 区 翌 迎

画

1 異
瑚 昌

一 = 禽

零 獣
習 b

旋 ユ
、 ι

五
、 ノ

、 ノ
、

諸
姦

昼 所
井 璽 S

一 器 襄 S 詮

) C ・ ・ ・ 良 金 レ 出 乎 口 ・ , ・ 団 写 S ぎ 辱 一 b 膳 0 叫 醐 先 忠 告 舳 高 , 「 か 語 ( 堀 渦 蕎 」 囲 田 ) , : : 三 、 ミ S 急 皿 ミ 曾 凹 ( 回 曾 陛 き づ 一 . ヘ ゛ 朏 C X 卜 N 、 、 ε , コ . : . ま 甫 ン 舳 e せ 加 の 芥 尻 . 壽

參

U !

Ⅱ
1  
一
,
、

U 1  
一
'
、

U ー プ 、

U !  T .

U 1  フ 、

U f  - ,
、

U 1  フ 、

U ー プ 、

U 1  フ 、

U 1  
一
,
、

U 1  
一
'
、

U ー プ 、

U f  - ,
、

U 1  
一
,
、

U 1  
一
,
、

U 「 一 , .

U 1  
一
,
、

一 一 一
U . t / " . t  
子
" ;

一 一 一 " 5 "  M 一 や ξ ?

一 吐 ノ M - ゛ ξ N

一 一 一
,
↓
'
エ
,  M  -
゛ ξ
>

一 . 一 斗 ゛ /  M - ゛ ξ N

一
.
一 〒
.
゛
/  M .
一
"
三
N

一 . 一 , ↓ . ぜ ノ  M  ゛ ξ N

】 一 一 壮 ノ " -  C E : N

一 一 吾 ノ 闘 一 t ξ H

】 一 甲 ,  N . M . 、 L ゛ ,  W . 減 ち

一 斗 t / N - ゛ ξ X

昇 三 , M - ゛ ξ N

一 壮 ノ  N . ゛ ξ N

輸 切 . " 一 一 断 、 、 ' U 一 一 一 N 、 C ル 器 、 L リ 亨

] ミ ,  N . 一 、 , M 郡 畜 ' .  W  論 ム ; ; 勇 厶 一 W の 伴

一 , ' . 三 '  M  - ゛ ξ X

雲 ダ  M 一 軌 酬 渉 一 X 小 サ 血 号 ) , W 一 φ h 酔 紗 δ ( 両 1 5 二 ) '

罵 慧 冷 温 灘 , 咽 、 溜 心 簿 冷 " 恕 湛 、 ; :

一 斗 ゛
/  M .
゛
" '
二
N



夕
プ

一
イ

デ
夕

1
 
一
 
1

一
一
一

コ
一
コ

Σ

回
一
回
一
分
一
回
一
分
一
回
一
分
百
一
分
一
回
^
回
一
分
一
回
一

数
宇
一
靈
軍
一
^
一
数
字
一
^
一
^
数
字
一
^
一
数
字
一
^
一
^
一
数
字
一
^
数

一
一

0

△

0

0

0

△

0

0

0

0

0

C

0

回
一
貝
分
百
^
一
回
一
分
一
回
^
分
一
具
回
一
分
一
貝

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

△

0

0

△

0
0

△

△

△

0

0

0

△

0

0

△

△

0

{
于
一
字

数
数
一

0

0
-
0

字
一
字
一
ト

懲
埋
ト

0

△
△

字数

△
.
0

宇.
、

△

ゞ

U

0
 
0
-
0
-
0

'
0
-
0

0

0

0

△

△

△

0

△

0

△

0

ゞ

,

0

工

2

六
 
3

3

5

3
々

3
々

3
h

3

5

.
 
0
 
0
 
1

番号 動機付
け支援

10ω

件

1002

積極的
支援

1004

1005

1006

」頁目コート

1007

1008

1020000001

1020000002

1068

1069

10220000Ⅱ

1022000012

1022000013

1022000015

1070

1071

支援レベル

1072

行動変容ステージ

1073

】021000020

初回而接の実施日付

1074

1042000OH

1042000012

1042000015

1042000116

1042001031

1042001032

1042001033

1042001034

1042001042

1042001041

1042001043

初回面接に上る支援の支援形態

初回血接の実施吋問

初回面接の実施者

1075

1076

項目名

107フ

繼続的支援予定期間

1078

6ケ月後の評価の実施日付

6ケ月後の評価の支援形態又け確認方法

6ケ月後の評価の実施者

1079

1080

保健指導情根

1081

6ケ月後の評価ができない場合の確認、回数

1082

6ケ月後の評価時の腰囲

1083

6ケ月後の評価暗の休重

6ケ月後ω評価時の収縮期血圧

6ケ月後の評価貼の拡張期血圧

1084

1085

データ値

1041800117

1041101117

1041101113

104120H17

104120Π13

1041302117

1041302113

1041103117

1041103113

104110U17

1041203117

1041203113

1041204H7

104UO0114

1041200IH

1041800114

1086

6ケ月後の副卸寺0)保倒旨導によろ生括酒"憤の改善(栄養・食生活)

6ケ月後の訊イ冊寺0)保イ劇昔導による生活、"慣の改善(身休活励)

6ケ月後の副田吉αH呆健垢導による生活、"慣の改善(」奥畳

1087

1088

1089

単位

計画上の継続的な支援の実施回数

計画上の継続的な支援の実施回数(佃別支援A)

1090

1091

年月日

=- 1

数チ

コー 1

計画上ω継続的な支援の合計実施暗問(佃別支援A)

1092

1:積極的支援、2:動機づけ支援(健診結果に基づき階層化された区分)

1:意志なし、 2:意志あり(6ケ月以内)、 3:意志才,り(近いうち)、
4:取組済み(6ケ月未満)、 5:取組済み(6ケ月以上)

計画上の縦続的な支援の実施回数(個別支援B)

1093

計画上の継続的な支援の合計実施時問(佃別支援B)

計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援)

計画上の継続的な支援の合計実施時問(グループ支援)

1094

YYYYMMDD

1:個別支援

1095

YYYYk心IDD

数字

1096

年月日

コー 1^

コード

子・

計画上の耕続的な支援の実施回数(電話Aに上る支援)

剖画上の継続的な支援の合計実施帖問(電話Aに上ろ支援)

1097

週

1:医師、 2:{呆健師、 3:管埋栄養士、 4:そUX也

1098

計画上の粧続的な支援の実施回数(e「n8HAに上る支援)

1099

備考

計画上の継続的な六援の実施回数(電話Bによる六援)

計画上の継続的な支援の合計実施時問(電話Bによる支援)

計画上の継続的な支援の実施回数(0-,ヨi]Bに上る支援)

計画上ω継続的な支援に上ろポイント(支援A)

2:グループ支援

UO0

YYYYINDD

佃別支援、 2:グループ支援、 3:竃話、 4:屯子メール支援

医師、 2:保健師、 3:管埋栄養士、 4:その他

確認方怯に基づき、評価実施者が行った確認、の回数

1:佃別支援、 2:グノレーソ支援、 3:危話、 4:電子メール支援

1101

mm11g

mmHg

1042800117

104210Π17

1042101113

104220U17

1042201113

1042302117

1042302113

1042103117

10421031玲

1042104U7

1042203117

1042203113

1042204117

1042100114

104220OH4

1042800114

10428001玲

1042000022

H02

H03

計画上の靴続的な支援によろポイント(支援B)

U04

二

一1

ニー 1

コー 1

計画上の継続的な支援によるボイン 1、(合計)

数干

1105

実施上の継続的な支援の実施回数

1106

実施上の継続的な支援の実施回数(佃別支援A)

1107

渙子

コー 1

実施上の継続的な支援の合計実応哨問(佃別支援A)

実施上の継続的な支援の実施回赦(佃別支援B)

H08

U09

蛮ι毛交.上、 1.
変化なし、 1

禁煙継続、2

実施上の継続的な支援の合計実施時問(佃別支援B)

実施上の紲続灼な支援の実施回数(グルーブ支援)

実施上の継続的な支援の合計実施時問(グループ支援)

改善、 2:悪化

改善、 2:惡化

非継続、 3:非喫煙、 4:禁短の意志なし

実施上の紲続的な支援の実施回数(電話Aに上ろ支援)

31

1:個別支援、 2:グループ支援、 3:電話、 4:電子メール支優

実施上の継続的な支援の合計実施傭問(電話Aに上る支橿)

実施上の継続的な支援の実施回散(e一「"8j]Aに上る支援)

実施卜の纓続的な支援の実施回数(電話Bによる支援)

11]6

数子

漢子

実応上の縦紙的な支援の合計実施哨問(電話Bによる支援)

1117

実施上の継続的な支援の実施回数(e-゛ai玲による支援)

H18

継続的な支援によろポイント(支1屋A)

1042000081

1042000082

1042000085

1119

紲続前な支援に上るポイント(支援の

紲続的な支援によろポイント(合計)

1120

委言ε矧呆倒昔導捌胃
番号ωと同じ

委iモ先1呆倒旨酒脚円
名①と同じ

柱Ξヌ゛応内容ωと伺じ

禁煙指導の実応回赦

H21

実施上の継続的な支援の終了日

1:個別支援、 2:グループ支援、 3:電話、 4:電子メール支援

1122

委託先保健指導機関番号(D

数〒・

数字

赦字

殺〒

数宇

数字

牧〒

数字

数字

数子

数十

数字

赦子

数手

委託先保健指導機関名ω

1123

委Ξモ矧呆側旨馴倒到
番月①と同じ

委ヨモ先イ杲倒旨填樹判
名①と伺じ

豆捌応内容ωと同じ

主対応内容(D

委託先保健指導機問番号②

自動計算

自動計算

委託先保健指導機閑名②

番号ωと同じ

委託先イ呆健指導棚對

主対応内容(2)

委託先保健指導機関番号(3)

委託先保健指導機関名③

主対応内容(3)

委託先保健指導機閏番号④

委託先保健指道機閉名④

年月日

自動計算

自動計算

自動計算

回

^^



1124

※条件:0・・・必須入力項目、介・・・少なくとも保険者が委託により実施した場合は必須入力項目、△一・情帆を入手した場合は帆告
※動機付け支援だが、契約によ"継続的な支援の実施及ぴ保険者ヘの机告が求められている場合(債極的支援に皐じた継続的支援を実施する場合)は、根告しても差し支えない(肋えて情根

を削除寸る作業を行ウ必要けない)。

※項目Ⅱ13~H24にっいては、当該保健指導を実施している保険者(又け保健指導機関)が継続的支援の一部を委託(又は再委託)している場合に入力、・トる"

女

名ωと同じ

主対応内容ωと同じ

32

主対応内容④ コート 1.個別支援、 2:グループ支援、 3.電話、 4:電子メール支援



偶嘱己) 殿

保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する平成25年度以降に実施した特定

健康診査等に基づく特定保健指導の実施状況に関する結果について

標記について、別添のとおり、都道府県知事あて通知したので、よろしくぉ

取り計らい原頁いたい。

保発0329第18号

平成2 5年3月2 9日

厚生労働省保険局長



偶1信己)

地方厚生(支)局長

健康保険組合連合会長

全国健康保険協会理事長

国民健康保険中央会長

社会保険診療報酬支払基金理事長

総務省自治行政局長

財務省主計局長

警察庁長官官房長

文部科学省高等教育局長

文部科学省初等中等教育局長



都道府県知事殿

後期高齢者支援金の加算・減算制度については、関連政省令及び告示を公布

したところであるが、その内容等の詳細は下記のとおりとするので、御了知の

上、貴都道府県内の市町村及び関係団体等ヘの周知を図られるとともに、実施

に遺漏なきを原頁いたい。

後期高齢者支援金の加算・減算制度の実施について

保発0401第10号

平成25年4月1日

厚生労働省保険局長

(公印省略)

第一概算後期高齢者支援金調整率に関する事項について

概算後期高齢者支援金調整率は、百分の百とすることとする。

第二確定後期高櫛者支援金調整率に関する事項について

1 確定後期高齢者支援金調整率は、次の保険者の区分に応じ定める率とする

こととする。

①加算対象保険者百分の百・ 二三

(2)減算対象保険者一からアに掲げる額をイに掲げる額で除して得た率

を控除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率

ア当該各年度における全ての加算対象保険者に係る確定後期高齢者支

援金の額の総額と当該各年度における全ての加算対象保険者に係る調

整前確定後期高齢者支援金の額の総額との差額

イ当該各年度における全ての減算対象保険者に係る調整前確定後期高

齢者支援金の額の総額

1

三
口



(3)

2 加算対象保険者の基準について

第二の1(1)に規定する加算対象保険者とは、前年度における特定健康

診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下Ⅳ劫

という。)第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)の実施

率が千分のーに満たないこと又は特定保健指導(同条に規定する特定保健指

導をいう。以下同じ。)の実施率が千分のーに満たないことという基準に該

当する保険者とする。

ただし、次の(1)から(3)までの基準に該当すると厚生労働大臣が認めその

旨を通知した保険者は、加算対象保険者から除くものとする。なお、当該通

知は、保険者の申出に基づき行われるものであることから、保険者は次の(1)

から(3)までの基準に該当すると見込まれるときは、速やかに、(遅くとも実

施年度の翌々年度の10月末日までに)、書類等を添えて厚生労働大臣に対し

その旨を申し出ることが必要であること。

(1)災害その他の特別な事情が生じたととにより、前年度に当該保険者に

おいて、特定健康診査又は特定保健指導を実施できなかったこと。

当該基準に該当する場合、下記の書類を添えて申出を行うことが必要で

あること。

ア災害その他の特別な事情の内容を示す書類

(例)災害救助法に基づき指定を受けている市区町村であることを示す

書類

イ特定健康診査又は特定保健指導を実施できなかった理由を示す書類

(2)特定健康診査の対象者の数が千人未満の保険者であって、当該特定健

康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準を

満たすものに係る同年度の特定健康診査の実施率が、同年度において、次

の保険者の種類に応じ、それぞれの種類における平均値以上であること。

①及び②以外の保険者百分の百

'1

加入者の数が五千人未満の市町

村

保険者の種類

加入者の数が五千人以上十万人

未満の市町村

加入者の数が五千人未満の全ての

市町村に係る特定健康診査の実施

率の平均値

平均値

加入者の数が五千人以上十万人未

満の全ての市町村に係る特定健康

診査の実施率の平均値
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,/

加入者の数が十万人以上の市町

村、健康保険の保険者(全国健康

保険協会に限る。以下同じ。)又

は船員保険の保険者

国民健康保険組合

単一型健康保険組合(健康保険法

(大正Ⅱ年法律第70号)第Ⅱ条第

1項の規定により設立されたも

のをし、う。)

加入者の数が十万人以上の全ての

市町村、健康保険の保険者及び船

員保険の保険者に係る特定健康診

査の実施率の平均値

総合型健康保険組合(健康保険法

第Ⅱ条第2項の規定により設立

されたものをいう。)又は日本私

立学校振興・共済事業団

全ての国民健康保険組合に係る特

定健康診査の実施率の平均値

共済組合

全ての単一型健康保険組合に係る

特定健康診査の実施率の平均値

当該基準に該当する場合、下記のア及びイの書類を添えて申出を行うこ

とが必要であること。

ア高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金

等の額の算定等に関する省令第40条の2第4項第2号の規定に基づき

特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定め

る基準(平成25年厚生労働省告示第94号。以下「実施体制告示」という。)

ーに規定する基準を満たしていることを示す書類

(ア)実施体制告示一のイに掲げる場合

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第17条の規定に

基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施に

係る施設、運営、記録の保存等に関する基準(平成25年厚生労働省告

示第93号。以下「実施基準」という。)を満たしていることを示す書類

(伊D 実施基準第1の5 (5)及び第2の5 (6)に基づき、当該規

定に定められた事項を公表していたことを示す書類

(イ)実施体制告示一の口に掲げる場合

実施基準を満たす保険者と契約していたことを示す書類

全ての総合型健康保険組合及び日

本私立学校振興・共済事業団に係

る特定健康診査の実施率の平均値

全ての共済組合に係る特定健康診

査の実施率の平均値
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(例)実施契約書の写し

(ウ)実施体制告示一のハに掲げる場合

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十六条第一項

の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成25年厚生労働省告示第

92号)を満たした者に委託していることを示す書類

(例)委託契約書の写し

イ実施体制告示二の基準を満たしていたことを示す書類

(伊D 特定健康診査等の実施方法の概略を示した書類及び特定健康診査

の受診券の写し又は特定保健指導の利用券の写し等実際に特定健康

診査等の周知を行ったことを示す書類の写し等

(3)(1)及び(2)のほか前年度に特定健康診査等を実施した保険者において、

当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。当該保険者

の責めに帰することができない事由とは、具体的には、システムの故障等

を理由として、社会保険診療報酬支払基金に特定健康診査等の実施率の報

告ができない場合等であること。

当該基準に該当する場合、下記のア及びイの書類を添えて申出を行うこ

とが必要であること。

ア特定健康診査等の実施率が0.1%を超えていたことを示す書類

(例)特定健康診査の結果の写し及び特定保健指導に係る指導記録の写

し

イ特定健康診査等に係る結果を社会保険診療報酬支払基金に報告する

ことができなかった事由を示す書類

＼

3 減算対象保険者の基準について

第二の1(2)に規定する減算対象保険者とは、次の(1)及び②の基準に

該当する保険者とする。

(1)前年度における特定健康診査の実施率が、次の表に掲げる保険者の種

類に応じ、掲げる実施率以上であること。

市町村

健康保険の保険者、船員保険の保

険者、国民健康保険組合及び総合

型健康保険組合

保険者の種類

百分の六十五

百分の七十

実施率
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単一型健康保険組合、日本私立学

校振興・共済事業団及び共済組合

(2)前年度における特定保健指導の実施率が百分の四十五以上であること。

4 加算対象保険者及び減算対象保険者の決定の手順

国は、保険者が加算対象保険者及び減算対象保険者に該当すると見込まれ

るときは、当該保険者ヘ連絡を行うものとし、必要と認められる場合につい

ては、特定健康診査等の実施率の確認を行うものとする。

また、国は、保険者が加算対象保険者及び減算対象保険者に決定した場合

についても、特定健康診査等の実施年度の翌々年度のⅡ月末日までに、通知

を行うものと司、る。

百分の八十(四十歳以上の加入者

に占める被扶養者の割合が百分の

二十五を超える保険者にあって

は、百分の八十五にーから被扶養

者率を減じた数を乗じた数と百分

の六十五に被扶養者率を乗じた数

を合計した数)

5 特定健康診査等の実施率について

第二の2に規定する特定健康診査の実施率及び特定保健指導の実施率は、

それぞれ下記①及び②のとおり算出することとする。

a)特定健康診査の実施率

特定健康診査の実施率は、当該各年度における当該保険者に係るアの特

定健康診査受診者の数を当該各年度における当該保険者に係るイの特定

健康診査対象者の数で除して得た数とする。

ア特定健康診査受診者数

「保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診査等の

実施状況に関する結果について」(平成20年7月10日付け保発第710003

号厚生労働省保険局長通知。以下「結果通知」という。)第1の二の2

(1)の特定健診情報ファイルに基づき算出した結果通知第2の二の1

(4)の特定健康診査受診者数とする。

イ特定健康診査対象者数

結果通知第1のーの2 (1)の集計情報ファイルに記載された結果通

知第2の二の1(1)特定健康診査対象者数とする。
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②特定保健指導の実施率

特定保健指導の実施率は、当該各年度における当該保険者に係るアの特

定保健指導の終了者を、当該各年度における当該保険者に係るイの特定保

健指導対象者の数で除して得た数とする。

ア特定保健指導の終了者

結果通知第1の二の2 (2)の特定保健指導情報ファイルに基づき、

結果通知第2の二の7 (6)の特定保健指導(積極的支援)の終了者数

に、同(13)の特定保健指導(動機付け支援)の終了者数を加えて算

出した数とする。

イ特定保健指導の対象者数

結果通知第1の二の2 (2)の特定保健指導情報ファイルに基づき、

結果通知第2の二の7 (1)の特定保健指導(積極的支援)の対象者数

に同(8)の特定保健指導(動機付け支援)の対象者数を加えて算出し

た数とする。

＼
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偶嘱己) 殿

標記について、別添のとおり、都道府県知事あて通知したので、よろしくぉ

取り言十らい願いたい。

後期高齢者支援金の加算・減算制度の実施について

保発0401第 11号

平成25年4月1日

厚生労働省保険局長
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地方厚生(支)局長

健康保険組合連合会長

全国健康保険協会理事長

国民健康保険中央会長

社会保険診療報酬支払基金理事長

総務省自治行政局長

財務省主計局長

警察庁長官官房長

文部科学省高等教育局長

文部科学省初等中等教育局長
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